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第１章 第４次岐阜県教育振興基本計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 
岐阜県では、2008 年 12 月に県の教育施策を総合的かつ計画的に推進するため、県の教育振

興基本計画を「岐阜県教育ビジョン」として初めて策定して以来、国内外の社会経済情勢や教
育をめぐる現状と課題を踏まえながら、2014 年３月には「第２次岐阜県教育ビジョン」を、
2019 年３月には「岐阜県教育振興基本計画（第３次岐阜県教育ビジョン）」を策定し、「清流の
国ぎふ」を担う子どもたちの育成を進めてきました。 

「岐阜県教育振興基本計画（第３次岐阜県教育ビジョン）」の計画期間中には、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大により、学校では全国一斉の休業要請により臨時休業となるなど、こ
れまでにない現実に直面しました。そのような中で、私たちには何ができるか、考え、乗り越
えて今日があります。 

社会は今、国内において人口減少・少子高齢化が本格化する一方、国際的には情勢の不安定
化や気候変動など、様々な課題があります。更には、超スマート社会*（Society5.0）の実現を
目指し、絶え間ない進歩によりめまぐるしく変化を続けており、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大による影響を想定し得なかったように、将来の予測は一層難しい状況にあります。 

しかしながら、そのような状況だからこそ、これからの子どもたちには、視野を広げ、主体
的に様々な変化や課題と向き合う中で、人と人とが結び付き、尊重し合い、協働しながら、よ
りよい未来の実現に向かって前進していく力が求められていると考えています。 

このため、「岐阜県教育振興基本計画（第３次岐阜県教育ビジョン）」の基本的な方向性を継
承しつつ、教育を取り巻く新たな課題や社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、本県の教育を推
進していくための指針として、新たに「第４次岐阜県教育振興基本計画」を策定しました。 

 

２ 計画の位置付け 
〇 「岐阜県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する大綱」（地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１条の３）のアクションプランとして、今後取り組む具体的施策を明ら
かにした計画です。 

〇 教育基本法第 17 条第２項に基づいて策定する岐阜県の教育振興基本計画です。 

〇 国の「第４期教育振興基本計画」（2023 年６月 16 日閣議決定）を参酌し見直しを図った
計画です。 

 
 
 
 
 

３ 計画期間 
〇 2024 年度から 2028 年度までの５年間です。 

【教育基本法第 17 条】 
 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関
する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計
画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ
る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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４ 策定手続 
〇 策定にあたり、外部有識者や保護者代表で構成される「第４次岐阜県教育ビジョン策定委員

会*」のほか、「スクールミーティング*」における現場教職員や児童生徒を交えた意見交換、
パブリック・コメントなどを通じ、多くの県民からの意見を反映しました。 

〇 県教育委員会における審議及び「岐阜県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例」に
おける「教育の振興に関する計画」として県民のコンセンサスを得ながら、県議会の議決を経
て策定しました。 

 

５ 全体構成 
第４次岐阜県教育振興基本計画では、第２章で岐阜県教育を通して「目指す人間像」と「育み

たい力」を示しています。第３章では、第４次岐阜県教育振興基本計画で取り組む施策の体系と
して、４つの施策と、2８の具体的な施策を設定し、現状と課題を明らかにした上で、施策を展開
する上で必要な主な取組を示しています。また、その進捗状況をできる限り客観的に把握するた
めに「施策実施指標」の目標値を設定しています。第４章では、第４次岐阜県教育振興基本計画
を着実に推進するための進行管理の方法を示しています。 

最後に、参考資料として、教育を取り巻く状況として、社会状況の変化や岐阜県教育の現状を
データで示しています。 

 

 第 １ 章  第４次岐阜県教育振興基本計画の策定にあたって 

 第 ２ 章  岐阜県教育を通して「目指す人間像」と「育みたい力」 

第 ３ 章  取り組む施策の体系 

第 ４ 章  第４次岐阜県教育振興基本計画の推進と進行管理 

参考資料  教育を取り巻く状況 

 

《第４次岐阜県教育振興基本計画と SDGs》 
 SDGｓ*（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））とは、2015 年 9 月の
国連サミットで採択された、17 のゴールで構成された国際目標であり、「誰一人取り残されな
い（no one will be left behind）」ことを誓っています。 
 国を挙げて、その達成に向けた取組が進められている中、本県も 2020 年 7 月に「SDGs 未
来都市」に選定され、その理念を県政のあらゆる分野に反映し、持続可能な「清流の国ぎふ」
づくりを目指していくこととしています。 
 第４次岐阜県教育振興基本計画においても、ゴールの一つである「質の高い教育をみんなに」
を中心に、SDGｓ達成に貢献できるよう、ESD*の趣旨を踏まえ、持続可能な社会の実現に向
けた教育施策の展開が求められています。 
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第２章 岐阜県教育を通して「目指す人間像」と「育みたい力」 

 

 
 

 

 

 

 

○ 子どもたちは、一人一人がこれからの社会を創っていく大切な担い手です。地域や社会全体が
幸せや豊かさを感じられる、よりよい未来を築いていく子どもたちには、自分自身を大切だと思
い、幸せであると思えることが大切であり、その礎は、家庭や地域、学校などの場で育まれてい
きます。 

○ 一方で、社会は今、人口減少・少子高齢化、国際情勢の不安定化や気候変動など、様々な課題
を抱えています。また、絶え間ない技術革新等によりめまぐるしく変化を続けており、将来の予
測は一層難しい状況にあります。 

○ 予測困難な明日を切り拓くためには、子どもたちが、主体的に、深く学び考えたり、何かに熱
中して取り組んだりする中で、「できた喜び」や「できなかった悔しさ」を感じながらも、失敗を
恐れず挑戦を続けていくこと。そして、その経験を積み重ねることにより、自らの成長が実感で
き、更に自らの新しい可能性を拓いていくことが大切です。 

○ また、「ふるさと岐阜」の豊かな自然・歴史・文化などの中で、身近な人々の生き方や考え方に
触れたり、温かな支えを受けたりする経験は、「ふるさと岐阜」のよさを感じ取り、誇りを持つこ
とにつながるとともに、他者と協働して活躍するための自信を裏付ける原体験となるはずです。 

○ こうした経験を通じ、子どもたち一人一人に、自分のよさや可能性を認識するとともに、自分
とは異なる他者を価値ある存在として受け入れていくという多様性を尊ぶ心や姿勢が育まれ、将
来、「ふるさと岐阜」で、日本で、世界で、広く柔軟な考え方や視野を持ち、ともによりよい未来
を実現し、発展させてくれる人となるものと願っています。 

○ そこで、県では、子どもたち一人一人が、「ふるさと岐阜」での学びや豊かな経験、体験を通し
て視野を広げ、自らの自信や誇りにつなげられるよう、誰一人取り残さない、きめ細かな教育を、
家庭・地域・学校がそれぞれの役割を果たしながら、「オール岐阜」で推進していきます。 

○ そして、これまで育成を目指してきた「地域社会人」に込めた、持続可能な社会の実現に向け、
一人一人の能力を最大限に高め、未来に希望を持って、主体的に社会に関わっていくという考え
方を受け継ぎつつ、子どもたちが主体的に学び、考え、行動する力、人と人とがつながり、お互
いが認め合い支え合う力、自己の生き方や社会のあり方を探究し続け、よりよい未来を築いてい
く力を、それぞれが活躍する場所で発揮できる、「『ふるさと岐阜』で育んだ自信と誇りを胸に、
よりよい未来の実現に挑み続ける人」を育成していきます。 

 

「ふるさと岐阜」で育んだ自信と誇りを胸に、 
よりよい未来の実現に挑み続ける人 

 目指す人間像  
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絶え間ない技術革新、超スマート社会*（Society5.0）の到来などにより、変化がめまぐるしく
予測困難な社会を生き抜いていくために、子どもたちが、「自立力」「共生力」そして「創造力」を
バランスよく身に付け、これらの３つの力（自立力・共生力・創造力）を発揮して、自らの可能性
を信じ、一人一人の優れた才能や多様な個性を伸ばし、更にそれを磨きながら、希望を持ってより
よい未来の実現に挑み続けることで、世界や地域社会などで広く貢献できる力を養います。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３つの「育みたい力」  

◇ 自立力（主体的に学び、考え、行動する力） 
社会への興味・関心を広げ、主体的に向き合い関わりながら、自ら課題を見つけ、 
目標を立ててよく学び、考え、行動する力 

  
具体的には、「主体性・意欲的な姿」「自己肯定感*・自己効力感*」「たくましさ・しなやかさ」 

「自ら答えを出していく力・やり抜く力」など 

◇ 共生力（つながり、認め合い、支え合う力） 
 仲間とともに学ぶこと・体験することや、人々・自然などと触れ合うことを通して、

つながりを大切にするとともに、互いを認め合い、支え合ってよりよく生きる力 

具体的には、「自他の尊重・他者への思いやりの心」、「相手の立場に立った想像力」、 

「コミュニケーション能力」、「道徳性・規範意識」、「地域への誇りや愛着」など 

◇ 創造力（よりよい未来を築いていく力） 
 自らの可能性を信じ、「自立力」「共生力」を発揮して、自己の生き方や社会の 

あり方を探究し続け、よりよい未来を築いていく力 

具体的には、「自らを高める力」、「個性を磨く力」、「継続する力」、「目標を設定する力」、 

「探究を深める力」、「ものごとを成し遂げる力」など 
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第３章 取り組む施策の体系 

１ 「目指す人間像」や「育みたい力」と４つの施策 

 「『ふるさと岐阜』で育んだ自信と誇りを胸に、よりよい未来の実現に挑み続ける人」や「自立
力」「共生力」「創造力」の３つの力を育むために、「いつの時代も変わることなく子どもたちの教育
に期待される内容（不易）」と「時代の変化に柔軟に対応していく必要がある内容（流行）」に留意
しつつ、知・徳・体*のバランスを踏まえた岐阜県教育を展開する上で、次の４つの施策を定め、
計画的かつ総合的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 
自他のかけがえのない存在（いのち）を大切にするとともに、多様な人とつながり関わる 

力を育む 

施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 
興味・関心を広げて様々な課題と向き合い、主体的に学び、探究し、よりよい未来を創造 

していくための力を育む 

施策Ⅲ 「健やかな体」の育成 
自分らしく、活き活きとした生活の基盤となる健康な体を育むとともに、安全で安心な 

暮らしをつくる力を育てる 

施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 
学びの多様なニーズに応え、子どもたち一人一人の可能性や能力を最大限に伸ばす教育を 

推進するとともに、学びを支える環境の充実を図る 
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２ 施策体系 
４つの施策ごとに、28 の具体的な施策と今後５年間の主な取組について体系化するとともに、

目標とする指標等を示し、教育の推進を図ります。推進にあたっては、SDGｓ*の理念や「こども
大綱*」の趣旨も踏まえ、取組に反映させていきます。なお、「重点施策」については 重点 と表記
しています。 
 

施 策  

Ⅰ 

「豊かな人間性」の育成 
１  多様な人とつながり、関わる力の向上と心の教育

の充実 重点  
２  人権教育の推進 
３  いじめの未然防止と不登校の早期対応の徹底 
４  「ふるさと岐阜」での活動を通して学ぶふるさと 

教育の推進 重点 
５  文化芸術やスポーツに触れ、感性を育む機会の充実 
６  人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 
７  家庭や地域と学校とが連携した子どもたちの育成 

Ⅱ 
「未来を創る確かな学力と 

実践力」の育成 

８  未来を創る基礎となり、社会で活きる学力の育成 
９  ICT を利活用できる力の育成 
10  科学技術・情報技術やものづくりへの関心の醸成、

起業家精神等の育成 
11  国際理解教育の充実とグローバル社会で活躍 

できる力の育成 
12  主権者教育・消費者教育などの今日的な課題に 

対応した教育の推進 
13  学びと将来とをつなぐ、地域と連携したキャリア 

教育の充実 
14  スペシャリストを育成する産業教育の充実 
15  私立学校教育の振興 

Ⅲ 
「健やかな体」の育成 

  
16  体力づくりの推進 
17  健康教育と食育の推進 
18  これまでの経験を踏まえた感染症への対応の推進 
19  子どもの安全・安心を守る教育の充実 
  

Ⅳ 

「学びの多様なニーズに 
   応える環境」の充実 

20  将来を見据えた魅力ある学校づくりの推進 重点 
21  特別支援教育の推進 
22  多文化共生社会を目指した外国人児童生徒等の 

教育の充実 
23  誰一人取り残さない学びの機会の整備 
24  文化芸術やスポーツなどの才能や個性を伸ばす 

機会の充実 
25  地域と学校とが連携した望ましい部活動の推進 
26  優れた教職員の確保と資質・指導力の向上 
27  長時間勤務・多忙化解消など、教職員の働き方 

改革の推進 
28  ハラスメント対策など、教職員の働きやすい 

職場環境づくりの推進 
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県内の 2023 年３月の中学校卒業者数は、約１万８千人でした。2029 年以降、急激な
生徒減少期を迎え、2038 年には約１万１千人となると見込まれています。 

これまで、県教育委員会では、「県立高校活性化の基本方針（グランドデザイン）」に基
づき、単位制への改編や地域と連携した学びへの支援など、「高校の特性」に応じた活性化
策を講じてきました。 

今後の県立高等学校のあり方については、生徒の学びのニーズだけでなく、生徒数の減
少や校舎改築の時期などを踏まえた総合的な検討が必要です。学びの機会の保障、多様な
学習ニーズへの対応、教育環境の整備などの視点から、その方向性の検討に着手します。 

「ふるさと岐阜」の豊かな自然・歴史・文化などの中で、身近で多様な人々の生き方
などに触れたり、温かな支えを受けたりする経験は、「ふるさと岐阜」のよさを感じ取
り、誇りと愛着を育んでいくことにつながります。 

県では、引き続き、地域に暮らす人々や、地域のために活動する人々との関わりを
大切にしながら、身近にある地域の自然・歴史・文化芸術・産業等についての学びや、
ふるさとの活性化のための課題解決に取り組む探究的な学びなどのふるさと教育を推
進します。 

３ 今後５年間の重点的な施策 
 施策を進めるにあたり、次の観点により、28 の具体的な施策の中から今後５年間で重点的な取
組を進める以下の３つの施策を「重点施策」と位置付けます。 
 

○ コロナ禍における体験活動や対面交流の減少を踏まえた、学びの中で育まれる対人関係を
構築する力の育成 

○ これまでの岐阜県教育を通して一貫してきた「ふるさと教育」の継承 
○ 少子化社会における、将来を見据えた魅力ある学校づくりの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 多様な人とつながり、関わる力の向上と心の教育の充実 
（施策Ⅰ-１） 

これからの社会を創っていく上で、多様な人とつながり、協働しながら、解決に導い
ていく力を身に付けることが大切です。コロナ禍においては、学習活動等が制約された
ため、感性を豊かにする体験活動や対面交流が減少し、本来、学びの中で育まれる対人
関係を構築する力やコミュニケーション能力の低下がみられました。 

こうした課題の解決に向け、自他ともに存在（いのち）を大切にし、感性や、多様な
人とつながり、関わる力などを育む取組を推進します。 

③ 将来を見据えた魅力ある学校づくりの推進 
（施策Ⅳ-20） 

② 「ふるさと岐阜」での活動を通して学ぶふるさと教育の推進 
（施策Ⅰ-４） 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

１ 多様な人とつながり、関わる力の向上と心の教育の充実 
現 状 

〇 将来の予測が困難な時代において、自他のかけがえのない存在（いのち）を大切にし、多様な
人とつながり、協働しながら、よりよい未来を実現し、発展させることができる人を育てるこ
とが重要です。 

〇 自分をうまく表現することや他者とのコミュニケーションを図ることが苦手なことにより、学
業や対人関係に行きづまりを感じる児童生徒がみられます。 

〇 県では、ふるさと教育の取組を通して、地域に暮らす人々や、地域のために活動する人々との
関わりを大切にしてきました。 

〇 一方、コロナ禍において、学校行事や地域行事等が開催されないなど集団活動の機会が減少し、
児童生徒の人間関係を形成する力を育む機会が失われました。 

〇 小・中学校においては、「特別の教科 道徳」の時間を要として、他の教育活動との関連を図り
ながら、道徳教育の充実に努めています。高等学校では、公民科をはじめとした各教科や特別
活動、地域や学校の特色を生かした様々な活動を通して道徳性を高める取組を行っています。
また、岐阜県道徳教育振興会議を設置して、「１家庭１ボランティア」運動を展開し、学校、家
庭、地域が一体となって豊かな心を育む道徳的実践の推進に努めています。 

〇 全校一斉の読書活動は、多くの学校で実施しており、読書活動の推進のために工夫して取り組
んでいます。 

〇 県図書館において、児童生徒の学習環境整備等のための資料の充実、幼児から大学生までの発
達段階に応じた事業やイベントの開催により、図書館の利用の促進や子どもたちの読書活動の
推進に取り組んできました。また、高校生等の読書活動推進のため、全国高等学校ビブリオバ
トル*岐阜県大会と事前講習会及び関係機関との共催による「清流の国ぎふ・おすすめの 1 冊
コンクール」を毎年開催しました。 

 

課 題 

✓ 自己肯定感*や自己有用感*を高める教育活動の推進 

✓ 自己の生き方について考えを深めるための「特別の教科 道徳」における指導方法の一層の 
充実と家庭や地域の実情を踏まえた地域ぐるみの道徳教育の一層の推進 

✓ 読書を通じて子どもの豊かな心を育むための、発達の段階ごとの効果的な取組の推進 
 

取組の方向性 

● 義務教育段階において、優れた文化芸術に触れ、親しむことのできる機会と演奏家等との出会
いの場を創出することを通して、児童生徒の豊かな心を育む取組を推進します。 

● 児童生徒一人一人が自他のかけがえのない存在（いのち）を大切にする心を育みます。 
● 互いに認め合う活動を通して、コミュニケーション能力や自己表現力の向上を図り、自己肯定

感や自己有用感を育みます。 

● 「特別の教科 道徳」における指導方法の一層の充実を図るとともに、児童生徒の豊かな心と
望ましい道徳性の涵養を図るために、学校、家庭、地域が連携して道徳教育を推進します。 

● 読書を通じて子どもの豊かな心を育むため、「岐阜県子どもの読書活動推進計画」に基づき、
子どもの読書活動の推進を図るとともに、県図書館における関連資料の充実と利活用を進めま
す。 

重点 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

1 

多様な人とつな
がり、関わる力
の向上と心の教
育の充実 

自分にはよいところがあると
思う児童生徒の割合 

小 学 校 84.5％ 
中 学 校 81.4％ 
高等学校 84.2％ 

小 学 校 90％ 
中 学 校 90％ 
高等学校 90％ 

 

主な取組 

①ふるさと教育を通した、多様な人とつながり、関わる力の育成 

・総合的な学習（探究）の時間を中心に、地域に暮らす人々、専門家などの多様な人々の協
力、社会教育施設や社会教育団体等の施設・設備など、地域の様々な教育資源*等を活用
したふるさと教育を推進し、多様な人とつながり、関わる力の育成を図ります。 

②文化芸術に触れ、豊かな心を育む機会の創出 

・小・中学校段階において、ふるさとの文化施設における優れた文化芸術に触れる機会を創
出し、豊かな心を育む取組を推進します。 

③コミュニケーション能力や自己表現力の育成と自己肯定感や自己有用感の育成 

・プロの演出家や俳優等を講師として行う演劇表現等のワークショップを通じて、生徒に対
してディスカッション、創作、表現等の活動を行い、生徒のコミュニケーション能力や自
己表現力等の人間関係形成能力の育成を図ります。 

 ④自他の存在（いのち）を大切にする心の育成 

  ・人権教育や道徳教育、いじめの未然防止、健康教育など、学校教育全体を通して自他の存
在（いのち）を大切にする心を育む教育を推進します。 

⑤よりよく生きる人格の形成を目指す道徳教育の推進 

・「特別の教科 道徳」について、学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童生徒が道徳的な課題 
を自分事として受け止め、広い視野から考え、自分の生き方について考えを深めることが
できる効果的な指導方法について研究実践を行い、その成果を広く県内に普及します。 

・児童生徒の豊かな心と望ましい道徳性の涵養を図るため、学校、家庭、地域が共通理解を
深め、連携、協力した、地域ぐるみの道徳教育を充実します。 

⑥読書活動の推進 

・学校における読書習慣を高めるため、「全校一斉読書活動」や「朝の読書活動」など楽しみ
ながら読書を進める工夫ある取組について、一層の推進を図ります。 

・学校における読書習慣を定着させるため、学校図書の整備充実を図ります。また、司書研
修などにより図書館職員の資質向上を図ります。 

・高校生等の読書活動推進のため、全国高等学校ビブリオバトル岐阜県大会を開催し、読書
から生まれた考えを表現する機会の充実に努めます。また、県図書館では、子どもの読書
活動推進のため「おはなし会」「清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール」等、発達段階
に応じた事業を開催するとともに、児童生徒用図書のセット貸出や相互貸借、高等学校を
対象とした電子書籍の利活用を推進します。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

２ 人権教育の推進 

現 状 

〇 グローバル化や社会構造の変化による価値観の多様化が進む中で、女性や子ども、高齢者、障
がいがあることや同和問題に起因する様々な人権侵害、日本以外の国や地域にルーツを持つ人
へのヘイトスピーチ、感染症などの疾病に罹患した人々や性的マイノリティに関する偏見や差
別も生じています。また、インターネット上での差別的言動や人権侵害も深刻な問題となって
います。 

〇 県では、「岐阜県人権教育基本方針*」に基づき、全ての園・学校において、人間尊重の気風が
みなぎる園・学校づくりを推進し、差別をなくし、自分の大切さとともに他者の大切さを認め
ることができる教育に努めています。 

〇 一人一人の発達の段階や特性等に応じたきめ細かな指導の充実に努めるとともに、周りの子ど
もや地域の人々との交流を積極的に推進し、相互の社会性や豊かな人間関係の育成、人権感覚
の涵養に努めています。 

〇 人権教育における行動力の育成を図る取組として、県内の公立幼稚園（幼稚園型認定こども園
を含む）、小・中学校、高等学校、特別支援学校において「ひびきあい活動」を行い、人権課題
に対する実践的態度を育成し、人権感覚を磨くなど、様々な人権課題の解決のための教育を実
践しています。 

〇 DV*や性暴力は身近にある重大な人権侵害であるため、県では、中・高等学校、大学等に DV
や性暴力に関する専門知識を有する講師を派遣し、生徒や教職員等に対する意識啓発を推進し
ています。 

 

課 題 

✓ 同和問題をはじめとする様々な人権課題への理解を深める教職員研修の一層の充実 

✓ 人権教育における行動力を養う学校・地域の実状に応じた「ひびきあい活動」の取組の充実 
✓ 家庭や地域社会と連携・協働する人権教育の推進 
✓ 若年層に向けた DV 予防啓発及び性暴力被害相談窓口の周知の推進 
 

取組の方向性 

● 教職員の人権感覚を高め、人権教育に関する指導力の向上を図る研修や「ひびきあい活動」の
取組の充実、また、学校、家庭、地域が一体となった人権教育の推進などを通して、同和問題
をはじめとする様々な人権課題を解決する力（行動力）を育みます。 

● 同和問題をはじめとする様々な人権課題について、正しく理解し、児童生徒と教職員の人権感
覚の向上に資する研修を実施します。 

● 人権課題について家庭、地域と連携し、今日的な課題に対応した人権教育の充実に取り組みま
す。 

● DV や性暴力の新たな被害者、加害者を生み出さないためにも、若年層に向けた啓発を更に推
進します。 
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主な取組 

①様々な人権課題に関する教職員の知識・理解の深化  

・グローバル化や社会構造の変化による価値観の多様性を正しく理解し、同和問題への正し
い理解の促進、性的マイノリティに関する偏見や差別の解消、DV の根絶などを図るため、
様々な人権課題の解決に向けて教職員の人権感覚を高め、指導力の向上を図る研修を充実
します。 

・人権教育に関する指導方法の改善及び充実に向けた実践的な研究を基に、指導資料等を作
成し、研修等で活用します。 

②人権教育における行動力を養う「ひびきあい活動」の充実 

・県内全ての公立幼稚園及び学校を対象とした「ひびきあい活動」の取組を意図的・計画的
に実施できるようにし、保護者や地域の人々との関わりの充実や、学校で身に付けた力を
家庭や地域で発揮する場を位置付けるなど、全教育活動を通して、組織的・継続的に取り
組み、人権教育における行動力を育成します。 

③家庭や地域と連携した人権教育の推進 

・地域における人権教育活動を効果的に行うため、地域に根付き、地域で人権教育・啓発活
動を推進するリーダーを育成していくことが不可欠であることから、地域リーダーの育成
及び資質向上を図るため、研修を実施します。 

・家庭教育において、人権尊重の意識を育むことが大切であることから、保護者の人権意識
の高揚を図るため、啓発資料を作成して保護者等に配付し、学習機会の充実に努めます。 

④若年層に向けた DV 予防啓発及び性暴力被害相談窓口の周知の推進 

・若年層に対して DV を正しく理解してもらうことを目的として、学校等において DV につ
いて学ぶ機会を提供するなど、若年層に対してより効果的な広報啓発を実施します。 

・性暴力被害の潜在化を防止し、被害者の早期回復を図るため、中・高等学校の全ての生徒
へのリーフレット等の配付を行うほか、SNS 等を活用し効果的な広報啓発を実施します。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

３ いじめの未然防止と不登校の早期対応の徹底 
現 状 

〇 県内の学校におけるいじめの認知件数は、2022 年度は小学校 4,512 件、中学校 1,582 件、
高等学校 807 件、特別支援学校 61 件となっています。 

〇 県内の学校における不登校児童生徒数は、2022 年度は小学校 1,879 人、中学校 3,376 人、
高等学校 855 人で、７年連続で増加し、過去最多となっています。 

〇 外部専門家（弁護士、精神科医、スクールカウンセラー*、スクールソーシャルワーカー*等）
の積極的な活用により、いじめ対策組織や教育相談体制の充実に努め、初期段階において専門
家と連携し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、不登校対策の支援を図っています。 

〇 学校の管理職・生徒指導主事、教職員をそれぞれ対象とし、具体的な事例による研修会を開催
しています。事例から学び合い、いじめの未然防止と早期対応力の向上につなげています。 

〇 不登校の兆候がある児童生徒の居場所として、学校内に「校内教育支援センター」の整備を推
進しています。また、県総合教育センター内に「県教育支援センター（G‐プレイス*）」を整備
し、不登校児童生徒の支援に努めています。 

〇 児童生徒に対して、命や生活の危機に直面したときの助けの求め方、受け止め方を教える「SOS
の出し方に関する教育*」を、スクールカウンセラーの協力を得ながら、推進しています。 

〇 地域をあげていじめを未然防止する県民運動の一つ「あったかい言葉かけ県民運動*」を推進
し、地域ぐるみでいじめを生じさせない学校づくりの取組が定着しています。 

〇 SNS を介して犯罪に巻き込まれる青少年の増加や、インターネットを介した誹謗中傷、いじ
め、ネット依存等の問題が発生しており、行政機関、事業者、学校関係者等が連携して、青少
年の安全・安心なインターネット利用に関する啓発に取り組んでいます。 

 
課 題 

✓ 児童生徒の悩みや生活上の困難さの軽減・解消に向けた相談体制の充実 

✓ 児童生徒が相談しやすい学校内外での窓口の整備とその周知 

✓ 小・中・高等学校、特別支援学校の校種間の連携、学校・家庭・地域間の連携 
✓ いじめの未然防止と不登校の早期対応のための、学校・学級の雰囲気づくり、環境の見直し 
✓ 学校の教職員等がいじめを発見しやすい体制・調査・連携の充実 
✓ いじめ被害・加害児童生徒、不登校児童生徒の学習支援や居場所の確保 

✓ 青少年の安全・安心なインターネット利用の促進 
 

取組の方向性 

● いじめの未然防止や不登校対策の支援に向けた安心できる学校環境、雰囲気づくりを推進しま
す。 

● スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部の専門家を活用した教育相談
の更なる拡充を図り、相談しやすい窓口の整備により早期発見、早期対応を推進します。 

● 発見後はこれまで以上に迅速な対応ができるよう、組織体制を強化します。 
● 学校の取組のみならず、家庭や地域と一体となった取組が重要であり、「魅力ある学校づくり」

を推進します。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

2 
いじめの未然防
止と不登校の早
期対応の徹底 

認知したいじめのうち、解消
したものの割合（小・中・高
等学校） 

93.7％ 
（※2022 年度） 100％ 

3 
不登校児童生徒のうち、学校内
外の機関等で、誰かに相談した
児童生徒の割合 

小 学 校 57.7% 
中 学 校  50.0% 
高等学校  61.7% 
（※2022 年度） 

小 学 校  100％ 
中 学 校  100％ 
高等学校  100% 

 

主な取組 

①いじめの未然防止、不登校等支援についての組織的な対応 

・「魅力ある学校づくり」事業の成果普及のため、この事業に携わる有識者を「いじめ未然 
防止・不登校等支援アドバイザー」として県内全域の市町村教育委員会や学校に派遣しま
す。 

・「SOS の出し方に関する教育」を実施するなど、児童生徒が心の危機に気づき、身近な信
頼できる人に相談できる力を培うとともに、児童生徒からの悩みや相談を広く受け止める
ことができるように体制を整備します。 

・児童生徒の居場所として、「校内教育支援センター」の設置推進、県教育支援センター（G‐
プレイス）の機能強化を推進し、児童生徒の心に寄り添いながら不登校対策支援、将来の
社会的自立を支援します。 

・岐阜県生徒指導推進会議において、いじめ等の様々な問題についての未然防止の取組が県
民運動としてより一層展開されるように協議、推進します。 

②外部専門家の積極的な活用による教育相談体制の充実 

・スクールカウンセラーを全ての公立高等学校、特別支援学校、公立中学校区（小学校を含
む）、義務教育学校に配置し、全ての学校種での支援体制の確立と問題行動の未然防止、早
期対応を図ります。また、スクール相談員を重点配置対策校の中学校区、義務教育学校、
高等学校に配置します。 

・いじめ、不登校、児童生徒の命に関わる案件等の緊急事案に対応するため、公立学校から
の要請により、臨床心理士、公認心理師、弁護士、医師、社会福祉士、教員 OB 等の外部
専門家を派遣します。 

・不登校児童生徒の心の安定を図るため、スクールカウンセラーを県総合教育センター等に
配置するとともに、県教育支援センター（G‐プレイス）に通う生徒を支援します。 

・児童生徒の置かれた環境の課題に働きかけながら、各関係機関と連携し、支援するため、
社会福祉士等の資格を持つスクールソーシャルワーカーを公立学校からの要請により派
遣します。 
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③電話・SNS 等を活用した相談体制の充実 

・24 時間体制の電話相談「子供 SOS24」により、いじめ、不登校等に苦しむ児童生徒や保
護者の相談に乗ることで解決の糸口を探ります。 

・中学生・高校生を対象に LINE などの SNS を活用した相談体制を構築します。 

④いじめ等の問題行動や不登校が生じないような魅力ある学校づくりの推進 

・児童生徒一人一人の規範意識や望ましい人間関係を築く力を高め、「いじめをしない、さ 
せない、許さない」という意識が徹底された学校づくりに取り組みます。 

・児童生徒が自分の居場所や仲間との絆を実感できるよう、一人一人に活躍の場をつくると
ともに、児童生徒へのアンケート等を活用しながら、互いに認め合い、自己肯定感*を高
めることができる魅力ある学校づくりに取り組みます。 

・「あったかい言葉かけ県民運動」の作品を募集し、作品をまとめたリーフレットを県内の 
全児童生徒へ配付します。また、新聞等による「あったかい言葉かけ県民運動」の啓発に
取り組みます。 

・性的マイノリティに関する偏見や差別をはじめとする複雑化する人権課題についても、引
き続き現状把握に努めながら、学校生活の様々な場面においてきめ細かな対応を進め、児
童生徒が安心して過ごすことができる学校づくりを推進します。 

⑤インターネットの安全・安心利用に関する啓発等の充実 

・児童生徒が、安全に安心してインターネットを利用することができるように、児童生徒が
主に利用するサイト等のパトロールを行うことで、インターネット上でのトラブルの未然
防止を図ります。 

・インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、ネット
依存に陥りやすい傾向等、最新のネットトラブルの現状に対応できるよう、情報モラル*
教育を推進するための指導者を育成するとともに、全ての教職員があらゆる教育活動を通
して適切に情報モラル教育ができるように推進します。 

・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年育成関
係者、保護者等に向けた研修会への講師派遣や出前講座などの啓発活動を行います。 

⑥地域で子どもを守り育てる運動の推進 

・「岐阜県生徒指導推進会議」において県民運動の内容や方法を検討し、教職員、PTA、地域
住民、少年育成団体等が協力して、児童生徒が自己肯定感を高める活動を推進するととも
に、いじめの問題（ネットいじめを含む）への対応に関わる取組の充実を図ります。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

４ 「ふるさと岐阜」での活動を通して学ぶふるさと教育の推進 
現 状 

〇 県では、地域に暮らす人々や、地域のために活動する人々との関わりを大切にしながら、身近
にある地域の自然・歴史・文化芸術・産業等について学ぶふるさと教育の取組を推進し、「ふる
さと岐阜」への誇りと愛着が育まれるように努めてきました。 

〇 全ての県立高等学校において、学校や学科の特色に応じ、地域や関係機関と連携した探究活動
を通したふるさと教育を実施し、生徒が「ふるさと岐阜」の魅力を体感することができました。 

〇 ふるさと教育の優れた実践校を表彰する「岐阜県ふるさと教育表彰」への応募校数は、2018
年度にはピークとなる 165 校を数えたものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影
響を受け応募校数が減少し、2022 年度には 101 校となりました。 

〇 文化財保護センターでは、県有文化施設や市町村との連携企画展示や出前授業を実施するなど、
学校や地域において歴史や文化に親しむことのできる機会の充実に努めてきました。 

〇 県図書館において「児童生徒地図作品展」を実施し、2023 年度までの５年間にのべ 437 校か
ら 1,052 点の応募がありました。 

〇 幼稚園、保育所、小・中・高等学校等における「ぎふ木育教室」、「緑と水の子ども会議」の実
施や、木育の総合拠点である「ぎふ木遊館」と「森林総合教育センター（morinos）」における
プログラムを通じて、子どもたちをはじめとしたあらゆる世代に対し、「ふるさと岐阜」の森
や木に親しみ、学ぶ機会を提供してきました。 

 
課 題 

✓ 学校と地域が一体となった持続可能な教育活動の一層の充実 
✓ 地域の教育資源*等を活用したふるさと教育の推進と普及・啓発 

✓ 各高等学校で実施されている学校や学科の特色に応じたふるさと教育の一層の充実 
✓ 地図を活用した事業による児童生徒のふるさとに対する意識の高揚 

✓ 文化財を用いた体験活動の一層の充実 
✓ 「ぎふ木育」の一層の推進 

 

取組の方向性 

● 総合的な学習（探究）の時間を中心に、地域に暮らす人々、専門家などの多様な人々の協力、
社会教育施設や社会教育団体等の施設・設備など、地域の様々な教育資源等を活用したふるさ
と教育を推進します。また、優れた取組を行った学校の情報を収集して表彰するとともに、そ
の好事例を新聞やホームページ等で広報し、その普及に努めます。 

● STEAM 教育*や教科等横断的な学びの視点から、教科・科目で育成した見方・考え方を生かし、
地域課題を解決するための探究的な学びを推進します。 

● 県図書館における「児童生徒地図作品展」や地図を活用した出前授業等を継続して実施します。 
● 文化財保護センターにおいて遺跡の見学や出土品に触れる体験活動の再編と拡充に努め、「ふ

るさと岐阜」の魅力を学ぶ教育の充実を図ります。 
● 「ぎふ木遊館」や「森林総合教育センター（morinos）」の木育・森林環境教育プログラムを活

用し、森や木に親しみ、森とのつながりや森林文化の豊かさを学ぶ教育の充実を図ります。 
 
 

重点 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

4 「ふるさと岐
阜」での活動を
通して学ぶふ
るさと教育の
推進 

指導計画の作成にあたって、教育
内容と、教育活動に必要な人的・
物的資源等を、地域等の外部の資
源を含めて活用しながら効果的
に組み合わせている学校の割合 

小 学 校 98.6％ 
中 学 校 95.7％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

5 
岐阜県や自分の住んでいる地域
の魅力を伝えることができる 
高校生の割合 

60.1％ 80％ 

 
※参考指標 

指 標 現況値（2023 年度） 

今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒の割合 
小 学 校 71.0％ 
中 学 校 53.9％ 

 高等学校 44.7％ 
 

主な取組 

①地域の活性化や課題解決に向けて取り組む教育の推進 

・総合的な学習（探究）の時間を中心に、地域の教育資源等を活用したふるさと教育を推進
します。 

・学校と地域が一体となって持続可能な教育活動を展開する中で、活力と魅力ある学校づく
りを推進していくため、地元団体等の積極的な活用を推進します。また、生徒が地域の中
で活躍する場を増やし、その学びを発信することで、地域や学校の魅力を再発見し、地域
の活性化につなげる探究的な学びを推進します。 

・社会の諸課題の解決に関する知識・技能を身に付け、地域課題を多面的・多角的に分析し、
その解決方法を検討・提案できる能力の育成を図ります。 

・地域社会の課題解決のために、地方自治体や大学、企業等と協働して、先進的な探究学習
の実施に取り組む高等学校を支援します。 

・スーパーサイエンスハイスクール*やフラッグシップハイスクール*等から意欲のある生
徒が集まり、大学や関係機関と連携しながら、岐阜県や地域課題の解決策を探り、地域の
活性化に向けた新たな提案をするプロジェクトを充実させます。 

②ぎふの自然・歴史・文化芸術・産業等に触れて学び、探究する取組の推進 

・「ふるさと岐阜」への更なる誇りと愛着が育まれるよう、義務教育段階において、岐阜県の
自然・歴史・文化芸術・産業等に触れて学ぶ取組を推進します。 

・毎年 11 月 3 日（文化の日）を「岐阜〜ふるさとを学ぶ日」として、県の文化施設の入
館料を無料化するほか、市町村等の文化施設の参加拡大を図ります。 

・文化財に関する学習機会や情報提供の充実を図ります。 

・小・中学生が航空宇宙への興味・関心を持ち、将来の航空宇宙産業への就業につなげるこ
とを目的として、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館において教育プログラムを実施します。
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③清流と森に学ぶ教育活動の推進 

・小・中・高等学校、特別支援学校等の児童生徒を対象に「岐阜県緑化運動ポスターコン 
クール」を実施し、緑化の意義などを普及啓発します。 

・川や森林をはじめとする岐阜県の恵まれた自然環境を学び、継承する学習や、教科での学
習とつなげたふるさと教育など、岐阜県の地域性を生かした教育を推進します。 

④清流を通じた地域との連携による環境学習の推進 

・「清流長良川あゆパーク」において、内水面漁業*や世界農業遺産「清流長良川の鮎」に関
する体験学習プログラムを、児童生徒を対象に実施します。 

・農村の持つ多様な機能に対する県民の理解を深め、農村資源の保全活動への住民参加を促
進するため、将来を担う子どもたちを対象とした環境教育（田んぼの学校）を推進します。 

⑤森や木と触れ合い、学び、ともに生きる「ぎふ木育」の推進 

・幼稚園、保育所、小・中・高等学校等の子どもたちに対して、自然や木に触れて親しむ「ぎ
ふ木育教室」、「緑と水の子ども会議」の取組を支援、実施します。 

・木に触れる体験を通して子どもたちの森や木への理解を深めるため、教育施設等へ岐阜県
産材を活用した木のおもちゃや教材の導入を支援します。 

・「ぎふ木遊館」において、あらゆる世代の県民を対象に木のおもちゃの遊びや森や木に親 
しむ木育プログラムの体験を実施します。 

・「森林総合教育センター(morinos)」において、あらゆる世代の県民を対象に森林環境教育
プログラムの体験を実施するとともに、自然体験活動を実践できる教員等を育成します。 

⑥優れた実践に対する顕彰と発信 

・ふるさと教育への機運を一層高めるため、「岐阜県ふるさと教育表彰」により優れた取組を
実践している学校を顕彰します。 

・優れた実践を、新聞や県ホームページ等で広報することにより、多くの県民が学校のふる
さと教育に関心を持つことができるよう努めます。 

⑦地図を活用したふるさと教育の推進 

・県図書館において「児童生徒地図作品展」や地図教室を実施し、児童生徒の地図活用能力
の育成を図ります。 

・県図書館が所蔵する地図資料を活用した出前授業・研修講座を実施します。 

⑧ふるさと教育に関する教職員研修の充実 

・児童生徒のふるさと教育に関わる地域連携や人材育成を推進するため、小・中・高等学校、
特別支援学校の新規採用教員に対し、県の施策や文化施設の魅力を学ぶ研修を実施しま
す。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

５ 文化芸術やスポーツに触れ、感性を育む機会の充実 
現 状 

〇 県有文化施設において教育普及活動や出前講座を実施するなど、学校や地域において文化芸術
に親しむことのできる機会の充実に努めてきたほか、岐阜県青少年美術展の開催を通して文化
芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりを図ってきました。 

〇 2024 年度の第 48 回全国高等学校総合文化祭の開催に向けて、国際交流事業により韓国の高
校生を招へいし、国際交流コンサートや文化交流を行うとともに、各部門の充実のため、支援・
援助などを行ったほか、プレ大会を開催しました。 

〇 多世代、多種目、多志向に対応するなど、地域スポーツの受け皿となる県認定総合型地域ス 
ポーツクラブ*に対し、ぎふ広域スポーツセンター（県・（公財）岐阜県スポーツ協会）による
巡回相談・指導、マネジメント資格や指導者資格の取得支援により、運営基盤の強化や指導者
の資質向上に努めるとともに、県内各圏域に大学等を中心としたスポーツ活動拠点を創設する
ほか、総合型地域スポーツクラブが取り組む学校部活動・他団体との連携、スポーツが苦手、
嫌いな子どもを対象とした取組等を支援しました。 

〇 県が指定するトップアスリート拠点クラブの選手・指導者が学校の授業や部活動、スポーツ少
年団等において出前指導を実施しました。 

〇 運動・スポーツを好む幼児の育成に向け、県内５大学と連携し、幼稚園・保育所等を対象とし
た「アクティブ・チャイルド・プログラム*（ACP）」の全県展開を進めています。 

 
課 題 

✓ 子どもたちが、優れた文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる機会の確保 
✓ 幼児期から運動・スポーツの楽しさに触れることによる心身の育成、体力向上の取組の推進 
✓ 子どもがトップアスリートに触れ、運動・スポーツに親しむ機会の確保 
✓ スポーツが苦手、嫌いな子どもがそれらを克服する機会の確保 

✓ 学校と地域の連携によるスポーツ機会の充実 

 
取組の方向性 

● 子どもの頃から学校や地域において文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる環境づく
りを推進します。 

● 幼児期から運動・スポーツに親しむ機会を創出するため、ACP の全県展開を図ります。 
● 子どもがトップアスリートに触れる機会を確保するため、トップアスリート出前指導を推進し

ます。 
● 学校と地域の連携により、子どもがスポーツを始め、再開できる機会を創出するため、各圏域

に大学等を中心としたスポーツ活動拠点を育成するとともに、総合型地域スポーツクラブが取
り組む部活動連携や、スポーツが苦手、嫌いな子どもを対象とした事業を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

主な取組 

①文化芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりの推進 

・文化芸術を創造する人づくり、文化芸術振興の環境づくりに向けて、優れた美術作品の発 
表の場を提供する岐阜県青少年美術展について、今後更に多くの学校等が参加するよう促
し、県内各地域の児童生徒等に発表機会を提供します。 

・県有文化施設において、教育普及活動や出前講座を実施するなど、児童生徒が文化芸術に 
親しむことのできる機会の充実に努めます。 

・文化財に関する学習機会や情報提供の充実を図るほか、民俗芸能の保存団体が行う伝承  
教室の開催等への支援に努めます。 

②海外の優れた文化芸術に触れ、国際交流による異文化教育の推進 

・異文化理解のため芸術を通した国際交流を支援します。 

③スポーツ活動に積極的に参加できる環境づくりの推進 

・幼児期に楽しみながら体を動かすプログラムを全県展開することで、運動好きな子どもを
育成し、生涯スポーツの基礎づくりを推進します。 

・県内トップアスリート拠点クラブの選手・指導者による学校の授業や部活動、スポーツ少
年団等への出前指導を実施します。 

・オリンピック・パラリンピックを通じたスポーツ振興、パラリンピックやパラスポーツを
通じた共生社会の推進、カナダやオランダとのホストタウン交流を通じた国際理解の推
進、オリパラレガシーの発展のため、県内の学校と連携した事業を推進します。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

６ 人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 
現 状 

○ 2018 年度から全面実施の「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」及
び「保育所保育指針」では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに、幼児教育
と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めることが示されました。 

○ 「幼児教育推進会議」を開催し、「『つなぐ・高める・支える』幼児教育の推進」を基本方針と
して「岐阜県幼児教育アクションプラン」を改訂（2022 年３月）しました。 

○ 2022 年度から、国の「幼保小の架け橋プログラム関する調査研究事業」を受託し、幼保小の
連携・協働による「つなぐ・高める・支える」架け橋プログラムの開発・実践に取り組んでい
ます（2022 年度〜2024 年度）。 

○ 幼稚園、認定こども園、保育所等での家庭教育学級の開催を推進しています。 

 
課 題 

✓ 幼児教育と小学校教育とをつなぐ取組の強化 
✓ 遊びを通した指導の充実と保育内容の評価・改善サイクルの構築 
✓ 多様な幼児への支援の充実、家庭教育・子育て支援体制の整備 

 
取組の方向性 

● 「岐阜県幼児教育アクションプラン」の基本方針である「『つなぐ・高める・支える』幼児教育
の推進」に向けて、「幼児教育推進会議」において施策の検証と見直しを続けます。 

● 幼児教育に携わる関係各課からなる「岐阜県幼児教育チーム」により、施策を共有し、施設類
型、公私立を問わず一貫した指導、支援を行います。 

● 「幼保小の架け橋プログラム」を推進し、「接続期カリキュラム*」や「保育・教育内容の相互
理解を図る研修プログラム」、「組織体制・会議設置モデル」等の成果の共有を図ります。 

● 幼少期から、保護者が子育ての悩みを共有し、家庭教育について学び合う機会の拡大を図りま
す。 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

6 
人格形成の基礎
を培う幼児教育
の充実 

幼児教育施設の教職員、保育士
等との合同研修を実施した 
小学校の割合 

60.1％ 90％ 
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主な取組 

①幼児教育と小学校教育とをつなぐ取組の強化 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに、幼児教育施設と小学校の教職員が
両者の教育について理解を深める等、連携内容の充実を図ります。 

・幼児教育と小学校教育を円滑に接続し、学びの連続性を確保する「接続期カリキュラム」
の編成及び改善を促進します。 

・地域の実情を踏まえ、小学校と幼稚園・認定こども園・保育所等を含めた幼児教育施設全
体で推進する体制を整備します。 

②遊びを通した指導の充実と保育内容の評価・改善、教職員の資質及び専門性の向上 

・一人一人の発達に応じた教育内容や指導方法の工夫改善を図ります。 

・施設の運営や保育の質を評価し改善を図る PDCA サイクル（Plan‐Do‐Check‐Action）を
構築します。 

・研修（自主的な園内研修やキャリアステージに応じた研修等）の機能や位置付けを構造化
し、研修の効果的な実施により、教職員の資質及び専門性の向上を図ります。 

③多様な幼児への支援の充実、家庭教育・子育て支援体制の整備 

・気になる幼児やアレルギー疾患の幼児等、幼児の様々な特性を理解した支援の充実を図り
ます。 

・障がいのある幼児に係る「個別の教育・保育支援計画」や「個別の指導計画」の作成・活
用による切れ目のない支援の充実を図ります。 

・外国人幼児が園や小学校の学校生活に円滑に適応できるよう、幼児やその保護者に対する
日本語指導、就学ガイダンス、相談活動等の支援の充実を図ります。 

・家庭教育及び子育て支援の充実を図るとともに、関係機関等との連携を強化して、地域に
おける幼児教育の支援体制を構築します。 

・幼稚園、認定こども園、保育所等での家庭教育学級の開催拡大を図るため、リーダー養成
研修を実施します。 
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施策Ⅰ 「豊かな人間性」の育成 

７ 家庭や地域と学校とが連携した子どもたちの育成 
現 状 

〇 保護者が行う家庭教育は、全ての教育の出発点であり、子どもたちが基本的な生活習慣、豊か
な情操、他者に対する思いやりや善悪の判断等の基本的な倫理観、自立心や自制心、社会的な
マナー等を身に付けさせる上で重要な役割を担っています。 

〇 未来を担う子どもたちの成長を支えていくためには、地域住民の参画による子どもたちの学び
を支援するための体制整備や、青少年を健全に育むための社会環境づくりに加え、家庭、地域、
学校が連携した活動の充実を図ることが求められています。 

〇 県 PTA フォーラムの開催や機関紙「わが子の歩み」等の刊行を支援することにより、県 PTA
連合会の活動を促進し、児童生徒の健全育成、指導者の資質向上と会員の学習意欲の高揚、社
会教育への理解等を図っています。 

〇 家庭教育推進のため、園や学校等での家庭教育学級の開催を支援するとともに、「話そう︕語
ろう︕わが家の約束」運動を実施し、家族が触れ合う機会の創出に努めています。 

〇 地域社会の中で放課後に子どもたちが安心して健やかに過ごせるよう、市町村が実施する「放
課後児童クラブ*」や「放課後子ども教室*」を推進しています。 

〇 岐阜大学と共同で「ぎふ地域学校協働活動センター」を設置し、地域学校協働活動*に係る普
及啓発及び人材育成を実施しています。 

〇 青少年 SOS センターにおいて、24 時間 365 日体制で、いじめ、不登校、ひきこもり等の青
少年の様々な悩み相談に対応をしています。 

〇 図書類等取扱業者や深夜入場制限施設、携帯電話販売店等への立入調査を行い、青少年を健全
に育む社会環境づくりを推進しています。 

 
課 題 

✓ 様々な状況にある全ての家庭環境に対応した家庭教育の推進 

✓ 全ての家庭が主体的に家庭教育に取り組める環境づくり 

✓ 地域と学校が連携・協働して取り組む活動を支援する仕組みの構築及び人材育成 

✓ 放課後児童クラブ、放課後子ども教室における指導者や従事者等の資質向上 
✓ 犯罪やトラブル、有害環境から青少年を守るための社会環境づくりの推進 
✓ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年の支援体制の強化 
 

取組の方向性 

● 子育てに関する研究や実践活動、家庭教育に関する啓発活動を支援することを通して、保護者
の教育力の更なる向上を推進します。 

● 各家庭の状況に応じたきめ細かな支援を実施する体制の整備を支援します。 
● 企業や地域と連携して、家庭教育を学ぶ機会の拡大に努めます。 

● 地域と学校が連携・協働し、健全な社会環境づくりを推進し、地域ぐるみで子どもを見守る体
制の整備を図ります。 

● 地域と学校が連携・協働し、様々な生活体験や異年齢交流等の活動を支援し、地域住民の参画
による放課後等の安全・安心な居場所づくりの整備を図ります。 

● 地域学校協働本部の設置や地域学校協働活動推進員の配置に取り組む市町村を支援し、学校運
営協議会（コミュニティ・スクール*）と地域学校協働活動の一体的推進を図ります。 

● 青少年が巻き込まれる犯罪をはじめ、複雑化する様々なトラブルに対応するため、啓発強化を
図ります。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

7 

家庭や地域と
学校とが連携
した子どもた
ちの育成 

地域学校協働活動推進員等を配
置している自治体の割合 82.6％ 90% 

 

主な取組 

①PTA 活動の支援 

・県内各地域において PTA が開催する子育てに関する研究や実践活動、家庭教育に関する
啓発活動等を支援します。 

②企業や地域と連携した家庭教育の充実 

・家庭教育学級のリーダー養成研修や好事例等の広報により、PTA 等で実施する家庭教育学
級の質の向上を図ります。 

・家庭の豊かなコミュニケーションを生み出す「話そう︕語ろう︕わが家の約束」運動を推
進し、家庭教育に取り組む社会的な気運の醸成を図ります。 

・家庭教育支援員や家庭教育支援チームにより、各家庭の状況に応じたきめ細かな家庭教育
支援に取り組む市町村を支援します。 

・家庭教育を学ぶ職場研修（企業内家庭教育研修）に講師を派遣し、家庭教育を学ぶ機会の
拡大に努めます。 

・学校等で実施される家庭教育学級に参加できない保護者のために、家庭教育動画教材を提
供するとともに、在宅取組型家庭教育学級の普及を図ります。 

③社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進 

・市町村の体制整備促進のため、県と岐阜大学で共同設置した「ぎふ地域学校協働活動セン
ター」を拠点に、人材育成や市町村の伴走支援に取り組みます。 

・生きる力や望ましい人間関係を身に付ける場となる子ども会活動、ボーイスカウト・ガー
ルスカウト活動等の少年団体の活動を支援し、青少年の健全な育成を図ります。 

④放課後などに子どもが安心して過ごせる居場所づくりの支援 

・「放課後児童クラブ」や「放課後子ども教室」等、市町村が実施する総合的な放課後対策の
推進を支援し、子どもたちの健全育成を図ります。 

⑤児童福祉等の関係機関との連携 

・児童虐待防止に対する理解を深めるための啓発活動を行うなど、児童虐待の発生予防から
早期発見・早期対応、自立支援に至るまでのきめ細かな支援体制の充実を図るとともに、
地域の相談体制の強化により、適切な対応を進めます。 

・学校、警察、医療機関などとの連携を進めるとともに、各市町村に設置されている要保護
児童対策地域協議会との連携を図りながら、問題を抱えた児童に対し、適切な対応を進め
ます。 
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⑥青少年に対する相談体制の充実 

・青少年やその保護者が抱える複雑・多様な相談内容に対応できるよう、総括責任者のセン
ター長を配置し対応にあたるとともに、他機関へ適切につなぎます。 

⑦健全な青少年を育む社会環境づくりの推進 

・岐阜県青少年健全育成条例に基づき、図書類等取扱業者や深夜入場制限施設等への立入調
査を強化するとともに、業界・事業者の自主的な取組を促進するなど、有害環境の浄化を
推進します。 

⑧社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年への支援 

・ニート、ひきこもり、不登校等困難を有する青少年の問題に対する支援体制の強化を図る
ため、各相談・支援機関が連携した総合的な取組を推進します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

８ 未来を創る基礎となり、社会で活きる学力の育成 
現 状 

【小・中学校】 
〇 学習指導要領において、授業の改善と評価の改善を両輪として行っていくことの必要性が明示

され、学習評価を真に意味あるものとし、指導と評価の一体化を実現することがこれまで以上
に求められています。 

〇 教科指導の専門性を持った教職員による小学校高学年の教科担任制を強化し、教育の質の向上
を図ることが求められています。 

〇 全国学力・学習状況調査等を活用した指導改善や個に応じた指導の充実等、「主体的・対話的
で深い学び*」の実現に向けた指導改善が図られてきたことにより、課題の解決に向けて、自
分で考える児童生徒の割合等の項目が、全国と比較して高い状況となっています。一方で、特
に小学校において、上位層の割合が全国と比較して、依然として少ない状況が見られます。 

〇 県では、2020 年度から全面実施されている小学校学習指導要領における外国語活動及び外国
語科の学習が円滑に導入されるよう支援してきました。特に、学習指導要領改訂の趣旨である
「互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う対話的な言語活動を重視する」授業づくりを支
援してきました。 

〇 県では、ふるさと教育の推進などを通して、主に総合的な学習の時間において、教科等横断的
な視点に立った資質・能力を育成するとともに、言語能力、情報活用能力*、問題発見・解決
能力などの学習の基盤となる資質・能力、現代的な諸課題に対応できる資質・能力を育成する
教育を推進してきました。 

 
【高等学校】 
〇 将来の予測が困難な時代を生き抜くため、急速な技術革新やグローバル化等に対応できる人材

の育成が求められています。 
〇 高等学校においては、卒業までに身に付ける「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、

「学びに向かう力、人間性等」を育成するため、生徒の実態や学校の特色等を踏まえた授業の
工夫や教材の改善を行っています。 

〇 外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように一部の業種や職種だけでなく、生
涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定され、その能力の向上が課題となっています。 

〇 県では、「理数教育フラッグシップハイスクール」「地域共創フラッグシップハイスクール」「グ
ローカル探究実践事業」等の事業を通し、大学や研究機関等との連携により、実社会の課題を
解決するための探究学習を実施し、地域のリーダーの育成に取り組む高等学校を支援してきま
した。 

〇 県では、「地域産業の担い手育成総合戦略事業」により、産業界、大学等との連携を通し、専門
性の深化を図り、地域課題等に対し多面的に考察・分析し、課題解決に向けた提案ができる能
力と態度の育成に取り組む高等学校を支援してきました。 
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課 題 

【小・中学校】 
✓ 各学校が指導改善を進めるための指導・支援の一層の充実 
✓ 教職員の指導改善・児童生徒の学習改善につながる学習評価の充実 
✓ 小学校段階における各教科の系統性を踏まえた専門性の高い教科指導 
✓ グローバル化する社会に対応できる児童生徒の英語力の向上及び言語活動を通して指導する

英語教育の推進 

✓ 総合的な学習の時間における探究的な学習の充実 

【高等学校】 
✓ 知識の理解の質の向上と確かな学力の育成 
✓ 外部機関と連携した探究的な学びの一層の充実 
✓ 最先端の研究や実社会への応用を学ぶ機会の確保 

✓ 産業界等と連携した実践的・体験的な学習の一層の充実 
✓ 地域の魅力を探究し、新たな付加価値を生み出す力と態度を育成する機会の確保 
 

取組の方向性 

【小・中学校】 
● 「個別最適な学び」と「協働的な学び」とを一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」

の実現を図るために、指導改善の方途や ICT の効果的な活用等の取組に関する指導・支援の充
実を図ります。 

● 学習の過程や成果を評価することで、指導の改善や児童生徒の学習意欲の向上を図り、資質・
能力の育成に生かすことができるよう学習評価の充実を支援します。 

● 日本と外国の言語・文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視野で活躍
するための資質・能力の育成を目指し、ICT を効果的に活用しながら、小・中・高等学校を一
貫して、児童生徒の「英語４技能*（小学校第３・４学年は２技能）」をバランスよく育成する
教育を推進します。 

● 横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えてい
くための資質・能力を育成する教育を推進します。 

【高等学校】 
● 生徒一人一人が、未来の創り手として、「見方・考え方」を自在に働かせることができるように

するため、教科等の学習と社会をつなぐ授業改善を推進します。 
● 大学・研究機関・企業等との連携・協働を推進し、高等学校において実践的・体験的な学習の

充実を図るとともに、地域の魅力を探究し、新たな付加価値を生み出す力を育成します。 
● 日本と外国の言語・文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視野で活躍

するための資質・能力の育成を目指し、ICT を効果的に活用しながら、小・中・高等学校を一
貫して、児童生徒の「英語４技能（小学校第３・４学年は２技能）」をバランスよく育成する教
育を推進します。 

● 「高校生のための学びの基礎診断*」等を活用した学力向上の取組を推進します。 
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◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

8 

未来を創る基
礎となり、社会
で活きる学力
の育成 

日常の授業では、課題の解決に 
向けて、自分で考え、自分から 
取り組んでいると思う児童生徒
の割合 

小 学 校 79.8％ 
中 学 校 85.2％ 
高等学校  78.1％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

9 

各教科等で身に付けたことを、
様々な課題の解決に生かすこと
ができるような機会を設けた 
学校の割合 

小 学 校 80.4％ 
中 学 校 79.2％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

10 
CEFR*の A１レベル相当（英検３
級等）以上の英語力を有する中学
生の割合 

54.8% 
（※2022 年度） 60% 

11 
CEFR の A２レベル相当（英検準
２級等）以上の英語力を有する 
高校生の割合 

45.5% 
（※2022 年度） 60% 

 
 

主な取組 

①確かな学力を育成するための個の学習状況に応じたきめ細かな指導の充実 

【小・中学校】 
・各学校において、全国学力・学習状況調査等の結果を的確に分析し、自校における実効性

の高い指導改善を進めることができるよう、学校に対する指導・支援の充実を図ります。 

・算数の学力を伸ばすため、「教科学習 Web システム」の更なる利用促進を図り、個の学び
に応じた学習を進めます。そのために、コンテンツの拡充や個別の学習支援を提供できる
システムの充実に一層取り組みます。 

【高等学校】 
・基礎学力の定着や学習意欲の向上のため、多様な学習成果を測定するツールの一つである

「高校生のための学びの基礎診断」等を活用し、教師による指導の改善に生かします。 

②指導と評価の一体化を実現する教育の推進 

・教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある学習評価の取組を推進し、収集した好事
例を周知していく中で、指導と評価の一体化の重要性を共有しながら、評価に係る教職員
の力量の向上を図ります。 

③小学校高学年からの教科担任制を生かした指導の充実 

・学習が高度化する小学校高学年以降の学習において、各教科の系統性を踏まえながら、専
門性の高い教科指導を行い、教育の質の向上を図ります。 
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④児童生徒の英語力を高めるための小・中・高等学校を一貫した指導の強化 

・児童生徒の英語力を高めるため、小・中・高等学校で一貫した指導の強化を図ります。そ
のため、英語教育に係る小・中・高等学校での学習到達目標を改善し、児童生徒の英語力
向上に向けた連続性のある指導に取り組みます。 

・「英語スピーチコンテスト」や「英語キャンプ」等を通じて、県内中学生・高校生の英語学
習へのモチベーション及び発信力の向上を目指します。 

・英語教育推進事業において、推進校とともに言語活動を通して指導するモデル授業を構築
し、その成果の普及を図ります。 

⑤総合的な学習（探究）の時間を中心とした、探究的な学習の充実 

・総合的な学習（探究）の時間を中心に、児童生徒が探究的な見方・考え方を働かせ、教科
等の枠を超えた横断的・総合的な学習や児童生徒の興味・関心等に基づく学習を行うなど
創意工夫を生かした教育活動の好事例を収集し、新聞や県ホームページ等で広報すること
により、その普及・啓発に努めます。 

 ⑥大学や企業等と連携した、世界を見据えたハイレベルな学びの創造 

  【高等学校】 
  ・地域社会の課題解決のために、地方自治体や大学、企業等と協働して、先進的な探究学習

の実施に取り組む高等学校を支援します。【施策Ⅰ‐４︓再掲】 

・最先端の研究や実社会への応用を学ぶ講演会の開催や、研究室や企業への訪問により、教
科・科目の学習の意義を理解し、学びに向かう力を高めます。 

・地域資源等を活用して、主体的に課題を発見し解決を図る探究活動を中心とした地域の担
い手育成を推進する高等学校を重点的に支援します。 

・産業界等との連携により、人工知能（AI）や IoT*等を活用した最先端の知識・技術を身 
に付け、産業界で活躍できる人材の育成を推進します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

９ ICT を利活用できる力の育成 
現 状 

〇 これからは、人工知能（AI）等をはじめとする技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変
えていく超スマート社会*（Society5.0）の到来が予測されています。学習指導要領において
は、情報活用能力*が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられ、ICT はあらゆる学習
活動の基盤となります。 

〇 こうした中、１人１台端末や大型提示装置等の ICT 機器や生成 AI 等の新しい技術を効果的に
活用し、児童生徒が他者と協働し新しい価値を創造する力が身に付けられるよう、「主体的・
対話的で深い学び*」の視点から授業改善を図るとともに、教職員の ICT 活用指導力の更なる
向上が求められています。 

〇 小・中学校では、GIGA スクール構想*の実現に向け、市町村が児童生徒１人に１台の端末を整
備しています。また、県では、学習者用デジタル教科書や協働学習支援ツール等の ICT を効果
的に活用した実践事例を構築・周知し、学校現場における ICT の活用を促進してきました。 

〇 県立学校においても、2019 年度から全ての普通教室と一部の特別教室にプロジェクターと無
線 LAN アクセスポイントを含む ICT 機器の整備を行い、2020 年度までに１人１台の学習用
タブレットを整備することができました。 

〇 児童生徒が安全に安心してインターネットを利用することができる環境整備や情報モラル*教
育の充実、行政機関、事業者、学校関係者等が連携した啓発にも努めてきました。 

 
課 題 

✓ ICT を「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に生かすための指導・支援の 
一層の充実 

✓ 情報活用能力を育む教育活動の一層の充実 
✓ 学習者用デジタル教科書を効果的に活用した学習活動の充実 
✓ ICT を活用した学習活動の充実に向けた教職員の ICT 活用指導力の一層の向上 
✓ インターネットの利用に関する情報モラル教育等の充実 
✓ 児童生徒１人１台端末の維持管理及び更新 
✓ 教室等の ICT 環境の維持管理及び更新 
 

取組の方向性 

● 資質・能力の育成に寄与するよう、ICT を効果的に活用できるようにするための指導・支援の
充実を図ります。 

● 児童生徒が情報活用能力を身に付けることができるよう、教職員の ICT 活用指導力の向上や、
情報モラル教育の内容の充実を図ります。 

● 生徒の理解の質を高めることができる新しい授業スタイルを提供するため、デジタル教材の整
備を推進します。 

● 全ての児童生徒が等しく安全に ICT を利用できる環境づくりを推進します。 
● 関係機関が連携して、青少年関係者や保護者等への情報モラルに関する啓発を推進します。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

12 

ICT を利活用
できる力の育
成 

前学年までに受けた授業で、PC・
タブレットなどの ICT 機器を週
３回以上使用した児童生徒の割
合 

小 学 校 69.1％ 
中 学 校 80.0％ 

小 学 校 80％ 
中 学 校 90％ 

13 
１人１台のタブレット端末を使
用した授業を受けている高校生
の割合 

94％ 
（※2022 年度） 100％ 

14 授業中に、ICT を活用して指導で
きる教員の割合 

80.0％ 
（※2022 年度） 100％ 

15 授業中に、児童生徒の ICT 活用
を指導できる教員の割合 

82.2％ 
（※2022 年度） 100％ 

16 情報モラルを指導できる教員の
割合 

89.9％ 
（※2022 年度） 100％ 

 

主な取組 

①ICT の積極的な活用による資質・能力の育成と授業改善 

・各学校において、生成 AI 等の新技術や ICT を効果的に活用できるよう、学校に対する指
導・支援の充実を図ります。 

②確かな学力を育成するための個の学習状況に応じたきめ細かな指導の充実 

・算数の学力を伸ばすため、「教科学習 Web システム」の更なる利用促進を図り、個の学び
に応じた学習を進めます。そのために、コンテンツの拡充や個別の学習支援を提供できる
システムの充実に一層取り組みます。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

③義務教育段階における学習者用デジタル教科書を活用した指導の充実 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に資するよう、学習者用デジタル教
科書をより一層効果的に活用した学習活動の充実を図ります。 

④ICT や多様なメディアの積極的な活用による情報活用能力と論理的思考力の育成 

・高等学校において、「主体的・対話的で深い学び」に必要な情報活用能力の育成を図るた 
め、各教科において ICT を適切に活用した学習活動の充実を図ります。 

・小・中・高等学校の段階に応じたプログラミング教育*を推進し、「プログラミング的思考*」
を育みます。高等学校においては、小・中学校で育成された「プログラミング的思考」の
論理的な考え方を生かすとともに、ICT を適切に活用した学習活動の充実を図ります。 

⑤ICT の環境整備と活用の推進 

・岐阜県 GIGA スクール推進協議会を開催し、１人１台端末の整備や活用に係る情報及び事
例を共有します。 

・高等学校において、新しい授業スタイルに必要となるデジタル教材を整備します。 

・県立学校において、安心して ICT を利用できる環境を維持します。 
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⑥インターネットの安全・安心利用に関する情報モラル教育等の充実 

・児童生徒がインターネットを安全に安心して利用できる環境を整備するため、情報モラル 
に関する教職員研修を実施するとともに、青少年関係者、保護者に向けた研修会への講師 
派遣や出前講座などの啓発活動を行います。 

・インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、ネット
依存に陥りやすい傾向等、最新のネットトラブルの現状に対応できるよう、情報モラル教
育を推進するための指導者を育成するとともに、全ての教職員があらゆる教育活動を通し
て適切に情報モラル教育ができるように推進します。【施策Ⅰ‐３︓再掲】 

⑦教職員の ICT 活用指導力の向上 

・ICT を効果的に活用するための教職員研修を実施します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

10 科学技術・情報技術やものづくりへの関心の醸成、起業家精神等の育成  
現 状 

〇 これからの社会では、少子高齢化やグローバル競争の激化、技術革新の一層の進展（第 4 次産
業革命*）、超スマート社会*（Society5.0）の到来など急激な社会・産業構造の変化が予想さ
れています。このような社会を持続的に発展させるために、探究・STEAM 教育*、文理横断・
文理融合教育などを盛り込んだ教育を充実させ、イノベーションをけん引する人材の育成が重
要です。 

〇 また、持続可能な「清流の国ぎふ」づくりを進めるには、県の雇用・所得・財政を支える新た
な産業の芽であるスタートアップ*を生み出し、育成する必要があります。 

〇 児童生徒の自主的な科学研究を奨励し、科学教育の振興を図るために県内の小・中・高等学校、
特別支援学校を対象とした「岐阜県児童生徒科学作品展」を行っています。 

〇 確かな学力の定着と個性の伸長を図ることを目的として、「めざせ︕ものづくり名人」に関す
る５種目の審査会及び競技会を実施してきました。 

〇 2023 年度より熟練技能者（ものづくりマイスター等）を県内の小・中学校に講師として派遣
し、児童生徒のものづくりへの関心を高める体験授業を実施しました。 

〇 「ものづくり分野」を支える人材の確保・育成につなげるため 2017 年度より技能検定の若年
受検者に対して受検料の一部を補助してきました。 

 
課 題 

✓ 科学的思考力と科学的に探究する資質・能力を育成する理数教育の充実 

✓ 優れた才能や個性を伸ばす教育の推進 

✓ 最先端の産業技術等の習得のための地域の産業界、大学との連携強化 
✓ 産業界の技術の進展と高度化に対応した施設設備の継続的・計画的な整備 

✓ 熟練技能者（ものづくりマイスター等）による体験授業の実施校拡大と授業内容の一層の充実 
✓ 少子化に伴う若年技能検定受検者数の減少 
✓ アントレプレナーシップ（起業家精神）教育を行い、スタートアップが生まれる環境の整備 
 

取組の方向性 

● 児童生徒が、科学技術に対する興味・関心や知的好奇心を高める活動機会やコンテスト等を充
実させ、これからの社会で活躍できる優れた才能や個性の伸長を図ります。 

● 生徒の才能を伸ばす取組を推進するため、先進的な理数教育を行う高等学校や、次世代の成長
産業を担うグローバルな視野を持つスペシャリストの育成を目指す高等学校等を支援します。 

● 科学的に探究する活動の機会を充実させるため、地域の産業界や大学、専門機関等と連携した
教育活動を展開します。 

● 国の事業とも連携をとりながら県内の小・中学校を対象とした熟練技能者（ものづくりマイス
ター等）による体験授業を実施します。 

● 次世代のものづくり産業を担う人材確保・育成につなげるため、技能検定の若年受検者への受
検料補助制度を実施します。 

● 中学・高校生を対象に、身近な課題を発見する力、課題解決のアイデアを考える創造性など、
社会に出たときに必要とされる能力を身に付けるアントレプレナーシップ（起業家精神）教育
を推進します。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

17 

科学技術・情報
技術やものづく
りへの関心の醸
成、起業家精神
等の育成 

科学技術に関する全国規模の 
学会・コンテスト等で入賞した 
高校生の数 

19 人・団体 
（※2022 年度） 30 人・団体 

 

主な取組 

 ①科学技術・情報技術やものづくりの優れた能力を伸ばす機会の充実と啓発 

・科学やものづくりに係る知識や技能、思考力等を応用して挑むコンテストや作品展を充実
させ、児童生徒の科学技術の資質・能力及び将来の産業界で活躍できるための資質・能力
を育成します。 

・児童生徒のものづくりへの関心を高めるため熟練技能者（ものづくりマイスター等）を県
内の小・中学校へ派遣し、体験授業を実施します。 

・県内の小・中・高校生等を対象に、未来のものづくり産業の担い手育成を目的として、テ
クノプラザものづくり支援センターにおいて、県内企業や大学等と連携したワークショッ
プや企業現場見学・研修等を開催します。 

②科学的資質をもとに課題解決できる能力を伸ばす機会の充実 

・先進的な理数教育を実施する高等学校において、生徒の科学的技能や科学的思考力・判断
力・表現力等を培い、将来国際的に活躍する科学技術人材の育成を図ります。 

・地域の教育資源*等を活用して、主体的に課題を発見し解決を図る探究活動を中心とした
理数教育を推進する高等学校を重点的に支援します。 

・理科や数学の授業において、観察・実験や演習などを積極的に取り入れることができるよ
う、備品の整備等を推進します。 

③データ活用能力の育成 

・グラフ作成や資料の分析など、統計分野に関する実践的な出前授業「データ活用講座」を  
実施します。 

  ④科学技術の進展に対応できるスペシャリストを育成する教育の推進 

・産業界等との連携により、人工知能（AI）や IoT*等を活用した最先端の知識・技術を身に
付け、産業界で活躍できる人材の育成を推進します。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

・高校生等の学生等を対象とした人工知能（AI）等の最新のデジタル技術について学ぶ講座
を実施します。 

⑤技能検定資格取得を通じた意識の醸成に関する支援 

・県内在校生等に対し、技能検定実技試験受験料の補助（減免）制度を実施します。 
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 ⑥外部施設設備等の活用による先進的技術力の育成 

・産業界や大学等の施設設備を活用しながら、専門家から学ぶ環境を構築し、地域産業の発
展を支えるスペシャリストの育成を図ります。 

・県内の高校生等に対し、建築、電気設備、機械設備に係る専門技術に触れる場として現場
見学会等の機会を提供します。 

・県内の高校生等に対し、建設業の特集記事を掲載した情報誌の配付等を通して、建設業の
魅力を発信し、将来的な建設業の担い手の確保を図ります。 

・県内の高校生等に対し、１級及び 2 級建築・電気工事・管工事施工管理技士、2 級建築士、
２級土木施工管理技士、測量士補の学科受検支援のため、テキストを配付します。 

・工業系高校生等対象の BIM 操作研修や専門講座に加え、普通高校の生徒を対象とした出 
前講座を実施します。 

・農業高校生に対し、地域で活躍する農業者の経験や考え方、農業の現状を知る講義、ほ場
視察、意見交換等を実施します。 

・特別支援学校の教員・生徒の農業経営体への視察等の交流機会の創出など、農業への就業
に向けた取組を推進します。 

⑦これからの時代を見据えた起業家精神等の育成 

・県内に在学・在住の中学・高校生を対象に、身近な課題を発見する力、課題解決のアイデ
アを考える創造性など、社会に出たときに必要とされる能力を身に付けるアントレプレ 
ナーシップ（起業家精神）教育を実施します。 

・宇宙産業の幅広い分野（エンターテイメント、データ利用等）への展開を見据え、宇宙ビ
ジネスの現状や、ビジネス創出のための柔軟な思考力を持つ人材を育成するための研修を
実施します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

11 国際理解教育の充実とグローバル社会で活躍できる力の育成 
現 状 

〇 グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのよ
うに一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定されま
す。 

〇 日本の伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を愛するとともに他国の文化を尊重し、国際社会の
平和と発展に寄与する態度や、語学力・コミュニケーション能力、異文化を理解する力などを
身に付け、様々な分野で活躍できる「グローバル人材」の育成が求められています。 

〇 外国語科の学習指導要領において、小学校段階では、「音声中心の学習から段階的に『読むこ
と』『書くこと』にも慣れ親しむための指導の充実」、中学校段階では、「４技能の言語活動を通
した指導の充実」、高等学校段階では「４技能の統合的で総合的な能力の育成」が求められて
います。 

〇 県立高等学校においては、週に１回程度、外国語指導助手との授業を行い、実践的な英語力の
育成を目指しています。 

〇 県では、グローバル化の進展の中で求められる英語力の向上を目指し、児童生徒の「英語４技
能*」をバランスよく育成する教育を推進してきました。 

〇 グローバル人材を育成するために海外留学を促進する一層の方策が求められています。 
〇 県では、「地域共創フラッグシップハイスクール」「グローカル探究実践事業」により、国際的

素養を伸ばすとともに、社会課題を発見・解決できるグローバル・リーダーの育成を図ってき
ました。 

〇 世界的な視野を持ち、考え、行動できる次世代のリーダーを育成するため、全国的な養成塾へ
の県内高校生の派遣や、中学生を対象としたリーダー養成塾の開催を行っています。 

 

課 題 

✓ グローバル化社会に対応できる児童生徒の英語力及び教員の指導力、国際感覚や異文化理解の
向上 

✓ グローバル人材の育成に資する海外留学や国際交流の促進 

 

取組の方向性 

● 日本と外国の言語・文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グローバルな視野を持っ
て活躍するための資質・能力の育成を目指し、ICT を効果的に活用しながら、小・中・高等学
校を一貫して、児童生徒の「英語４技能」をバランスよく育成する教育を推進します。 

● 大学や地域の企業等との連携を図り、グローバルな視野や考え方、外国語による実践的コミュ
ニケーション能力を有し、身近な社会課題を発見、解決する実行力を育成します。 

● 県内高校生の海外への留学を促進するとともに、海外の姉妹校等との交流による海外研修を通
し、グローバルな視野や経験を持って社会で広く活躍できる人材の育成を図ります。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

18 

国際理解教育
の充実とグロ
ーバル社会で
活躍できる力
の育成 

高校在学中に海外留学する 
高校生の数 

459 人 
（※2017 年度） 900 人 

 

※ 参考指標 
指 標 現況値（2023 年度） 

CEFR*の A１レベル相当（英検３級等）以上の英語力を 
有する中学生の割合 

54.8％ 
(※2022 年度) 

CEFR の A２レベル相当（英検準２級等）以上の英語力を
有する高校生の割合 

45.5％ 
(※2022 年度) 

 

主な取組 

①児童生徒の英語力を高めるための小・中・高等学校を一貫した指導の強化 

・児童生徒の英語力を高めるため、小・中・高等学校で一貫した指導の強化を図ります。そ
のため、英語教育に係る小・中・高等学校での学習到達目標を改善し、児童生徒の英語力
向上に向けた連続性のある指導に取り組みます。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

・「英語スピーチコンテスト」や「英語キャンプ」等を通じて、県内中学生・高校生の英語学
習へのモチベーション及び発信力の向上を目指します。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

・小・中学校において、「英語４技能」を高めることができるよう、学習者用デジタル教科書
を含む ICT を活用した指導の支援を行います。 

・パフォーマンステスト*の質を向上し、指導と評価の一体化を推進することで、「英語 4 技
能」をバランスよく育成する指導に取り組みます。 

②多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

・外国人児童生徒との交流等を通して、児童生徒の国際感覚や異文化理解の向上を図る取組
を更に推進します。 

・外国語指導助手との様々な交流等を通じて、児童生徒の国際的な視野の醸成や英語学習へ
のモチベーション及び発信力の向上を目指します。 

③国際規模から地域規模まで幅広い視野を持つグローバル・リーダーの育成 

・大学や地域の企業等との連携を図り、幅広い教養や国際的視野、外国語による実践的コミ
ュニケーション能力を有し、身近な社会課題をグローバルな視点で発見・解決できる人材
の育成を目指す高等学校を重点的に支援します。 

・スーパーサイエンスハイスクール*やフラッグシップハイスクール*等から意欲のある生
徒が集まり、大学や関係機関と連携しながら、岐阜県や地域課題の解決策を探り、地域の
活性化に向けた新たな提案をするプロジェクトを充実させます。【施策Ⅰ‐４︓再掲】 

・世界的な視野を持ち、考え、行動できる次世代のリーダーを育成するため、全国的な養成
塾への県内高校生の派遣や、中学生を対象としたリーダー養成塾を開催します。 
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④海外留学の支援 

・原則１年間の海外留学プログラムにより、外国の正規の後期中等教育機関において教育を
受けることを希望する県内の高校生に対し、留学に要する費用の一部を支援金として給付
します。 

⑤姉妹校交流の支援 

・県立高等学校と海外の姉妹校等との交流事業を支援し、国際交流の機会を充実させること
により、異文化理解を通して、日本や地域の文化・伝統への理解を深めるとともに、グ 
ローバルな視野や経験を持って国際的分野で活躍できる人材の育成を図ります。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

12 主権者教育・消費者教育などの今日的な課題に対応した教育の推進  
現 状 

〇 2022 年度から民法に規定する成年年齢が引き下げられたことにより、18 歳から一人で有効
な契約をすることができるなど、高校生にとって、政治や社会は一層身近なものになるととも
に、自ら考え、積極的に国家や社会の形成に参画する環境が整いつつあります。 

〇 また、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域
の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担う力を、発達の段階に応じて身に付けてい
くことが求められています。 

〇 今後、DX*、地球環境問題、グローバル化などがこれまで以上に進行することが予測されると
ともに、変動性・不確実性・複雑性・曖昧性の時代と言われる、先行きが不透明で将来の予測
が困難な未来を迎えようとしています。こうした時代において、望む未来を自身で示し、創り
上げることができる能力を養う教育が求められています。 

〇 男女共同参画の視点を踏まえ、男女が共に、各人の生き方、能力、適性を考え、主体的に進路
を選択する能力や態度を身に付け、児童生徒の多様な選択を可能にする教育・学習の充実を図
る必要があります。 

 

課 題 

✓ 児童生徒の発達の段階に応じた主権者教育*及び消費者教育*の推進 

✓ 地球規模の課題を自分事として考え行動できる人材の育成 
✓ 児童生徒の発達の段階に応じた男女共同参画意識の啓発 
 

取組の方向性 

● 高等学校においては、総合的な探究の時間の充実やふるさと教育の推進によって、課題解決の
ために必要な判断力や行動力等を育成することで、主権者や消費者として必要な資質や能力を
高めていきます。 

● 主権者教育や消費者教育など、時代の要請に応じた現代的な課題に対応した教育を推進するた
めに、学校、家庭、地域や関係部局との連携により、学習内容を充実させるとともに、教材や
外部人材の活用等による学習の深化を図ります。 

● 未来を担う子どもたちが SDGs*を理解し自分事として捉えるために、学校や地域、企業・団
体等と連携しながら、発達段階に応じて、SDGs を学ぶ機会を提供します。 

● 児童生徒の発達の段階に応じて、男女の平等や相互理解、男女が共同して社会に参画すること
や男女が協力して家庭を築くことの重要性についての指導の充実を図り、男女共同参画意識を 
啓発します。 

 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

19 

主権者教育・消
費者教育など
の今日的な課
題に対応した
教育の推進 

18 歳になったら選挙権を行使し
ようと考えている高校生の割合 80.7％ 100％ 
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主な取組 

①主権者として必要な資質・能力の育成 

・主権者としての意識の涵養につながる取組を推進するとともに、主権者として必要な資質・
能力を育むために、社会との連携により、発達の段階に応じた指導内容の充実を図ります。 

②教材の活用による主権者教育・消費者教育の推進 

・社会の形成に参画する意欲・態度等を育むため、主権者教育・消費者教育教材等を有効活
用した指導の充実を図ります。 

③関係機関との連携による主権者教育・消費者教育の推進 

・高等学校においては、法教育の一層の充実を図るため、法律の専門家による出前授業を実
施します。また、出前授業と連携した教員の研修を実施します。 

・学校における消費者教育の資料として活用できるよう、若者が巻き込まれやすい消費者ト
ラブルの事例とその対処方法を中心とした消費者教育用教材を作成して県内の各学校等
での活用を促し、消費者教育を推進します。 

・幼稚園、小・中・高等学校の家庭科等の教職員を対象に、消費者教育の視点、授業展開、
授業実践例の紹介など消費者教育の授業に役立つ研修を実施し、消費者教育を促進しま
す。 

・金融教育に関する講師（大学教授、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等）が
県内各地に出向き、お金の基礎知識、生活設計、消費者トラブル等についての心構え、対
処方法等を伝える出前講座を実施します。 

④SDGs を学ぶ機会の提供 

・SDGs の有識者や取組実践者を講師として小・中学校等に派遣し、子どもたちが SDGs を
学ぶ機会を提供します。 

 ⑤男女共同参画の推進 

・高等学校や大学等において、「ワーク・ライフ・バランス*講座」を実施するほか、リーフ
レット「考えよう女（ひと）と男（ひと）共生時代」を県内の高校生に配付し、次世代を
担う若者層の男女共同参画に関する意識と関心を高めます。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

13 学びと将来とをつなぐ、地域と連携したキャリア教育の充実 
現 状 

〇 小・中・高等学校 12 年間のキャリア教育*の活動を記録できるポートフォリオ*教材「キャリ
ア・パスポート*」を活用し、自己の活動を振り返るとともに、将来の自己の生き方について
考え、生徒一人一人のキャリア形成を促す活動を推進してきました。 

〇 高等学校には、専門知識を持った地域創生キャリアプランナー*を配置し、地域の企業や関係
機関との連携を図り、地域に根差したキャリア教育を推進してきました。 

〇 「岐阜県福祉人材総合支援センター」と連携し、福祉人材の確保・育成・定着支援に努めてき
ました。 

 
課 題 

✓ 小・中・高等学校を通じ、自己の能力や適性について理解を深め、将来の自己実現につなげる
ためのキャリア教育の推進 

✓ 社会的・職業的自立に必要な力を育成する職業体験・インターンシップの一層の充実 
✓ 地域産業や地元企業の特徴を学び、将来の地域産業界を担う専門的職業人の育成を目指した、

地域の産業界と連携したキャリア教育の充実 
✓ 少子高齢化・人口減少が進行する中での福祉人材の安定的な確保 
 

取組の方向性 

● 児童生徒が将来の自己実現のあり方について主体的に考えることができるよう、「キャリア・
パスポート」の効果的な活用を図ります。 

● 児童生徒が自己の適性や可能性を理解し、働くことの意義や学校の学習と将来の生活とのつな
がりを実感できるよう、家庭や地域、産業界、関係機関等と緊密な連携を図った職場体験活動
等を促進します。 

● 高等学校においては、将来の地域産業界を担う専門的職業人の育成を見据え、地域の産業界や
関係機関等と連携したキャリア教育を促進します。 

● 児童生徒に向けた福祉の仕事の魅力ややりがいの普及啓発を図ります。 

 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

20 学びと将来と
をつなぐ、地域
と連携した 
キャリア教育
の充実 

将来就きたい仕事や夢について
考えさせる指導をした学校の 
割合 

小 学 校 86.2％ 
中 学 校 96.7％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

21 
中学３年生の生徒が前年度に 
職場体験活動を実施した学校の
割合 

57.4% 80％ 

22 インターンシップを実施した 
県立高等学校数 

58 校 
(※2022 年度) 63 校 
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主な取組 

①小・中・高等学校を一貫したキャリア教育の推進 

・「キャリア・パスポート」を用いた効果的なキャリア教育の実践事例を収集、周知し、働く
ことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りを通して、自己の能力や適性等
を考える指導の充実を図ります。 

・専門学科及び総合学科体験講座「キャリア・チャレンジ DAY」や「高等学校フェア」によ
り、中学生が高等学校の学習の成果や学校の魅力について、高校生から直接学ぶ機会を設
けます。 

・雇用形態の多様化が進む中、労働に係る法律や制度（ワークルール）等について、生徒の
発達の段階に応じ、教科指導や専門機関によるセミナー等を通じて、理解の促進を図りま
す。 

②地域の産業界や関係機関と連携したキャリア教育の充実 

・小・中学校に対し、地域で働く人々の姿や生き方に触れる職場体験活動や地域の企業人等
から学ぶ職業講話が充実するよう、働きかけます。 

・社会的・職業的自立に必要な資質・能力を育成するため、地域の企業と連携し、全ての 
県立高等学校においてインターンシップが実施できる体制を整備します。 

・県立高等学校においては、専門知識を持った地域創生キャリアプランナーを配置し、就職
支援をはじめとする生徒のキャリア形成や、学校と地域の企業や産業界との連携を支援し
ます。 

・専門高校において、学習で得た知識・技術を活用し、地域と連携した多様な課題に対応で
きる力や、地域資源を用いたブランド形成力の育成を通して、地域や地元企業を知り、将
来の地域産業界を担う専門的職業人の育成を支援します。また、日頃の学習で得た知識・
技術をもとに社会の動きや業務の内容などをより深く学ぶ中長期にわたる実践的・体験的
なインターンシップを支援します。 

・県内高校生及び大学生の県内企業に対する理解を深めるため、県内企業及び学生が一堂に
集う、県下最大規模の合同企業展「オール岐阜・企業フェス」を開催します。 

・県内高校生等の県内就職を働きかけるため、企業見学会や出前授業を開催します。 

・県内の中学生・高校生等に対し、福祉施設で働く介護福祉士等が学校を訪問し、福祉の仕
事の内容や魅力、資格の取得方法等について理解を深める機会を提供します。また、「福
祉のおしごと新聞」を年３回発行し、福祉の仕事の魅力ややりがいを伝え、将来、福祉の
分野で活躍する人材の育成を図ります。 

③ライフプランを考える機会の提供 

・各ライフステージにおいて、タイミングを逃さず自らの希望する生き方ができるよう、人
生の早い時期からライフプランについて考える機会を提供します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

14 スペシャリストを育成する産業教育の充実 
現 状 

〇 人工知能（AI）やロボット等の技術革新、DX*の推進、企業の海外進出に伴う国際化などに対
応できる、スペシャリストの育成が重要となっています。 

〇 県の高等学校の学科別在籍者数のうち、職業教育を主とする専門学科で学ぶ生徒数は 31.7％
を占め、全国平均（17.4％）を大きく上回っています（2022 年５月現在）。 

〇 勤労観・職業観を育てることを目指した職場体験活動や職業講話は、地元企業等の協力を得て
工夫しながら中学校で実施しています。 

〇 県では、2010 年度より、未来のものづくり産業を支える工業高校生等に対して、熟練技能者
から技術、技能を学び、工業高校生等の相互交流の機会の提供に努めてきました。 

〇 森林科学等を学ぶ農業高校生を対象に、岐阜県の林業や森のしごとの紹介、森林技術者等との
意見交換を行うとともに、林業への就業を促進するため、林業の職場体験を実施してきました。 

 
課 題 

✓ 勤労観・職業観を育む職場体験活動や職業講話の充実 

✓ 将来の地域産業の発展を支える意欲と資質・能力を持つスペシャリストの育成 
✓ 急速に進展する技術革新や、グローバル化、産業構造の変革等に対応できる、高い専門性を身

に付けるための、企業や専門機関等と連携した教育の推進 
✓ 産業教育の充実に向けた施設設備の整備推進 

✓ 少子化に伴う次代のものづくりスペシャリストを目指す人材の減少 
✓ 岐阜県の林業へ関心を高め、林業への就業を促進するため、林業の職場体験などの機会の一層

の充実 
 

取組の方向性 

● 児童生徒が自己の適性や可能性を理解し、働くことの意義や学校の学習と将来の生活とのつな
がりを実感できるよう、家庭や地域、産業界、関係機関等と緊密な連携を図った職場体験活動
等を促進します。 

● 将来の産業を担う人材の育成という観点から、専門高校において、学科連携・外部人材活用・
外部施設設備活用等により、地域資源を生かした地域産業の振興を探究する教育を推進します。 

● グローバル化や DX の推進に対応できるスペシャリストの育成を目指し、グローバルな視野と
国際感覚を身に付けるため、産業界や大学等と連携した高い専門性を育む教育を推進します。 

● 産業教育施設設備の計画的な更新整備を図ります。 
● 次代のものづくりスペシャリスト育成のための相互交流、熟練技能者から技術、技能を学ぶ機

会の提供に努めます。 
● 森林科学等を学ぶ農業高校生を対象に、岐阜県の林業へ関心を高め、林業への就業を促進する

ための機会を創出し、実施します。 
 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

23 
スペシャリスト
を育成する産業
教育の充実 

高校で学んだことを生かした
職業に就きたいと思う、職業教
育を主とする専門学科で学ぶ
生徒の割合 

72.9％ 80％ 
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主な取組 

①小・中学校における産業への興味・関心を高める取組の推進 

・小・中学校で、岐阜県のそれぞれの地域の特色ある産業等について理解できる学習資料を  
開発し、活用を促進します。また、地域で働く人々の姿や生き方に触れる職場体験活動や
地域の企業人等から学ぶ職業講話が充実するよう、小・中学校に働きかけます。 

・小・中学生、保護者、小・中学校の教員に向けた説明会等を実施して、専門高校の学びを
伝え、地域産業の担い手育成と幅広い進路選択を促進します。 

②高等学校における地域資源を生かし地域産業の振興を探究する教育の推進 

・地域資源等を活用して、主体的に課題を発見し解決を図る探究活動を中心とした地域の担
い手育成を推進する専門高校を重点的に支援します。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

・産業界等との連携により、人工知能（AI）や IoT*等を活用した最先端の知識・技術を身に
付け、産業界で活躍できる人材の育成を推進します。【施策Ⅱ‐８︓再掲】 

・森林科学等を学ぶ農業高校生を対象に、岐阜県の林業や森のしごとの紹介、森林技術者等
との意見交換を行うとともに、林業へ就業を促進するため、林業の職場体験を実施します。 

③急速に発展する技術革新やグローバル化等に対応できる高い専門性を育む教育の推進 

・社会全体の DX に対応するため、デジタル技術や新しいテクノロジーを活用したり、企業
や大学等と連携することによって実社会のスキルを身に付ける機会を推進します。 

・県内高等学校の農業に関する学科に在学する生徒を海外へ派遣し、農業に関する体験的な
学習を主体とした実習を実施します。これにより、海外の農業の実情や実践的経営、環境
と共生する新時代の農業のあり方を学び、国際理解を深めるとともに、広い視野に立って
積極的に農業をリードできる職業人の育成を図ります。 

・優れた技能者・技術者を目指す工業高校生が熟練技能者から技術、技能を学び、高校生相
互の技術交流の機会として、交流会の開催を支援します。 

・宇宙に関する興味・関心の喚起や、基礎知識・基礎技術を習得するため、岐阜大学との連
携により「宇宙工学講座」をはじめとする高校生向けの座学・体験型研修を開催します。 

・岐阜大学及び県内企業等と連携して、県内工業高校生等が小型人工衛星の設計・製造・打
上げ・運用までを一貫して行う実践的なプログラムを実施します。 

・県内の高校生に航空宇宙産業の最新の動向を紹介するとともに、航空宇宙関連企業の見学 
の機会を提供します。 

・モノづくり教育プラザにおいて、航空宇宙産業界が望む実践型・現場対応型の実習を実施
します。 

④産業教育施設整備の計画的な更新設備 

・学習指導要領を踏まえた産業教育の充実を図るため、実習装置・設備の整備及び DX を推
進するとともに、整備済みの装置・設備の修繕等を実施します。 

・生徒の実験実習における安全・安心を確保するため、老朽化した県立高等学校の実習装置
を更新します。 
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施策Ⅱ 「未来を創る確かな学力と実践力」の育成 

15 私立学校教育の振興 
現 状 

〇 私立学校は、建学の精神に基づく特色ある教育活動を行い、学校教育において重要な役割を果
たしていることから、県では、私立学校の教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減、
学校経営の健全性向上を図るため、私学助成を行ってきました。 

〇 しかし、少子化の進展により、私立学校に在籍する幼児・児童生徒数が減少傾向にあり、とり
わけ私立高等学校では、全体としてみると、ここ数年間大きな定員割れが生じている現状であ
り、経営の根幹をなす納付金等の収入が落ち込んでいることから、経営への影響が懸念されま
す。 

〇 公立高等学校の入学定員については、中学校卒業者数の増減を基に、私立高等学校の設置状況
も勘案しながら決定していますが、今後も少子化が一層進展することが不可避の状況であり、
児童生徒（幼児）や保護者に選んでもらえる特色と魅力のある学校づくりが求められます。 

 
課 題 

✓ 持続可能な私立学校運営の確保 
✓ 選ばれる、一層魅力のある学校づくり 

 
取組の方向性 

● 私立学校が、特色と魅力があり、多様な学びができる学校づくりに向けて、児童生徒（幼児）
のニーズに応えられるよう支援していきます。 

 

主な取組 

①私立学校の振興 

・私立学校の教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減、経営の健全性向上を図るた
め、引き続き私学助成の推進に努めます。 

②児童生徒のニーズに応える特色ある学校づくり 

・私立学校の自主性を尊重しつつ、建学の精神に基づく各学校の創意と工夫による特色と魅
力があり、多様な学びができる学校づくりを支援します。 
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施策Ⅲ 「健やかな体」の育成 

16 体力づくりの推進 
現 状 

〇 「令和５年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、体力・運動能力に関する体
力合計点*の近年の推移は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により過去最低だっ
た 2022 年度に比べ、小学５年生男子は向上、小学５年生女子は若干の向上、中学２年生男女
はほぼ横ばいとなっています。 

〇 新体力テストの結果を積極的に活用し、各学校の実態に応じた体力づくりを推進しています。
また、「チャレンジスポーツ in ぎふ*」等の取組のほか、2022 年度から有識者、教職員等で
構成する「体力向上プロジェクト検討会」を実施し、小・中学校において、体育、保健体育の
授業を通して、仲間と手軽に楽しみながら取り組むことができる運動遊びや体力向上に関する
取組を実践・検証するとともに、好事例等を各校に紹介し積極的に導入するよう働きかけてい
ます。 

〇 国が主催する研修会受講者による伝達講習を行い、体育授業における体力づくりを推進してい
ます。 

 
課 題 

✓ 各学校における新体力テストの結果分析に基づいた体力向上の取組の促進 
✓ 幼児期から中学校までの系統性を踏まえた体力向上の取組の促進 
✓ 児童生徒の運動習慣の定着に向けた体育・保健体育の授業の充実 
✓ できる喜びを味わうことができる授業づくりの推進 
 

取組の方向性 

● 体育指導者の資質や指導力の向上を図るとともに、幼児期からの体力づくりの取組を研究・実
践し、体力の向上を推進します。 

● 体育・保健体育の授業や運動部活動等を通じて「運動好きな子ども」「日常から運動に親しむ
子ども」を増やし、生涯にわたって運動やスポーツを継続し、心身共に健康で幸福な生活を営
むことができる資質や能力（フィジカルリテラシー）の育成を図ります。 

 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

24 
体力づくりの
推進 

新体力テストにおける総合評価
Ｃ以上の児童生徒の割合 

小 学 校 67% 
中 学 校 75% 

小 学 校 80% 
中 学 校 85% 

25 卒業後もスポーツをしたいと「思
う」「やや思う」児童生徒の割合 

小 学 校 87% 
中 学 校 81% 

小 学 校 90% 
中 学 校 90% 
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主な取組 

①新体力テストの結果を活用した取組の推進 

・新体力テストの結果を調査分析することで、児童生徒の体力における課題等を明らかにす
るとともに、体力向上に関わる取組を推進します。 

・学級単位で新体力テストの伸びが記録できるシステムを活用し、児童生徒が楽しく体力向
上に関わる取組を更に推進します。 

②幼児児童生徒の体力づくりの推進 

・体育・保健体育の授業における、児童生徒の体力向上を図るため、体育指導者の資質や指
導力向上を図る養成研修等に教職員を派遣するとともに、有識者による伝達講習会等を実
施します。 

・幼稚園等での基礎体力の定着を目指した幼児の運動遊びの充実を図るとともに、幼児期か
ら中学校までの系統性を踏まえた体力向上の取組を推進します。 

・運動部活動等を通じて運動やスポーツに親しむ場や機会の充実を図ります。 

・体力向上が期待される効果的な方法や好事例を紹介するとともに、各学校に有識者や教職
員を派遣し講習会等を実施します。 

・「チャレンジスポーツ in ぎふ」等を通じて、運動に親しむ資質や能力を養うとともに、児
童生徒の体力向上に関する取組を推進します。 

・幼児期に楽しみながら体を動かすプログラムを全県展開することで、運動好きな子どもを
育成し、生涯スポーツの基礎づくりを推進します。【施策Ⅰ‐５︓再掲】 

・「ミナレク運動*」を推進するため、ぎふ清流レクリエーションフェスティバル、レクリ 
エーション推進団体の認定、レクリエーションの普及拡大事業を実施します。 
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施策Ⅲ 「健やかな体」の育成 

17 健康教育と食育の推進 
現 状 

〇 子どもを取り巻く社会環境や生活環境が急激に変化する中、生活習慣の乱れ、メンタルヘルス
の問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問題など多岐にわたる健康課題の解決に向け、学
校保健安全委員会*等を開催して学校における健康教育の推進を図るとともに、各学校や地域
の実情に合わせた教職員研修会等に講師を派遣して、健康教育の推進に取り組んできました。 

〇 コロナ禍の感染症予防の取組により、子どもたちは健康への意識を高め、自らの健康を守るた
めの生活習慣を身に付けました。一方、コロナ禍の影響により体力低下や不登校児童生徒の大
幅な増加等、児童生徒の新たな健康課題への対応が求められており、学校における組織として
の対応や学校・家庭・地域社会の連携が深まるよう支援してきました。 

〇 学校における食育推進の中核的な役割を担う栄養教諭の配置拡大に努め、2023 年度までに特
別支援学校を含む全ての学校に栄養教諭を配置しています。各学校において、食に関する指導
の全体計画や年間指導計画を整備し、計画的・継続的な食に関する指導体制の充実を図ってき
ました。 

〇 小学４年生を対象に「味覚の授業」、小学６年生を対象に「家庭の食育マイスター」、中学生を
対象に「中学生学校給食選手権」、高校生を対象に「高校生食育リーダー」の事業を実施し、各
事業を活用した食育の取組が増えてきています。 

〇 県では、学校給食を通じた地産地消の取組を支援するとともに、市町村や民間団体等が実施す
る食と農への理解を深める農業体験、食文化の保護・継承活動を支援したほか、小学生とその
保護者を対象に農業体験や地産地消について学ぶバスツアーを開催しました。 

 
課 題 

✓ 学校における健康教育の更なる充実 
✓ 外部講師の協力を得たがん教育や性に関する教育等の充実 
✓ 学校段階に応じた切れ目のない食育の推進 
✓ 学校・家庭・地域と連携した食育の推進 

 
取組の方向性 

● 養護教諭を中心とした教職員研修の充実を図ります。 

● 専門家を派遣し、各学校や地域のニーズに応じた教職員研修等の充実を図ります。 
● 児童生徒が食に関する正しい知識を身に付け、望ましい食習慣を身に付けることができるよう、

学校給食を活用しつつ、学校の教育活動全体を通じて行われる食育、家庭や地域と連携した食
育の取組を一層推進します。 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

26 
健康教育と 
食育の推進 

食物アレルギー対応シミュレー
ション教職員研修の実施 

小 学 校 51.1% 
中 学 校 44.1% 
高等学校 13.3% 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

27 朝食を毎日食べている児童生徒
の割合 

小 学 校 94.4％ 
中 学 校 87.3％ 
高等学校 74.5％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校  85％ 
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主な取組 

①健康課題の解決に向けた組織的な学校保健活動の推進 

・岐阜県学校保健会*と連携し、「歯と口の健康づくり」や「学校環境衛生活動の充実」等の
取組、現代的な健康課題に対する取組を主体的に進めるとともに、教職員の危機管理体制
の充実、適切な保健教育に向けた助言・支援・指導を行います。 

②がん教育や性に関する教育など、いのちを大切にする教育の推進 

・がんについての正しい知識の習得と、がんと向き合う人々に対する共感的な理解を深める
ことを通して、自他の健康といのちの大切さについて学べるよう支援します。 

・児童生徒が性に関する正しい知識を習得するとともに、性の多様なあり方や自他の価値を
尊重し、相手を思いやる心を醸成することができるよう、専門医を派遣して性教育の充実
を図ります。 

③学校段階における切れ目のない食育の推進 

・小学４年生を対象に「食のプロフェッショナル・味覚の授業」を実施し、食の大切さや楽
しさを学ぶ取組を推進します。 

・小学６年生全員を対象に「家庭の食育マイスター」に委嘱し、学校と家庭を結ぶ取組を推
進します。 

・中学生を対象に「中学生学校給食選手権」を開催し、学校給食の献立を立案したり、調理
技術を競ったりすることで、中学生に必要な食に関する知識や実践力を身に付ける取組を
推進します。 

・「高校生食育リーダー事業」により、高等学校に学校や生徒のニーズに応じた専門講師を派
遣し、生徒自ら食生活を改善するための取組を支援します。 

④学校・家庭・地域と連携した食育の推進 

・地域の生産者や関係業者への理解を深めるため、学校給食での県産農畜水産物の活用が積
極的に行われるよう関係課と連携を図ります。 

・食文化への理解を深めるため、「食育の日」や「全国学校給食週間」において郷土食や行事
食を積極的に導入するよう、研修等において啓発を行います。 

・保護者の食育への意識を高めるため、食育をテーマとする家庭教育学級の資料提供や、実
践事例の紹介に努めます。 

 
  



- 49 - 
 

施策Ⅲ 「健やかな体」の育成 

18 これまでの経験を踏まえた感染症への対応の推進  
現 状 

〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、学校運営や児童生徒の学習活動に大きな影響を与え
ました。県では、集団感染のリスクを避け、児童生徒が安心して学ぶことができる体制整備に
努めてきました。各学校においては、感染及びその拡大のリスクをできる限り低減させながら、
教育活動を着実に継続できるよう、地域の実情に応じた感染症対策に取り組んできました。 

〇 これまでにない感染症への対応を経験したことにより、子どもたちは健康への意識を高め、自
らの健康を守るための生活習慣を身に付けました。新型コロナウイルス感染症対策の経験を生
かして、自らの判断でマスクの着用や着実な手洗い、手指消毒、状況に応じた換気等に取り組
んでいます。 

 
課 題 

✓ 感染症及びその対策に関する正しい知識の獲得 

✓ 日常的な学校環境衛生活動の充実による健康的で快適な学習環境の確保 

✓ 状況に応じた基本的な感染症対策の着実な実施 
✓ 学校医、家庭や地域等との一層の連携の推進 

 
取組の方向性 

● 養護教諭を中心とした教職員研修における健康教育の充実を図ります。 
● 感染症の感染拡大を防止するための支援を推進します。 
 

主な取組 

①ヘルスプロモーションの理念に基づいた健康教育の推進 

・子どもたち一人一人の生涯にわたる健康の実現を図るために、ヘルスプロモーション*の
理念に基づき、感染症への適切な対応を身に付けていけるよう健康教育の充実を図りま
す。 

②関係機関との連携による感染拡大の防止に向けた支援 

・安全な環境の下で、子どもたちの学びの充実を図ることができるよう、感染状況に関する
情報発信や学校への感染症対策に関する助言など、状況に応じた感染症対策の取組を支援
します。 
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施策Ⅲ 「健やかな体」の育成 

19 子どもの安全・安心を守る教育の充実 
現 状 

〇 県内全ての公立小・中・高等学校、特別支援学校では、命を守る訓練を年３回以上実施してい
ます。 

〇 大学教員や防災士等の外部講師を学校に派遣し、学校安全教育の推進と充実に努めてきました。 

〇 小・中・高等学校で「災害・避難カード」の出前講座を行うなど、一人一人が災害時に取るべ
き行動を理解できるよう取り組んできました。 

〇 児童生徒が安全に安心してインターネットを利用することができるための環境整備や情報モ
ラル*教育の充実に努めてきました。 

〇 行政機関、事業者、学校関係者等が連携して、青少年の安全・安心なインターネット利用に関
する啓発に取り組んでいます。 

 
課 題 

✓ 児童生徒が自ら適切に判断し行動できるための災害安全、交通安全、情報モラルを含む生活安
全に関する安全教育の充実 

✓ 家庭、地域、関係機関等と連携した実効性のある危機管理体制の構築 
 

取組の方向性 

● 「自らの命は自ら守る」という「自助」の意識を醸成するため、災害安全、交通安全、情報モ
ラルを含む生活安全に関する安全教育の充実を図ります。 

● 学校安全の組織的な取組の充実を図るため、外部関係機関等との連携による学校安全を推進し
ます。 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

28 
子どもの安全・
安心を守る教
育の充実 

異なる危険を想定した命を守る
訓練を年間３回以上実施した学
校の割合 

小 学 校 95.8 ％ 
中 学 校 92.0 ％ 
高等学校 81.8 % 

（※2022 年度) 

小 学 校 100 ％ 
中 学 校 100 ％ 
高等学校 100 ％ 

29 
外部の専門家や関係機関等を招
へいし安全教育を実施した学校
の割合 

小 学 校 94.7 ％ 
中 学 校 80.7 ％ 
高等学校 64.9 % 

（※2022 年度) 

小 学 校 100 ％ 
中 学 校 100 ％ 
高等学校 100 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 
 

主な取組 

①児童生徒への安全教育（災害安全・交通安全・情報モラルを含む生活安全）の充実  

・学校での安全教育の充実のために専門家の派遣を支援することで、学校における安全教育
の充実を支援します。 

・児童生徒一人一人が災害時に適切な避難行動をとることができるよう、「災害・避難カー
ド」の出前講座や教員向けの研修会を実施します。 

・地域の災害リスクや災害時にとるべき避難行動を学べる防災学習副読本の活用を促進しま
す。 

・インターネット上での誹謗中傷やいじめ、犯罪や違法・有害情報の問題の深刻化、ネット
依存に陥りやすい傾向等、最新のネットトラブルの現状に対応できるよう、情報モラル教
育を推進するための指導者を育成するとともに、全ての教職員があらゆる教育活動を通し
て適切に情報モラル教育ができるように推進します。【施策Ⅰ‐３︓再掲】。 

・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年育成関
係者、保護者等に向けた研修会への講師派遣や出前講座などの啓発活動を行います。【施
策Ⅰ‐３︓再掲】 

②学校安全の組織的な取組を推進するための支援 

・学校安全講習会や学校防災の人材育成等の充実を図ることで、学校安全に関する組織的な
取組を支援します。 

・児童生徒が、安全に安心してインターネットを利用することができるように、児童生徒が
主に利用するサイト等のパトロールを行うことで、インターネット上でのトラブルの未然
防止を図ります。【施策Ⅰ‐３︓再掲】 

③外部関係機関等との連携・協働による学校安全の推進 

・専門家等を学校に派遣し外部関係機関との連携を図ることで、学校安全推進体制の構築を
推進します。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

20 将来を見据えた魅力ある学校づくりの推進 
現 状 

〇 県内の 2023 年３月の中学校卒業者数は約１万８千人でした。その数は、2028 年で約１万７
千人と、今後５年間は小幅な減少にとどまるものの、2038 年には約１万１千人となると見込
まれており、2029 年以降、急激な生徒減少期を迎えます。また、県立高等学校の校舎のうち、
昭和 40 年（1965 年）代までに建築されたものが約４割を占める状況にあるなど、これから
の県立高等学校のあり方については、生徒の学びのニーズだけでなく、生徒数の減少や校舎改
築の時期などを踏まえた総合的な検討が必要です。 

〇 県教育委員会では、「県立高校活性化の基本方針（グランドデザイン）」に基づき、単位制への
改編や地域と連携した学びへの支援など「高校の特性」に応じた活性化策を講じてきました。 

〇 県地方産業教育審議会答申（2018 年３月）を受け、専門高校においては、学習内容が理解し
やすい学科名称への変更・統一や、学びの領域の確保のための学科群募集などにも努めてきま
した。 

〇 近年では高等学校通信制課程への進学率の増加や、ICT 環境の早期充実など、ここ数年で県立
高等学校を取り巻く環境が大きく変化してきています。 

〇 全ての県立学校に学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民等の意見や助言を得ながら、地
域に開かれた教育活動を進めています。 

〇 2023 年度までに学校運営協議会を設置している県内の小・中学校は 84.9％、学校運営協議会
又は学校運営協議会の類似の仕組みを設置している小・中学校は 87.4％となりました。また、
学校運営協議会（コミュニティ・スクール*）と地域学校協働活動*の一体的推進が実施されて
いる小・中学校は 63.8％となっています。 

〇 県内４地域（揖斐川町、八百津町、郡上市、飛騨市）に連携型中高一貫教育校*を設置し、中
学校、高等学校とともに地域を巻き込んだ教育活動を行っています。 

〇 「岐阜県のへき地教育」の刊行、へき地教育の振興に尽力した教職員の表彰を通して、小規模
性を生かしたへき地学校の優れた実践の発信に努めてきました。 

〇 県立学校の校舎、体育館等については、「岐阜県 県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的に
改修を行うとともに、学校施設の安全点検を行い所要の修繕を行うなど、老朽化や自然災害に
よる学校施設の損傷に対して修繕を行っています。 

〇 市町村立小・中学校等施設については、屋内運動場等の吊り天井等非構造部材の耐震化は 2020 
年度末までに完了しました。引き続き非構造部材全般の耐震化実施に向け、市町村の状況を確 
認の上で助言をしています。 

〇 近年の記録的な猛暑を受け、児童生徒の体調面での安全と健康を守るため、学校におけるエア 
コン整備が引き続き求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点 
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課 題 

✓ 中学校卒業予定者数の急激な減少期を見据えた県立高等学校のあり方の方向性の検討 
✓ 学校や地域の特性を生かした活力と魅力ある学校づくりの推進 

✓ 保護者や地域住民、有識者等意見を反映した開かれた学校運営の一層の充実 

✓ 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協働活動の一体的推進 
✓ 建物の使用年数延長により増加する修繕・改修に要する予算の確保 
✓ 老朽化による改築の計画的な実施と予算の平準化 
✓ 小・中学校施設等非構造部材の耐震化の促進 
✓ 学校施設のエアコン整備等の推進 
 

取組の方向性 

● 県立高等学校のより一層の特色化・魅力化を図るための方向性を検討します。 

● 学校運営や教育活動を、地域住民や保護者など地域と一体となって進めることにより、「地域 
とともにある学校づくり」をより一層推進するとともに、小・中学校においては、学校運営協
議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協働活動の一体的推進に向けての取組の拡充を図
ります。 

● 脱炭素社会の実現や、児童生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整備するため、長寿命
化計画に基づき、老朽化した校舎の適切な維持管理と計画的な改築を推進します。 

 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

30 将来を見据え
た魅力ある 
学校づくりの
推進 

学校運営協議会又は学校運営協
議会の類似の仕組みを設置して
いる学校の割合 

小 学 校 88.4％ 
中 学 校 85.3％ 

小 学 校 95％ 
中 学 校 90％ 

31 今の高校に入学して満足してい
る高校生の割合 86.4％ 100％ 

 
 

主な取組 

①活力と魅力ある県立高等学校づくりの推進 

・今後も引き続き、学校の特色を打ち出した魅力ある県立高等学校となるよう、市町村や企
業、高等教育機関等と連携した学習活動を支援していくとともに、各校の学びの実情に則
した学科改編等を行います。 

・各高等学校においてスクール・ポリシー*の実現のための実効性のある取組を推進し、特
色と魅力ある教育活動の実現を目指します。 

・教育機会の確保や、多様かつ高度な教育に触れる機会の提供を目的として、小規模校や専
門高校などを中心に、遠隔授業を導入するための準備を行います。 

・2029 年以降の急激な生徒減少期を見据えた今後の県立高等学校のあり方については、各
地域の意見なども踏まえながら、学びの機会の保障、多様な学習ニーズへの対応、教育環
境の整備などの視点から、その方向性の検討に着手します。 
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②地域と連携した開かれた学校づくりの推進 

・学校運営協議会の更なる活用を推進し、学校・地域・家庭が三位一体となった学校運営、
教育活動を展開する中で、魅力ある県立学校づくりを目指します。 

・地域と連携し、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる
学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の設置を促進するとともに、教育課程、学校
経営計画、学校組織編成等の学校運営の基本方針の承認について、地域の声を積極的に生
かし、地域と一体となった、特色ある開かれた学校づくりを推進します。 

・連携型中高一貫教育校については、中学校と高等学校、市町村教育委員会がより連携を強
化し、地域に密着した活力ある学校づくりを推進します。また、県内に未設置の併設型中
高一貫教育校*については、直近の調査において、顕著なニーズの高まりは見られず、引
き続き全国の設置状況や県内ニーズの把握に努めます。 

③へき地学校における教育の充実と学校や地域の特性や資源を生かした魅力ある学校づくり 

・へき地・複式校、少人数学級ならではのメリットを生かした効果的な指導方法の工夫改善
を支援します。また、各学校が、豊かな自然環境や歴史、伝統文化、地場産業等を探究し
たり、地域の様々な活動に参加したりするなどの教育の充実に努めます。 

④県立学校施設の改修の推進 

・老朽化施設の改修については、施設の維持保全の観点から致命的損傷を防ぐため、「岐阜県 
県有建物長寿命化計画」に基づき、優先度の高い施設から計画的に改修を進めます。 

・施設の老朽化により人的被害のおそれのあるもの、災害・事故の発生のおそれがあるもの、
災害時の対応に支障をきたすものの改修については、優先的に対応し、生徒の安全確保に
努めます。 

⑤市町村立小・中学校等施設の非構造部材の耐震化の促進 

・市町村教育委員会に対し、小・中学校等学校施設の非構造部材の耐震化事業の早期実施を
促すとともに、国庫補助事業の周知と積極的な活用を図ります。 

⑥エアコン設置等による教育環境の整備 

・脱炭素社会の実現や、猛暑下での学習環境における生徒の体調面での安全と健康を確保す
るため、県立学校にエアコン整備等を進めます。 

・市町村教育委員会に対し、小・中学校等学校施設のエアコン整備を促すとともに、国庫補
助事業の周知と積極的な活用を図ります。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

21 特別支援教育の推進 
現 状 

〇 「新 子どもかがやきプラン」に基づき、県内各地域への高等特別支援学校機能の整備に取り
組み、岐阜、西濃地域に続いて、可茂地域においては、可茂特別支援学校の校舎増築に合わせ
て、2023 年度に高等特別支援学校機能を導入しました。 

〇 高等特別支援学校機能の整備に合わせて就労支援コーディネーターを配置し、「働きたい︕応
援団ぎふ」の登録企業を拡大するとともに（2018 年度︓741 社→ 2023 年度〔2024 年１月
31 日登録時点〕︓1,021 社）、生徒の働く力の育成を企業と学校が一体となって進めるデュア
ルシステムを推進し、校内作業実習の充実、企業内作業実習の拡大を図りました。 

〇 特別支援教育における教員の専門性向上のために、岐阜市内のコア・スクール 5 校（岐阜盲学
校・岐阜聾学校・長良特別支援学校・岐阜希望が丘特別支援学校・岐阜清流高等特別支援学校）
において、次世代のコア・ティーチャー*を計画的に養成しました。各コア・スクールでは、
コア・ティーチャーによる県内特別支援学校及び小・中・高等学校への指導助言や公開講座等
による研修機会の提供を行いました。 

〇 医療的ケアを必要とする児童生徒が、保護者が同伴しなくても安心して校外学習等に参加でき
るよう、看護師を配置する取組を進め、2023 年度には、医療的ケアを必要とする児童生徒が
在籍する全ての県立特別支援学校（15 校）において実施体制が整いました。 

〇 特別支援学校において、居住地校交流*や学校間交流*、地域交流*に継続して取り組みました。
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けることになりましたが、訪問による直接交流に
加えてオンラインや動画の交換等、様々な方法を組み合わせて交流活動を行いました。 

〇 特別支援学校児童生徒の通学に係る負担を軽減するため、乗車を希望する児童生徒の推移に合
わせて、スクールバスの増配備を進めました（2018 年度︓48 台→2023 年度︓63 台）。 

〇 小・中学校において、発達障がい支援のコア・ティーチャーを養成するとともに、小・中・高
等学校の指導者育成研修の仕組みを構築しました。2022 年 12 月には、文部科学省より、「通
常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」が公表され、
学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の全体に占める割合が、小・中学校
8.8％、高等学校 2.2％であることが分かりました。岐阜県においても、小・中・高等学校にお
ける支援体制の更なる充実が求められています。 

〇 高等学校において、発達障がい等のある生徒の教育的ニーズに応じた学びの場として、2018
年度より、自校型、他校型の通級による指導（「少人数コミュニケーション講座」）を実施して
きました。2023 年度からは、岐阜・美濃地域において、「巡回型の通級による指導」を開始し、
自校型、他校型の通級による指導と合わせて、県内各地域での実施を進めています。 

〇 特別支援学校設置基準（2021 年 9 月 24 日公布）を踏まえて、校舎面積の不足等の基準に適
合していない特別支援学校の整備に着手しています。可茂特別支援学校は、校舎増築（2022
年 12 月供用開始）により校舎面積不足を解消しました。 

 
課 題 

✓ 多様なニーズに応じた学びを支える学習環境の整備 
✓ 多様なニーズに応える学びの場の充実 
✓ 学びの場を支える教員の専門性向上 
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取組の方向性 

● 「岐阜県が進めるインクルーシブ教育システム*」の構築を目指して、一人一人の多様な教育
的ニーズに対応するための学びの場の整備と、多様な学びの場における適切な指導支援を行う
ための教員の専門性向上に引き続き取り組みます。 

● 特別支援学校においては、知的障がいが軽度である生徒の職業教育の充実を図るため、各地域
への高等特別支援学校機能の整備を進めます。また、特定の障がい種に関する専門的な教育を
行うコア・スクールにおいて、これまで蓄積された専門性を県内各地域の特別支援学校の教員
の専門性向上へつなげるために、コア・スクールと連携した新たなネットワーク構築に取り組みます。  

● 小・中・高等学校においては、通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒の支援を充実する   
ために、「通級による指導」を拡充し、特に、高等学校における全県での実施体制の整備を進め
ます。また、通常の学級、通級による指導、特別支援学級等、多様な教育的ニーズに対応する
教員の専門性向上と切れ目ない支援体制の充実に取り組みます。 

● 特別支援学校について、特別支援学校設置基準を踏まえた学習環境の整備に取り組みます。 
 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

32 
特別支援教育
の推進 

幼稚園・小・中・高等学校教員を対
象とした発達障がい支援担当教員
等養成研修の受講者数（累計数） 

319 人 880 人 

33 
特別支援学校高等部及び 
高等特別支援学校卒業生のうち、
就職を希望する生徒の就職率 

95.4% 
（※2022 年度） 100% 

 

主な取組 

①学びを支える環境の整備 

・東濃、飛騨地域の高等特別支援学校機能の整備を行い、県内全域で知的障がいが軽度であ
る生徒が専門的な職業教育を受けられる環境を整えます。 

・在籍者数の増加による教室数不足などに対応し、一人一人のニーズに応じた学びを提供で
きるよう、特別支援学校設置基準を踏まえた学習環境を整備します。また、特別支援学校
の２校舎体制や教室不足等の解消に向けた取組を進めます。 

・県立特別支援学校の児童生徒の通学に係る負担を軽減するため、乗車を希望する児童生徒
の推移に合わせて、スクールバスの増配備を計画します。 

・校外学習等に同行する看護師を配置する支援体制整備事業の成果と課題を踏まえ、県立特
別支援学校における医療的ケアを必要とする児童生徒の通学支援の実現に向けて取り組
みます。 

・2025 年度の「（仮称）かかみがはら支援学校」開校、各特別支援学校の在籍者数の推移等
を踏まえて、就学・進学する学校など、特別支援学校の教育支援体制について見直します。 

②発達障がいのある児童生徒の学びの充実 

・高等学校において、発達障がい等のある生徒の教育的ニーズに応じた学びの場として、「通
級による指導」を県内全域で実施する体制を整備します。 
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③視覚障がい・聴覚障がいのある児童生徒の学びの充実 

・視覚障がいのある児童生徒に対する支援を充実するため、岐阜盲学校を拠点とした通級に
よる指導体制を構築し、県内全域での支援を充実します。 

・聴覚障がいのある幼児児童生徒に対する支援を充実するため、東濃・飛騨地域における支
援体制を構築し、岐阜聾学校を拠点とした県内全域での支援を充実します。 

④ICT を活用した学びの充実 

・高等学校において、長期入院やそれに伴う自宅療養を必要とする生徒の遠隔教育による学
習支援の充実を図ります。これまでの同時双方型における実績を踏まえて、新たにオンデ
マンド型の遠隔教育のあり方を研究し、支援体制の整備を進めます。 

・障がいの状況等に応じた ICT を活用した効果的な学習方法について、各学校の実践事例の
収集や研究等を行い、指導の充実を図ります。 

⑤社会につなぐ職業教育・就労支援の充実 

・高等特別支援学校における専門教科、特別支援学校高等部における作業学習のあり方につ
いて研究し、その成果を各校で共有することを通して職業教育の充実を図ります。 

・県内各地域への高等特別支援学校機能の整備と合わせて、就労支援コーディネーターを配
置し、「働きたい︕応援団ぎふ」の登録企業を拡充するとともに、企業、関係機関と連携し
たデュアルシステムを更に推進します。 

⑥医療的ケアを必要とする児童生徒の学びの充実 

・小・中学校における医療的ケア実施体制を支援するため、市町村に対して、マニュアルの
情報提供や、特別支援学校のセンター的機能を活用した相談支援、訪問支援等を行います。 

・各圏域で実施する特別支援教育連携協議会等において、小・中学校における医療的ケアを
必要とする児童生徒への支援事例について共有し、市町村における医療的ケア実施体制の
仕組みづくりを支援します。 

⑦交流及び共同学習の推進 

・共生社会の形成に向けて、居住地校交流や学校間交流、地域交流などを推進するとともに、
その趣旨や意義について一層の理解啓発を図ります。 

・障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進めるた
め、特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営するモデルの創設につい
て、検討を行います。 

⑧切れ目ない支援体制の整備 

・幼稚園、小・中・高等学校において支援を必要とする幼児児童生徒が、在園・在学中、卒
業後においても支援が途切れないよう、学校間、関係機関のネットワーク強化を図ります。 
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⑨教員の専門性向上に向けた研修の充実 

・幼稚園、小・中・高等学校において、発達障がいの理解を促す研修を充実させるとともに、
通級指導を担当する教職員のニーズに応じた養成研修を実施します。また、特別支援学級
担任や言語通級指導担当としてキャリアの浅い教員の、専門性向上に向けた研修も実施し
ます。 

・コア・スクール 5 校（岐阜盲学校・岐阜聾学校・長良特別支援学校・岐阜希望が丘特別支
援学校・岐阜清流高等特別支援学校）において蓄積された各障がい種における専門性につ
いて、コア・ティーチャーの活用など各特別支援学校に効果的に還元する仕組みを構築し
ます。 

・県が主催する特別支援学校教育課程研究協議会において、教員間で教科指導等に係る効果
的な指導方法について交流し、教科指導力の向上を図ります。 

⑩「第４次子どもかがやきプラン」の推進 

・「第４次子どもかがやきプラン推進委員会」を企画・運営し、特別支援教育に関わりのある
様々な立場の委員から施策の方向性等について意見を聴取し、プランの充実を図ります。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

22 多文化共生社会を目指した外国人児童生徒等の教育の充実 
現 状 

〇 県内における外国人児童生徒数は増加傾向にあり、2022 年度の県内小・中学校の外国人児童
生徒数は、2018 年度と比べて約 1.25 倍増の 3,257 人となっています。また、県内 42 市町
村のうち、外国人児童生徒が１名以上在籍する自治体は 38 市町村であり、全体の 90％以上を
占めています。 

〇 外国人児童生徒適応指導員を配置し、学校と連携を図りながら学校生活への適応指導や日本語
指導等の支援を行うことにより、外国人児童生徒に対する学習保障に取り組んでいますが、外
国人児童生徒数及び日本語指導が必要な児童生徒数は、今後増加すると同時に、県内各地域へ
の広がりや国籍（母語）の多様化が予想され、これまでよりも更にニーズに応じた対応が必要
です。 

〇 学校外における就学・日本語学習支援など、関係機関との連携の下、生活全般についてきめ細
かな支援が求められています。 

 
課 題 

✓ 適応指導や日本語指導の充実による外国人児童生徒が就学しやすい環境づくり 
✓ 散在地域における外国人児童生徒に対する日本語指導の充実 

✓ 多文化共生社会に向けて全教職員を対象とした研修機会の一層の充実 
✓ 学校外で日本語学習支援を行うボランティア等の担い手の育成 
 

取組の方向性 

● 外国人児童生徒の持つ他国の文化に触れ、理解し合える機会を生み出し、どの児童生徒も多文
化共生社会に対応できる力を育みます。 

● 日本語指導が必要な児童生徒数が少ない学校も含め、外国人児童生徒の適応指導や日本語指導
に対応できるよう、外国人児童生徒の母語を使用することができる適応指導員を配置し、支援
の充実を図るとともに、多様な方法で日本語初期指導が受けられる支援の充実を図ります。 

● 学校外における日本語教育の充実を図ります。 
 
 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

34 多文化共生社
会を目指した
外国人児童生
徒等の教育の
充実 

小・中学校に在籍する、日本語指
導が必要な児童生徒のうち、特別
な配慮に基づく指導を受けてい
る児童生徒の割合 

94.8% 
（※2021 年度） 100％ 

35 
日本語指導が必要な生徒のうち、
就職又は高等学校等へ進学した
生徒の割合 

80.4％ 
(※2022 年度卒業生) 100% 
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主な取組 

①外国人児童生徒への適応指導や日本語指導による学習保障に向けた取組の推進 

・対象児童生徒の母語（ポルトガル語・タガログ語・中国語）が使用できる外国人児童生徒
適応指導員を県内に配置し、学校生活への適応指導や日本語指導をはじめとした学習指導
や援助を行います。 

・新しく外国人児童生徒等を受け入れる学校が適切に指導できるよう、どの学校においても
適切に児童生徒を受け入れられる体制を整えます。 

・散在地域や小規模校における日本語指導が必要な児童生徒に対して、適切に初期の日本語
指導ができるよう、指導カリキュラムや学習教材を開発します。また、それらの活用を促
進しながら、多様な方法で日本語初期指導が受けられる体制を整えます。 

・日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援を充実するため、研修会を通して教職員の指
導力の向上を図ります。 

・外国人児童生徒に対して日本語指導ができる教職員を育成するため、独立行政法人教職員
支援機構が実施する研修に教職員を派遣し、その派遣教職員を講師として、県内の教職員
を対象に研修を実施します。 

②中学校卒業後を見据えた進路指導の充実、高等学校卒業後のキャリア支援・就職支援 

・外国人生徒や保護者を対象に、県内全域において進路説明会を実施し、高等学校入学者選
抜に係る情報提供や、ロールモデルとなる先輩の話を聞くなど、中学校卒業後のライフプ
ランを考えるための支援を行います。 

・外国人児童生徒を対象に、ファイナンシャルプランナーによる働き方の紹介や、外国人の
先輩社員が将来に向けたアドバイス等を行う講座を開催します。 

③多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

・外国人児童生徒との交流等を通して、児童生徒の国際感覚や異文化理解の向上を図る取組
を更に推進します。【施策Ⅱ‐11︓再掲】 

④学校外における就学・学習支援 

・日本語や学校生活について学ぶ初期指導教室の整備等を行う市町村を支援します。 

・日本語指導者向けの研修会を開催します。 

・義務教育の就学年齢を超えた外国人の子どもを対象に日本語指導等を行う市町村を支援 
します。 

⑤外国人学校の支援 

・学校法人立外国人学校に対する運営経費補助を行います。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

23 誰一人取り残さない学びの機会の整備 
現 状 

〇 全国の小・中学校における不登校児童生徒数は近年増加傾向にあり、岐阜県においては、2022
年度で小学校 1,879 人、中学校 3,376 人となり、不登校児童生徒への対応は喫緊の課題とな
っています。 

〇 県では、学級に入りづらい児童生徒が、安心して学んだり相談したりすることのできる校内教
育支援センターの整備促進を図っています。 

〇 県教育支援センター（Ｇ‐プレイス*）では、高校生段階の不登校・ひきこもりの状態にある生
徒に居場所を提供し、将来の社会的自立に向けた再チャレンジを支援しています。 

〇 不登校生徒に対し、各学校において、ICT 機器を活用して個別の状況に応じた学習支援を行っ
ています。 

〇 2020 年度に「岐阜県学校・フリースクール*等連携協議会」を立ち上げ、「岐阜県学校・フ 
リースクール等連携ガイドライン」を策定し、児童生徒の学びを保障するとともに、学校や教
育委員会とフリースクール等民間施設・団体との連携協力の充実に努めてきました。 

〇 少子化・人口減少により、学校の小規模化はへき地だけの問題ではなくなってきていることを
踏まえ、へき地学校の小規模性を生かした優れた実践を、へき地以外の学校においても参考に
していく必要があります。 

〇 定時制・通信制高等学校は、様々な課題や特性を有する生徒の学びの受け皿へと役割が広がっ
ており、生徒の多様化が進んでいます。 

〇 県では、教育の機会均等を図るため、高等学校に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、
授業料に充てるための高等学校等就学支援金を支給するとともに、非課税世帯を対象に授業
料以外の教育費を支援するため、高校生等奨学給付金を支給しています。 

〇 生徒や学生に対して、「選奨生奨学金」、「高等学校奨学金」、「子育て支援奨学金」、「母子父子寡
婦福祉資金貸付金」、「清流の国ぎふ大学生等奨学金」による修学支援を行い、働きながら学ぶ
生徒には、「定時制課程通信制課程修学奨励費」による支援をしています。 

〇 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代
を超えて連鎖することのないよう、地域とも連携し、課題を抱える子どもに対する学習面等で
の支援を推進する必要があります。 

 

課 題 

✓ 不登校のきっかけや学習状況等に応じた指導、配慮 
✓ 不登校児童生徒の増加による、個々のニーズに応じた居場所等の整備 
✓ 校内教育支援センターに常駐する専任の支援員等の確保 

✓ 不登校児童生徒を支援する教育環境の整備 
✓ 学校や教育委員会とフリースクール等民間施設・団体との連携協力の充実 

✓ へき地小規模校の特性を生かした指導の充実 

✓ 定時制・通信制高等学校における多様な学習ニーズに応じた支援体制の充実 
✓ 受給対象者に対する各種修学支援制度の周知等の徹底及び工夫 
✓ 貧困が連鎖することのないよう学習面、生活面等の支援の推進 
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取組の方向性 

● 校内教育支援センターの整備促進を図ります。 
● 市町村が設置する教育支援センターの連携を強化し、より個に応じた支援の充実を図ります。 
● 県教育支援センター（G‐プレイス）の機能強化により、体験活動や ICT を活用した学びの充実

を図ります。 
● 不登校児童生徒を生まないため、また不登校児童生徒が社会的自立や学校復帰に向かうよう、

個々の学習状況に応じた指導や配慮を実施します。 

● 不登校生徒への個別の状況に応じた学習を支援するため、ICT 機器を活用した支援体制の整備
を図ることにより、不登校生徒への教育機会を確保します。 

● オンラインシステムを活用し、他校の児童生徒と交流し多様な意見に触れる授業や、博物館等
の外部の専門家とつなぐ授業など、外部機関・地域と連携した学習活動を推進します。 

● 学校や市町村教育委員会と教育支援センター等公的機関やフリースクール等民間施設・団体と
の連携協力、情報共有、協議できる機会を設けます。また、市町村教育委員会や教職員に対し
ては、国や県の方向性についての理解を深め、県内各地区の実態について情報交換する機会を、
更に、保護者に対しては、学校外の関係機関等についての情報提供をする機会を設けます。こ
のような取組によって、仮に不登校になったとしても、児童生徒が学びたいと思ったときに安
心して多様な学びにつながることができるよう支援を行います。 

● 定時制・通信制高等学校では、一人一人の学習ニーズに応じた多様な学びに応えることができ
るよう支援体制の充実を図ります。 

● 経済的な理由等により修学が困難な生徒等に対する各種奨学金の貸付等、修学支援施策を推進
するとともに、ホームページ等で各種修学支援制度の周知を図ります。 

● 貧困が連鎖することのないよう学習面、生活面等の支援を推進します。 
 
 
◆ 施策実施指標 

番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

36 
誰一人取り残
さない学びの
機会の整備 

市町村教育委員会における学校・
フリースクール等連携ガイドラ
インの作成数 

７市町村 42 市町村 

 
 
※ 参考指標 

指 標 現況値（2023 年度） 

不登校児童生徒のうち、学校内外の機関等で、誰かに相談
した児童生徒の割合 

小 学 校  57.7% 
中 学 校   50.0% 
高等学校   61.7% 
（※2022 年度） 
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主な取組 

①各教育支援センターの整備の促進と連携の充実 

・小・中学校の校内教育支援センターに常駐する専任の支援員の配置を支援します。 

・県立高等学校にスクール相談員を配置することで校内教育支援センターの環境整備や相談
体制の充実を支援します。 

・県教育支援センター（G‐プレイス）では、より個々のニーズに応じた活動（体験的プログ
ラム、遠隔授業への参加など）の充実を図るとともに、教育支援センター担当者連絡会議
等を通じて市町村教育支援センターとの連携を一層強めていきます。 

②不登校生徒への ICT 機器を活用した教育保障体制の充実 

・不登校生徒が ICT を活用して教室以外の場所でも学習を進める環境の充実を図ります。 

③学校や教育委員会とフリースクール等民間施設・団体との連携協力の一層の充実 

・学校や教育支援センター等公的機関と民間施設・団体による情報共有を充実させるため、
「岐阜県学校・フリースクール等連携協議会」を開催し、国や県の方向性についての理解
を深めたり、県内各地区の実態について情報交換したりする機会を設けます。また、保護
者等に対して学校外の関係機関等についての情報提供をする機会を提供します。 

④不登校児童生徒や外国人生徒への対応強化と学びの支援の充実 

・夜間中学*は、義務教育未修了者、不登校等で十分に学べなかった人、本国で学べなかっ
た外国籍の人、不登校となっている学齢生徒等多様な生徒を受け入れる重要な役割を担っ
ており、全国的に設置が推進されていることから、県内での多様な学びのための夜間中学
の設置について検討します。 

・市町村による「不登校対応学習指導員」の配置を支援します。 

⑤学びの機会の保障と充実に向けた整備の検討 

・教育機会の確保や、多様かつ高度な教育に触れる機会の提供を目的として、小規模校や専
門高校などを中心に、遠隔授業を導入するための準備を行います。【施策Ⅳ‐20︓再掲】 

⑥へき地学校における教育の充実と学校や地域の特性や資源を生かした魅力ある学校づくり 

・へき地・複式校、少人数学級ならではのメリットを生かした効果的な指導方法の工夫改善
を支援します。また、各学校が、豊かな自然環境や歴史、伝統文化、地場産業等を探究し
たり、地域の様々な活動に参加したりするなどの教育の充実に努めます。【施策Ⅳ‐20︓再
掲】 

⑦定時制・通信制の課程を置く高等学校における教育の充実 

・外部専門家と連携し、様々な課題や特性を有する生徒を対象とした支援を行います。 

・定時制・通信制の普及及び振興を図る団体の活動を支援します。 

・定時制・通信制課程に学ぶ有職生徒や疾病等その他やむを得ない事由のある生徒に対して、
教育の機会均等を確保するため、教科書及び学習書購入費を助成します。 
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⑧経済的な理由等により修学が困難な生徒等に対する修学支援の推進 

・高等学校等の生徒の授業料に充てる就学支援金の支給を行います。また、非課税世帯に対
しては、学用品費などに充てる奨学給付金を給付します。 

・教育の機会均等を図るため、経済的理由により高等学校等での修学が困難な生徒等に対し
て奨学金を貸与します。 

・ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進するこ
とを目的として、就学支度資金や修学資金などの貸付けを実施します。 

⑨各種修学支援制度の周知 

・国の奨学金制度を含めた各種修学支援制度の情報を冊子やホームページで紹介するなど、
各種修学支援制度に関する周知を図ります。 

⑩高等学校中途退学者等への修学のサポート 

・高等学校等を中途退学した後、再び高等学校等へ再入学した生徒について、授業料に充て
る学び直し支援金を支給します。 

⑪子どもの貧困対策の推進 

・県内の子どもの貧困状況や、生活に困難を抱える世帯の実態や必要とされている支援につ
いて、県全体の概要を調査・把握し、その結果を県の施策に活用します。 

・生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対する、学習塾形式を基本とする学習支援活動の
充実・拡大を図ります。 

・支援が必要な子どもに対し、居場所となる「子ども食堂」又は「子ども宅食」を実施又は
支援する市町村に対して、新規開設時や実施内容の拡充時の経費等を補助します。 

・アドバイザー派遣やネットワークづくり等の側面支援の実施により、子どもの居場所の充
実・拡大を図ります。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

24 文化芸術やスポーツなどの才能や個性を伸ばす機会の充実 
現 状 

〇 県有文化施設において教育普及活動や出前講座を実施するなど、学校や地域において文化芸術
に親しむことのできる機会の充実に努めてきたほか、岐阜県青少年美術展の開催を通して文化
芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりを図ってきました。 

〇 県高等学校総合文化祭及び県特別支援学校文化祭を開催し、高等学校や特別支援学校の文化活
動の発表の場の充実に努めるとともに、活動が顕著な文化部活動の活動費を支援し文化部活動
の活性化を推進することで、全国大会等で上位入賞を果たす文化部活動数を増加させることが
できました。 

〇 2024 年度の第 48 回全国高等学校総合文化祭の開催に向けて、国際交流事業により韓国の高
校生を招へいし、国際交流コンサートや文化交流を行うとともに、各部門の充実のため、支援・
援助などを行ったほか、プレ大会を開催しました。 

〇 国体における選手強化を進める中で獲得したノウハウや一貫した指導体制を基に、中学生段階
から県選抜チームを結成し、日本一を目指した強化を進め、少年の競技力の維持・向上を図っ
てきました。今後は、オリンピックなど世界で活躍できる多くのアスリートの更なる輩出を目
指し、ジュニア世代を中心としたトップアスリートの育成・強化を一層推進していくことが求
められています。 

 

課 題 

✓ 子どもたちが、優れた文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる機会の確保 
✓ 高等学校や特別支援学校の文化部活動への支援の一層の充実 

✓ オリンピックや世界選手権など、世界の舞台で活躍できるトップアスリートの育成 

✓ ジュニア世代に係る指導者の指導力向上 

 
取組の方向性 

● 子どもの頃から学校や地域において文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる環境づく
りを推進します。 

● 高等学校や特別支援学校の児童生徒が文化部活動の成果を発表する場を確保するとともに、文
化部活動の活性化を図り、文化芸術活動のすそ野の拡大と文化部活動の振興を図ります。 

● オリンピックなど世界で活躍できる選手として、ジュニア世代を中心としたトップアスリート
の育成・強化を一層推進します。 

● 県内指導者の養成・指導力向上を図るため、競技力向上の中心となる指導者の養成と、資質向
上に向けた取組を支援します。 
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主な取組 

①文化芸術に親しみ創作活動に参加できる環境づくりの推進 

・文化芸術を創造する人づくり、文化芸術振興の環境づくりに向けて、優れた美術作品の発
表の場を提供する岐阜県青少年美術展について、今後更に多くの学校等が参加するよう促
し、県内各地域の児童生徒等に発表機会を提供します。【施策Ⅰ‐５︓再掲】 

・県有文化施設において、教育普及活動や出前講座を実施するなど、児童生徒が文化芸術に
親しむことのできる機会の充実に努めます。【施策Ⅰ‐５︓再掲】 

・文化財に関する学習機会や情報提供の充実を図るほか、民俗芸能の保存団体が行う伝承  
教室の開催等への支援に努めます。【施策Ⅰ‐５︓再掲】 

②学校等における文化活動の活性化 

・高等学校や特別支援学校の文化活動の発表・交流の場として、県高等学校総合文化祭、県
特別支援学校総合文化祭の開催を支援します。また、活躍が顕著な文化部の活動費を支援
し、文化部活動の活性化を図ります。 

・全国高等学校総合文化祭への生徒の派遣について支援します。また、2024 年度は第 48 回
全国高等学校総合文化祭を開催します。 

③海外の優れた文化芸術に触れ、国際交流による異文化教育の推進 

・異文化理解のため芸術を通した国際交流を支援します。【施策Ⅰ‐５︓再掲】 

④スポーツ活動に積極的に参加できる環境づくりの推進 

・オリンピック・パラリンピックを通じたスポーツ振興、パラリンピックやパラスポーツを
通じた共生社会の推進、カナダやオランダとのホストタウン交流を通じた国際理解の推
進、オリパラレガシーの発展のため、県内の学校と連携した事業を推進します。【施策Ⅰ‐
５︓再掲】 

⑤ジュニア選手の強化及び指導者の育成支援 

・学校の授業、部活動、学校行事、又はスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等の活
動に県内トップクラブの選手・指導者を派遣することで、スポーツに対する意欲、興味を
高め、進んで運動・スポーツに取り組む子どもを育成します。 

・運動能力が優れた人材を県内のジュニア世代から発掘し、県独自の育成プログラムを実施
することで、それぞれの適性に応じた競技を選択できるよう支援し、将来オリンピック等
で活躍できるアスリートの輩出を目指します。 

・高等学校部活動、少年クラブ、少年選手への強化指定や強化費による支援を継続していき
ます。 

・各競技団体による、中学選抜チーム制度など育成・強化組織の確立を推進し、国民スポー
ツ大会少年選手育成に向けた強化活動への支援を継続していきます。 

・全国トップレベルの指導者を招へいし、その指導方法を直接学ぶ機会を、年間を通して定
期的に県内指導者へ提供していきます。また、全国レベルで活躍できる指導者の養成を目
指し、日本スポーツ協会公認「コーチ３」「コーチ４」等の上級指導者資格の取得を支援し
ていきます。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

25 地域と学校とが連携した望ましい部活動の推進 

現 状 

【中学校・高等学校】 
〇 少子化に伴う部員数の減少はもとより、生徒のニーズが多様化しており、その対応は急務とな

っています。 
〇 顧問となることができる教職員数の減少、学校の働き方改革等による部活動時間の縮減などに

より、学校単位で部活動を実施することが困難になっています。 

【中学校】 
〇 2023 年３月に「岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な

ガイドライン」を策定しました。 
〇 国は 2023 年度４月から３年間を「部活動改革推進期間」と位置付け、休日部活動の段階的な

地域移行を進めており、県としても、休日部活動の新たな地域クラブ活動への移行を推進して
います。 

〇 2023 年度末までに、県内中学校の部活動の約半数が休日部活動を新たな地域クラブ活動に移 
行しています。 

【高等学校】 
〇 2023 年６月に「岐阜県高等学校部活動ガイドライン」を現在の課題に応じた内容とするため、

一部改訂しました。 

〇 学校規模（教員数）に合わせて、部活動数の適正化を図り、実効性の高い交替指導体制を構築
することにより、部活動による長時間勤務を縮減しています。 

〇 運動部活動は、社会人指導者の派遣や指導者に対する研修等で充実を図ってきましたが、少子
化により、単独チームの編成や複数顧問の配置が困難であること、専門的知識を有する指導者
が不足していることなどから、運動部活動存続が難しくなるケースが現れてきています。 

 
課 題 

【中学校】 
✓ 従来の学校部活動に代わり、運営団体・実施主体の管理下で社会教育の一環として、学校と地

域との連携・協働によって整備する新たな地域クラブ活動の体制の構築 

✓ 新たな地域クラブ活動への移行に向けて、少子化や専門的知識を有する指導者不足等の諸課題
に対応した環境整備の推進 

【高等学校】 
✓ 教師の負担軽減と適正な運動部活動の運営に向けた、部活動指導員、社会人指導者の活用の推

進及び資質向上のための研修会等の充実 
✓ 少子化や専門的知識を有する指導者不足等の諸課題に対応する持続可能な運動部活動の推進 
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取組の方向性 

【中学校】 
● 2025 年度末を目途に休日部活動の新たな地域クラブ活動への完全移行を見据え、市町村の 

リーダーシップの下、学校と地域、関係団体、保護者等との協議の場を設け、生徒の望ましい
成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情に応
じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することを目指します。 

● 部活動の教育的意義や役割については、新たな地域クラブ活動においても継承・発展させ、少
子化や専門的知識を有する指導者不足等の諸課題に対応した環境整備を推進し、適正な活動を
運営するための研修会等の充実を図ります。 

【高等学校】 
● 専門的な技術指導や生徒のニーズ等に応じるため、部活動指導員、社会人指導者を活用し指導

の充実を図ります。また、岐阜県高等学校部活動ガイドラインに沿った指導がなされるよう研
修会を実施していきます。 

● 高等学校部活動の地域移行については、国、全国高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟等
の動向を注視しつつ、検討していきます。 

 

主な取組 

【中学校】 
①市町村が推進する部活動の地域移行により生じる課題に応じた支援 

・新たな地域クラブ活動の運営団体・実施主体の支援をします。 

②学校の教育方針や部活動の教育的意義を理解した指導者育成の推進 

・学校部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達段階に応じた科学的な指導、安全の確保
や事故発生時の対応を適切に行うこと、体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つ
ける言動）は、いかなる場合も許されないこと、服務（生徒、保護者等の信頼を損ねるよ
うな行為の禁止等）を遵守すること等に関し、研修を実施します。 

・スポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努め、生徒の多様な
ニーズに応えられる社会人指導者の養成や資質向上の取組を支援します。 

③部活動ガイドラインを踏まえた適切な部活動の推進 

・学校部活動の地域移行を見据え、総合型地域スポーツクラブの運営基盤の強化等を図る
ための支援を行い、質的向上を図ります。 

【高等学校】  
④専門的知識を有する社会人指導者の計画的な派遣による運動部活動の充実 

・運動部活動の充実に向け、合同部活動を推進する等の環境を整備するとともに、県立学校 
に対して、専門的知識を有する社会人指導者を派遣します。また、単独引率や指導が可能
な部活動指導員の活用を進めます。 

・運動部活動における社会人指導者や部活動指導員に対して研修会を実施し、指導力の向上
を図ります。 

⑤岐阜県高等学校部活動ガイドラインを踏まえた適切な部活動の推進 
・岐阜県高等学校部活動ガイドラインを踏まえ、生徒の安全の確保、教職員の長時間勤務の

解消等についての研修会を実施します。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

26 優れた教職員の確保と資質・指導力の向上 
現 状 

〇 少子化が進み児童生徒数が減少する中で、特別な支援を必要とする児童生徒は増加しており、
特別支援学級、通級指導教室等への対応のため、必要とする教員数は増加傾向にあります。加
えて、ベテラン教員の大量退職、少子化による大学生の減少も重なり、採用倍率は低下傾向に
あります。 

〇 県教育委員会では、県内・県外の大学において教員採用選考試験の説明会を、また、県立高等
学校の高校生を対象に教職説明会を開催し、教職の魅力ややりがいを伝えています。 

〇 教員養成系の県内大学の学生を対象に、各大学施設等にて集合研修やオンライン研修を実施し
ています。 

〇 教員採用選考試験においては、これまでも社会人特別選考の実施、１次選考試験における免除
対象や加点対象の見直し、試験内容の精選や変更等を行い、優秀な人材を確保できるよう改善
を図っています。 

〇 若手教職員を中心とするグループが行う自主研修及び研究活動に対して 5 年間で 74 件助成す
ることができました。 

〇 社会の変化や学びのニーズの多様化など、教育の課題に対応していくため、教員が教職生涯を
通じて探究心を持つとともに、子どもたち一人一人の学びを最大限に引き出す役割が求められ
ています。そのため、「自ら学ぶ教職員」の育成を目指し、自主的・自律的に自らのキャリアス
テージに応じて求められる資質・能力を高めていけるような研修体系の構築を進めています。 
 

課 題 

✓ 優れた教職員の確保 
✓ 教職員が自主的に学ぶ姿勢を持ち、求められる資質・能力を高めていけるような環境の充実 
✓ 指標に基づき、バランスよく資質・能力を伸長できる研修機会の確保 

✓ 教職員による体罰や性暴力などの不祥事の根絶に向けた、継続的な取組の強化 

 
取組の方向性 

● 教職の魅力化を図るための取組を着実に推進します。 
● 学び合い文化の醸成、協働的な職場環境づくりが、学校に根付いていくように校内研修の活性

化を推進します。 
 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

37 
優れた教職員
の確保と資質・
指導力の向上 

学び合い文化の醸成、協働的な職
場環境の定着度（5 段階評価） 3.4 4.5 
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主な取組 

①教員志願者の確保を図る取組の推進 

・岐阜県の教職の魅力化を図るため、養成・採用・採用後の一体的な教職環境の改善を目指
す「岐阜県型・教職魅力化モデル」を着実に推進します。また、県内小・中学校の新規採
用教員に対し奨学金返還を支援するなど、教職員の確保を図ります。 

・学習指導要領の円滑な実施や通級指導の充実等、新たな教育課題への対応に向けた指導・
運営体制を構築するため、採用枠の改善を含めた選考方法の一層の充実を図ります。 

・教員養成系学部設置の大学に加え、農業系、工業系、商業系、家庭・福祉系、情報系など、
専門学科としての優れた教員確保のため、幅広い大学及び学部において、教員採用説明会
を開催します。 

・若手教員が出身高等学校を訪問し、講師となって行う高校生のための教職説明会を開催し
ます。また、高校生が小学校や中学校に出向き、学習支援や進路相談等の支援を行う取組
を推進し、高校生の段階から教員への夢や志を育みます。 

②校種間の連携・接続を図るための人事交流や派遣研修等の充実 

・児童生徒にとっての校種間の円滑な接続と、教職員の資質・能力の向上を図ることを目的
として、他校種への人事交流や、へき地小規模校への派遣、教職大学院等の派遣研修等を
推進します。 

③大学等と連携した教職員研修の充実 

・岐阜大学教職大学院及びその他の大学院の派遣を通して、将来各学校のリーダーとなる教
職員の育成を図ります。 

・岐阜大学との連携による専門的な研修の充実を図ります。また、ミドルリーダー*を対象
に教職大学院と協働で研修を実施し、スクールリーダーとして学校経営に必要な資質・能
力の向上を図ります。 

④校内外における学び合い文化の醸成・協働的な職場環境づくりのための支援 

・若手教職員を中心としたグループや研修主事等を中心としたグループが行う研修を支援し
ます。 

⑤指導力向上のための支援 

・岐阜県全体の教育力向上のために、学校全体でも参加ができる講座を開催します。 

⑥教職員による体罰や性暴力などの不祥事根絶に向けた取組の推進 

・体罰や性暴力は、いかなる場合も許されるものではありません。体罰や性暴力、各種ハラ
スメントのない学校教育が行われるよう、全ての教職員に体罰や性暴力、各種ハラスメン
トの禁止を徹底します。 

・児童生徒や保護者に対して、体罰に関する調査を継続することに加え、「教育職員等によ 
る児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（2022 年４月施行）」に基づき、性暴力等に関
する調査を行い、性暴力や各種ハラスメントの早期発見に努めます。 

 



- 71 - 
 

施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

27 長時間勤務・多忙化解消など、教職員の働き方改革の推進 

現 状 

〇 国における働き方改革の議論や特別支援学校講師自死事案を踏まえ、2017 年から教職員の勤
務環境の改革に関する総合的な取組方針「教職員の働き方改革プラン」を策定し、年 360 時
間、月 45 時間を超える時間外勤務の根絶に向けて取り組んできました。 

〇 教職員の勤務実態を正確に把握するため、県立学校において「教員出退勤管理システム」を導
入し、把握した勤務実態を踏まえ、勤務環境の改善に取り組んでいます。長時間勤務は減少し
つつありますが、長時間勤務の根絶に向けて更なる取組が必要な状況にあります。 

〇 県立学校において「統合型校務支援システム*」を導入するとともに、県立高等学校において
「デジタル採点システム」を導入し、教職員の校務全般の負担軽減を図っています。 

〇 公立高等学校入学者選抜 WEB 出願システムを導入し、出願者（保護者を含む）の出願作業及
び学校の入学者選抜業務の効率化・簡素化を図っています。 

〇 校務を標準化することで業務の効率化を図るため、市町村教育委員会に対し、県単位の統合型
校務支援システムの導入を働きかけてきました。その結果、2023 年度までに 40 市町村が県
単位の統合型校務支援システムを導入しています。 

〇 また、多忙化解消アクションプラン指定校における働き方改革の取組を紹介したり、小学校に
教科指導を専門に行う専科指導教員を配置し、教職員の週の持ち時間数の削減を図ったりする
など、勤務環境の改善に取り組んでいます。 

〇 教職員の業務を補助するスクール・サポート・スタッフ*の配置を支援するとともに、その活
用促進を目的として「活躍事例集」を作成し、県内に周知しました。 

〇 県立学校における様々なトラブルなどの事案に関し、学校が弁護士に対応方針等について相談
を行う｢県立学校弁護士相談事業｣を実施してきました。 

 

課 題 

✓ 長時間勤務、多忙化解消に向けた取組の一層の推進 

✓ 校務 DX*の推進による働き方改革の推進 

✓ 県単位の統合型校務支援システムの導入推進 
✓ 学校におけるトラブル事案への支援の充実 
 

取組の方向性 

● 教職員の長時間勤務・多忙化解消に向けて、「教職員の働き方改革プラン」に基づき、引き続き
管理職が教職員一人一人の勤務実態を丁寧に把握し、業務の偏りを解消していくほか、研修等
を通じて個々の教職員に勤務時間やワーク・ライフ・バランス*を意識した働き方を浸透させ
ていきます。 

● 業務内容を絶えず見直すとともに、必ずしも教員が担う必要のない業務や教員の負担軽減が可
能な業務については、積極的な外部人材の活用により、教職員の勤務時間の削減と業務負担軽
減を図っていきます。 

● 教職員の業務負担軽減に効果的な ICT を活用したシステムの適正な運用を推進します。また、
校務 DX の推進により、業務の効率化を図り、教職員の働き方改革を推進します。 

● 「県立学校弁護士相談事業」を学校に対して周知することにより広く活用されるよう推進しま
す。 
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◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

38 

長時間勤務・多
忙化解消など、
教職員の働き
方改革の推進 

新任管理職研修や新任主任研修
における労務管理に関する研修
の受講率 

100% 100% 

 

 

主な取組 

①勤務環境の改善の推進  

・「教員出退勤管理システム」を有効に活用し、管理職が教職員一人一人の出退勤時間と時 
間外勤務時間を正確に確認し、各教職員の勤務状況に合わせた指導助言や業務分担の見直
し等を行います。 

・過労死等を防ぎ、勤務時間を意識した働き方を浸透させていくため、研修や意見交換、啓
発活動を行うほか、教職員の時間の使い方を見直す「タイムマネジメント研修」を実施し
ます。 

・教員の負担軽減を図るため専科教員を配置するとともに、学校行事、教育課程等の見直し
による業務内容の縮減を推進します。 

・教職員の勤務の適正化のため、「教職員の働き方改革プラン」を策定し、その進行管理を 
行います。 

②教職員の業務負担軽減を図るための積極的な外部人材の活用 

・学校の実情を踏まえ、会計業務や印刷業務等を補助するサポートスタッフのほか、部活動
を指導・引率できる部活動指導員や、スクールカウンセラー*、スクールソーシャルワー
カー*等の専門スタッフの配置を進めます。 

・市町村による小・中学校へのスクール・サポート・スタッフの配置を支援します。 

③長時間勤務・多忙化解消に向けた校務 DX の推進 

・教員による業務負担の軽減の観点から、校務 DX を推進するためのシステムを構築・稼働
させます。 

・市町村教職員業務改善協議会を開催し、各市町村の課題を明らかにしながら、県単位での
統合型校務支援システムの導入及び機能の充実に向けた協議の支援を行います。 

・ICT を活用した、校務の時間短縮に役立つ機能についての教職員研修を実施し、業務改善
を推進します。 

・県立学校等におけるトラブル事案に関し、弁護士に相談することにより、論点整理や対応
方針の決定等を支援します。 
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施策Ⅳ 「学びの多様なニーズに応える環境」の充実 

28  ハラスメント対策など、教職員の働きやすい職場環境づくりの推進 

現 状 

〇 県では、全ての教職員が、互いの人格を尊重し合い、教職員の利益の保護及び公務能率の向上
を図るとともに、働きやすい良好な職場環境づくりを推進しています。 

〇 そのため、教育現場でのハラスメント等の疑いのある事案を速やかに察知し、問題を解決する
ための体制を整備するとともに、ハラスメント等の疑いのある事案が発生した際には、専門家
の知見を活用しながら的確に対応することで、働きやすい職場づくりに努めてきました。 

〇 新任管理職研修において労務管理、メンタルヘルスに関する研修を実施するとともに、経年研
修等において、アンガーマネジメント*やリスクマネジメントに関する研修を行っています。 

〇 各所属における労働安全衛生管理体制の整備状況の把握及び指導を行うとともに、保健師によ
る個別の健康相談を実施するため、職場巡回健康相談を実施しています。 

〇 ストレスチェックや疲労ストレス測定を実施し、客観的に疲労やストレス状況を把握する機会
とし、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を実施しています。 

 
課 題 

✓ 育児休業からの職場復帰など、多様な働き方に関する制度の周知 
✓ 教職員の労務管理や、働きがいのある良好な職場環境づくりを推進するための研修の一層の充

実 
✓ 教職員自身によるセルフケア対策の推進 

✓ 産業医との連携などラインケア*体制の更なる充実 

✓ ハラスメントの未然防止 
✓ 悩みを抱えた教職員がより相談しやすい環境づくりの推進 
 

取組の方向性 

● 働きやすい職場環境づくりを推進するための管理職研修を実施し、管理職の労務管理や健全な
学校経営についての資質・能力の向上を図ります。 

● ハラスメントを未然に防止する意識を更に高める取組を進め、複数の相談窓口の設置等による
事案の速やかな察知と解決を目指します。 

● セルフケアに対する意識の向上と実践を推進します。 

● 長時間労働者やストレスチェックにおける高ストレス者に対するラインケアを実施します。 

 

 

◆ 施策実施指標 
番号 施 策 指 標 現況値（2023 年度） 目標値（2028 年度） 

39 
ハラスメント
対策など、教職
員の働きやす
い職場環境づ
くりの推進 

新任管理職研修や経年研修にお
ける服務規律遵守及び倫理の保
持に向けた意識強化を図る研修
の受講率 

100% 100% 

40 教職員のストレスチェックにお
ける高ストレス者の割合 7.1％ 前年度を下回る 
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主な取組 

①労務管理に関する研修の実施と制度の周知 

・新任管理職研修や新任主任研修、経年研修において、服務規律遵守や倫理の保持に向けた   
 意識強化を図る研修を実施します。 

・管理職に対して、教職員の正確な勤務時間の管理をはじめとする労務管理や、働きがいの  
ある良好な職場環境づくりを推進するための研修を実施します。 

・育児休業からの職場復帰など、多様な働き方に関する制度の周知に努めます。 

②セルフケアの推進 

・教職員にセルフケアの重要性を認識してもらうための啓発活動や、ストレス測定機器によ
るストレス状態の把握を実施します。また、各種相談窓口の周知を図り、適切なアドバイ
スが受けられるよう支援します。 

③ラインケア施策の充実 

・長時間労働者や高ストレス者への対応、職場環境改善等について、産業医との連携を図っ
ていきます。 

・管理職による面談等により教職員の不調を早期に把握し、必要な支援を実施できるよう研
修等を行います。 

④ハラスメント等の速やかな察知 

・ハラスメント等の未然防止のため、「働きやすい職場づくり」の取組等において、ハラス
メント防止研修を行います。 

・ハラスメントや職場の悩みをワンストップで受け付ける専用相談窓口や弁護士による外部
窓口を設置し、広く周知します。 

⑤ハラスメント等の速やかな解決 

・「岐阜県教職員ハラスメント等防止対策審議会」の設置・開催により専門家の知見を活用 
するなどハラスメント等の事案に的確に対応します。 
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４ 施策の指標 
ここに掲げる指標は、子どもたちに身に付けてほしい力を数値化した「子どもたちの姿」と、施

策の成果を示す「施策実施指標」の２つに分けて設定しています。 
 
〇 子どもたちの姿 

岐阜県教育の目指すべき姿として、子どもたちに身に付けてほしい「３つの力（自立力・共生力・
創造力）」を数値化するために設定するものです。「『ふるさと岐阜』で育んだ自信と誇りを胸に、よ
りよい未来の実現に挑み続ける人」として活躍できるようにするためには、県の政策の実施だけで
実現できるものではなく、広く県民の皆様と認識の共有を図り、ともに努力を重ねていくことを通
じて実現を目指すことが重要です。このため、次の数値については、県の願いとして長期的に 100％
を目指していきます。 

３つの力 指 標 現況値 
（2023 年度） 

自 立 力 
自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよ
う、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していると思
う児童生徒の割合 

小 学 校 64.2％ 
中 学 校 67.0％ 
高等学校 66.9％ 

共 生 力 
地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒
の割合（地域や社会をよくするために何をすべきか考えたこと
がある高校生の割合） 

小 学 校 79.0％ 
中 学 校 68.2％ 
高等学校 42.3％ 

創 造 力 将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 
小 学 校 80.5％ 
中 学 校 66.6％ 
高等学校 71.0％ 
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〇 施策実施指標 
県として実施する施策の指標を数値化するために設定するものです。各施策の実施にあたり、

2028 年度を達成年度として目標値を設定しています。 

番号 施 策 指 標 現況値 
（2023 年度） 

目標値 
（2028 年度） 

1 1 
多様な人とつ
ながり、関わる
力の向上と心
の教育の充実 

自分にはよいところがあると
思う児童生徒の割合 

小 学 校 84.5％ 
中 学 校 81.4％ 
高等学校  84.2％ 

小 学 校  90％ 
中 学 校  90％ 
高等学校 90％ 

２ 

3 
いじめの未然
防止と不登校
の早期対応の
徹底 

認知したいじめのうち、解消し
たものの割合（小・中・高等学
校） 

93.7％ 
（※2022 年度） 100％ 

３ 
不登校児童生徒のうち、学校内
外の機関等で、誰かに相談した
児童生徒の割合 

小 学 校 57.7% 
中 学 校  50.0% 
高等学校  61.7% 
（※2022 年度） 

小 学 校 100% 
中 学 校 100% 
高等学校 100% 

4 

4 

「ふるさと岐
阜」での活動を
通して学ぶふ
るさと教育の
推進 

指導計画の作成にあたって、教
育内容と、教育活動に必要な人
的・物的資源等を、地域等の外
部の資源を含めて活用しなが
ら効果的に組み合わせている
学校の割合 

小 学 校 98.6％ 
中 学 校 95.7％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

5 
岐阜県や自分の住んでいる地
域の魅力を伝えることができ
る高校生の割合 

60.1％ 80％ 

6 6 
人格形成の基
礎を培う幼児
教育の充実 

幼児教育施設の教職員、保育士
等との合同研修を実施した小
学校の割合 

60.1％ 90% 

7 7 
家庭や地域と
学校とが連携
した子どもた
ちの育成 

地域学校協働活動*推進員等を
配置している自治体の割合 82.6％ 90% 

8 

8 
未来を創る 
基礎となり、社
会で活きる学
力の育成 

日常の授業では、課題の解決に
向けて、自分で考え、自分から
取り組んでいると思う児童生
徒の割合 

小 学 校 79.8％ 
中 学 校 85.2％ 
高等学校  78.1％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

9 
各教科等で身に付けたことを、
様々な課題の解決に生かすこ
とができるような機会を設け
た学校の割合 

小 学 校 80.4％ 
中 学 校 79.2％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

10 
CEFR*の A１レベル相当（英検
３級等）以上の英語力を有する
中学生の割合 

54.8% 
（※2022 年度） 60% 

11 
CEFR の A２レベル相当（英検
準２級等）以上の英語力を有す
る高校生の割合 

45.5% 
（※2022 年度） 60% 
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番号 施 策 指 標 現況値 
（2023 年度） 

目標値 
（2028 年度） 

12 

9 
ICT を利活用
できる力の育
成 

前年度までに受けた授業で、
PC・タブレットなどの ICT 機
器を週３回以上使用した児童
生徒の割合 

小 学 校 69.1％ 
中 学 校 80.0％ 

小 学 校  80％ 
中 学 校  90％ 

13 
1 人１台のタブレット端末を使
用した授業を受けている高校
生の割合 

94％ 
（※2022 年度） 100％ 

14 授業中に、ICT を活用して指導
できる教員の割合 

80.0％ 
（※2022 年度） 100% 

15 授業中に、児童生徒の ICT 活用
を指導できる教員の割合 

82.2％ 
（※2022 年度） 100％ 

16 情報モラル*を指導できる教員
の割合 

89.9％ 
（※2022 年度） 100％ 

17 10 

科学技術・情報
技術やものづ
くりへの関心
の醸成、起業家
精神等の育成 

科学技術に関する全国規模の
学会・コンテスト等で入賞した
高校生の数 

19 人・団体 
（※2022 年度） 30 人・団体 

18 11 

国際理解教育
の充実とグロ
ーバル社会で
活躍できる力
の育成 

高校在学中に海外留学する高
校生の数 

459 人 
（※2017 年度） 900 人 

19 12 

主権者教育*・
消費者教育*な
どの今日的な
課題に対応し
た教育の推進 

18 歳になったら選挙権を行使
しようと考えている高校生の
割合 

80.7％ 100％ 

20 

13 

学びと将来と
をつなぐ、地域
と連携したキ
ャリア教育*の
充実 

将来就きたい仕事や夢につい
て考えさせる指導をした学校
の割合 

小 学 校 86.2％ 
中 学 校  96.7％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 

21 
中学３年生の生徒が前年度に
職場体験活動を実施した学校
の割合 

57.4% 80％ 

22 インターンシップを実施した
県立高等学校数 

58 校 
（※2022 年度） 63 校 

23 14 
スペシャリス
トを育成する
産業教育の充
実 

高校で学んだことを生かした
職業に就きたいと思う、職業教
育を主とする専門学科で学ぶ
生徒の割合 

72.9％ 80％ 

24 

16 体力づくりの
推進 

新体力テストにおける総合評
価Ｃ以上の児童生徒の割合 

小 学 校  67% 
中 学 校  75% 

小 学 校  80% 
中 学 校  85% 

25 
卒業後もスポーツをしたいと
「思う」「やや思う」児童生徒の
割合 

小 学 校  87% 
中 学 校  81% 

小 学 校  90% 
中 学 校  90% 
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番号 施 策 指 標 現況値 
（2023 年度） 

目標値 
（2028 年度） 

26 

17 健康教育と食
育の推進 

食物アレルギー対応シミュレ
ーション教職員研修の実施 

小 学 校 51.1% 
中 学 校 44.1% 
高等学校 13.3% 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校 100％ 

27 朝食を毎日食べている児童生
徒の割合 

小 学 校 94.4％ 
中 学 校 87.3％ 
高等学校 74.5％ 

小 学 校 100％ 
中 学 校 100％ 
高等学校  85％ 

28 

19 
子どもの安全・
安心を守る教
育の充実 

異なる危険を想定した命を守
る訓練を年間３回以上実施し
た学校の割合 

小 学 校 95.8％ 
中 学 校 92.0％ 
高等学校 81.8% 
（※2022 年度) 

小 学 校  100％ 
中 学 校  100％ 
高等学校  100％ 

29 
外部の専門家や関係機関等を
招へいし安全教育を実施した
学校の割合 

小 学 校  94.7％ 
中 学 校 80.7％ 
高等学校 64.9% 
（※2022 年度) 

小 学 校  100％ 
中 学 校  100％ 
高等学校  100％ 

30 
20 

将来を見据え
た魅力ある学
校づくりの推
進 

学校運営協議会又は学校運営
協議会の類似の仕組みを設置
している学校の割合 

小 学 校 88.4％ 
中 学 校 85.3％ 

小 学 校  95％ 
中 学 校  90％ 

31 今の高校に入学して満足して
いる高校生の割合 86.4％ 100％ 

32 

21 特別支援教育
の推進 

幼稚園・小・中・高等学校教員
を対象とした発達障がい支援
担当教員等養成研修の受講者
数（累計数） 

319 人 880 人 

33 
特別支援学校高等部及び高等
特別支援学校卒業生のうち、就
職を希望する生徒の就職率 

95.4% 
（※2022 年度） 100% 

34 

22 

多文化共生社
会を目指した
外国人児童生
徒等の教育の
充実 

小・中学校に在籍する、日本語
指導が必要な児童生徒のうち、
特別な配慮に基づく指導を受
けている児童生徒の割合 

94.8% 
（※2021 年度） 100％ 

35 
日本語指導が必要な生徒のう
ち、就職又は高等学校等へ進学
した生徒の割合 

80.4％ 
(※2022 年度卒業生) 100% 

36 23 
誰一人取り残
さない学びの
機会の整備 

市町村教育委員会における学
校・フリースクール*等連携ガ
イドラインの作成数 

７市町村 42 市町村 

37 26 
優れた教職員
の確保と資質・
指導力の向上 

学び合い文化の醸成、協働的な
職場環境の定着度（5 段階評価） 3.4 4.5 

38 27 

長時間勤務・多
忙化解消など、
教職員の働き
方改革の推進 

新任管理職研修や新任主任研
修における労務管理に関する
研修の受講率 

100% 100% 

39 
28 

ハラスメント
対策など、教職
員の働きやす
い職場環境づ
くりの推進 

新任管理職研修や経年研修に
おける服務規律遵守及び倫理
の保持に向けた意識強化を図
る研修の受講率 

100% 100% 

40 教職員のストレスチェックに
おける高ストレス者の割合 7.1％ 前年度を下回る 
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第４章 第４次岐阜県教育振興基本計画の推進と進行管理 
１ 第４次岐阜県教育振興基本計画の周知と県民意見の把握 
〇 第４次岐阜県教育振興基本計画の着実な推進に向けて、計画に掲げた基本的な考え方や施策

などについて、児童生徒や保護者、教育関係者をはじめ、広く県民の理解と協力をいただくた
め、リーフレットや広報誌、ホームページなど多様な広報媒体を活用しながら、県民への周知・
啓発を図るための広報活動を積極的に推進します。 

〇 スクールミーティング*をはじめとする、学校や地域で行われる県民との意見交換の場を積
極的に活用し、その声を岐阜県教育振興基本計画の見直しや教育行政に反映させるための広聴
活動を積極的に推進します。 

 

２ 目標設定に基づいた進行管理 
〇 第４次岐阜県教育振興基本計画においては、４つの施策に沿って、28 の具体的な施策を設定

しています。第３章では、28 の具体的な施策について、施策の進捗状況を把握する「施策実施
指標」と、施策を展開する上で必要となる「主な取組」を示しました。また、子どもたちにバ
ランスよく身に付けてほしい３つの力（自立力・共生力・創造力）を数値化する「子どもたち
の姿」を設定しました。 

〇 第４次岐阜県教育振興基本計画の進行管理にあたっては、外部有識者からなる「岐阜県教育
委員会点検評価会議」を年度ごとに開催します。そして、「子どもたちの姿」により子どもたち
の現状を把握し、施策の推進状況や、「施策実施指標」の達成状況を明らかにした上で、会議の
意見を踏まえ、幅広い観点から客観的かつ公正な点検・評価を実施し、その結果を次年度以降
の新たな取組に反映させる PDCA サイクル（Plan‐Do‐Check‐Action）の考え方に基づく進行
管理を行います。 

 

 Plan（計画）  
   

Action（見直し）  Do（実行） 
   
 Check（点検）  

 
〇 また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 26 条」に基づく事務の点検・評価結

果については、報告書を県議会に提出するとともに、県民にも公表し、県教育行政の運営の質
の向上と効率化を図ります。 

 
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第 26 条】 

 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に
委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局
職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及
び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、
公表しなければならない。 

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を
有する者の知見の活用を図るものとする。 
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参考資料 教育を取り巻く状況 
(1) 社会状況の変化 

①人口減少・少子高齢化の進展 
  岐阜県の人口は、今後も長期にわたり減少傾向が続きます。地域を支える現役世代（15〜64

歳）は減少し、65 歳以上の高齢者の増加が予測され、「超高齢社会」は今後も継続していきます。 
  中学卒業予定者は長期的に減少し、これまでの 10 年間以上に、大幅な減少が予測されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

※構成比は小数第２位を四捨五入しているため、合計しても 100％にならないことがあります。 

【出典】実績値︓国勢調査（総務省）、推計値︓岐阜県政策研究会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】学校基本調査（文部科学省）、人口動態統計調査（岐阜県） 
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②雇用環境の変化 
国勢調査（総務省）によると、県の労働力人口は、2005 年をピークに減少傾向であり、2020

年には、約 1,068 千人となり、前回調査に比べ約 6 千人減少しています。一方で、女性就業者
数は増加傾向であり、人口に占める労働力人口の割合は、2020 年には 54.5％となり、前回調査
の 51.9％を上回るなど、男女が共に活躍できる社会の実現に向けた取組が進んでいます。 

一方で、毎月勤労統計調査年報（厚生労働省）によると、県の常用労働者に占めるパートタイ
ム労働者比率は 2022 年に 33.3%と、5 年前に比べて減少しているものの、全国平均を上回っ
ています。 

 

③家庭環境の変化 
国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、2022 年の児童のいる世帯における母親の仕事の

状況をみると、「仕事あり」の割合は 75.7％、うち正規職員の割合は 30.4％と、年々増加傾向に
あります。 

  また、国勢調査（総務省）によると、県における子どもがいる夫婦世帯に占める共働きの割合
は、2020 年に 61.1％と、前回調査から増加するとともに、全国平均の 55.0％を上回っていま
す。 

 

④教育をめぐる国の動き 
  国においては、2023 年６月に第４期教育振興基本計画が閣議決定され、「2040 年以降の社会

を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイング*の向上」
をコンセプトに、将来の予測が困難な時代において教育施策の進むべき方向性が示されました。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、デジタル化が一層進展し、また、生活様
式が多様化するなど、社会が大きく変革する中、国の教育改革の動向を踏まえながら、岐阜県の
教育施策を進めていく必要があります。 
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(2) 岐阜県教育の現状 

①地域や社会への関心について 
  「今住んでいる地域の行事に参加しますか」という質問に、小学生の 71.0%、中学生の 53.9%

が肯定的な回答をしています。小・中学生ともに全国平均値を上回っています。高校生では、
44.7%が肯定的な回答をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】令和５年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象）（文部科学省）、県教育委員会調査（高２対象） 

②キャリア教育*と子どもの自己肯定感*について 
  「将来の夢や目標を持っていますか」という質問に、小学生の 80.5%、中学生の 66.6%が肯

定的な回答をしています。小学生は全国平均値を下回り、中学生は全国平均値を上回っています。
高校生では、71.0%が肯定的な回答をしています。 

また、「自分にはよいところがあると思いますか」という質問に、小学生の 84.5%、中学生の
81.4%が肯定的な回答をしています。小・中学生ともに全国平均値を上回っています。高校生で
は、84.2%が肯定的な回答をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】いずれも、令和５年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象）（文部科学省）、県教育委員会調査（高２対象） 
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③グローバル化への対応について 
  卒業時に CEFR*の A1 レベル相当（英検３級等）以上の英語力を有する中学生の割合は、55％

程度、卒業時に CEFR の A2 レベル相当（英検準２級等）以上の英語力を有する高校生の割合は
46％程度まで上昇しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】いずれも、英語教育実施状況調査（文部科学省） 
 

 

④高等学校の状況 
  県内公立高等学校の定員設置における専門学科の定員の割合は、全国平均に比べ多くなってい

ます。また、高等学校卒業生の就職者の割合は全国平均に比べ多くなっています。2022 年度の
大学等進学者の割合は 59.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

※構成比は小数第２位を四捨五入しているため、合計しても 100％にならないことがあります。 

【出典】県教育委員会調査 
 
 
 
 
 
 
 
 

※構成比は小数第２位を四捨五入しているため、合計しても 100％にならないことがあります。 

【出典】学校基本調査（文部科学省） 
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⑤特別支援教育の状況 
  義務教育段階の特別支援学校の児童生徒数は、2014 年度から 10 年間で 1,240 人から 1,444

人へ約 1.2 倍に増加しています。小・中学校の特別支援学級や通級による指導を受けている児童
生徒数も毎年増加しており、特別支援学級は 10 年間で約 1.8 倍、通級による指導を受けている
児童生徒は約 2.8 倍となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】学校基本調査（文部科学省）、県教育委員会調査 
 
 
  特別支援学校高等部の生徒数は、2018 年度をピークに減少していますが、そのうち、軽度の

知的障がいのある生徒数は、10 年間で約 1.2 倍に増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】学校基本調査（文部科学省）、県教育委員会調査 
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⑥いじめについて 
  県内の学校におけるいじめの認知件数は、2022 年度は小学校 4,512 件、中学校 1,582 件、

高等学校 807 件、特別支援学校 61 件となっており、1,000 人当たりの認知件数は全ての学校種
で増加に転じました。 

 

 

 

 

 

 

【出典】児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省） 
 

⑦不登校について 
県内の学校の不登校児童生徒数は、2022 年度は小学校 1,879 人、中学校 3,376 人、高等学

校 855 人となっています。 
 

 

 
 

 
 
 

 
【出典】児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省） 

 

⑧外国人児童生徒について 
  公立小・中学校に在籍する外国人児童生徒数は 2021 年度で 3,175 人であり、ここ５年間で

約 1.5 倍、そのうち、日本語の指導を要する児童生徒数は 2021 年度で 1,552 人であり、ここ
５年間で約 1.3 倍となっており増加傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】学校基本調査、日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（いずれも文部科学省） 
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⑨小・中学生の学力について 
  「全国学力・学習状況調査」の結果によると、小学校では、国語、算数ともに、全国の平均正

答率を下回っています。中学校では、国語、数学、英語の全ての教科において、全国の平均正答
率を上回っています。 

子どもの学力の状況 

質問項目 
小学６年生 中学３年生 

岐阜県 全国 岐阜県 全国 
国語 65 67.2 71 69.8 
算数・数学 60 62.5 53 51.0 
英語   48 45.6 

平均正答率（％） 
【出典】令和５年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象）（文部科学省） 

 

⑩学習への取組について 
  「日常の授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいると思う」とい

う質問に、小学生の 79.8％、中学生の 85.2％が肯定的な回答をしており、いずれも全国平均値
を上回っています。高校生では、78.1％が肯定的な回答をしています。 

  また、「日常の授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資料
や文章、話の組立てなどを工夫して発表していると思う」という質問に、小学生の 64.2％、中学
生の 67.0%が肯定的な回答をしており、いずれも全国平均値を上回っています。高校生では、
66.9％が肯定的な回答をしています。 

更に、「日常の授業では、児童生徒との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広
げたりすることができていると思う」という質問に、小学生の 81.5％、中学生の 82.4％が肯定
的な回答をしており、小学生は全国平均値を下回っています。高校生では、78.8％が肯定的な回
答をしています。 

 

学習への取組状況 

質問項目 小学校 中学校 高校 
岐阜県 全国 岐阜県 全国 岐阜県 

日常の授業では、課題の解決に向けて、自
分で考え、自分から取り組んでいると思う 79.8 78.8 85.2 79.2 78.1 

日常の授業で、自分の考えを発表する機会
では、自分の考えがうまく伝わるよう、資
料や文章、話の組立てなどを工夫して発表
していると思う 

64.2 63.7 67.0 62.1 66.9 

日常の授業では、児童生徒との間で話し合
う活動を通じて、自分の考えを深めたり、
広げたりすることができていると思う 

81.5 81.8 82.4 79.7 78.8 

「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童生徒の割合（％） 
【出典】令和５年度全国学力・学習状況調査（小６・中３対象）（文部科学省）、県教育委員会調査（高２対象） 
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⑪体力・運動能力について 
  「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、各種目の体力や運動能力を得点化したも

の合計得点である体力合計点*は、小学生は全国平均値を下回り、中学生は全国平均値を上回っ
ています。 

  また、「１週間の総運動時間（授業時間を除く）」について、60 分以上の児童生徒の割合は、
2023 年度では、小学５年生男子 91.1％〔全国 91.0％〕、小学５年生女子 84.3％〔同 83.8％〕、
中学２年生男子 88.5％〔同 89.1％〕、中学２年生女子 74.8％〔同 75.1％〕となっており、中学
２年生女子以外、全国平均値を上回っています。 

 

子どもの体力の状況 

質問項目 小学 5 年生 中学２年生 
男子 女子 男子 女子 

握力 ▲ ▲  〇 
上体起こし ▲   ▲ 
長座体前屈   〇 〇 
反復横とび   〇 〇 
20ｍシャトルラン ▲ ▲ ▲ ▲ 
持久走   ▲ ▲ 
50m 走    〇 
立ち幅とび ▲    
ボール投げ  〇  〇 
体力合計点 52.2 54.2 41.6 47.9 
（全国平均値） 52.6 54.3 41.3 47.2 

全国平均値 50 とし、○上回る、▲下回る〔※無印については全国平均と同等（Ｔ得点 49.6〜50.4 の範囲）〕 
【出典】令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（小５・中２対象）（スポーツ庁） 

 

⑫教員の多忙化の状況について 
  各学校において多忙化解消の取組が展開されており、特に時間外勤務が多かった小・中学校で

時間外勤務時間が減少するなど、多忙化解消の取組の成果が現れつつあります。 
 

教員の時間外勤務（月あたりの平均時間外在校等時間）の状況 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 
小 学 校 42 時間 22 分 36 時間 51 分 36 時間 36 分 34 時間 58 分 

中 学 校 52 時間 41 分 42 時間 09 分 42 時間 21 分 40 時間 46 分 

高 等 学 校 36 時間 37 分 21 時間 21 分 20 時間 42 分 22 時間 59 分 

特 別 支 援 学 校 21 時間 56 分 14 時間 58 分 15 時間 48 分 15 時間 05 分 
【出典】県教育委員会調査 
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はじめに 
 

本県では、2019 年３月に「岐阜県の教育、学術、文化及び 
スポーツの振興に関する大綱」（以下「人づくり大綱」という。） 
を策定し、人口減少社会においても、地域が活力を維持しつ
つ、安心して暮らすことができ、かつ世界に誇れる「清流の国
ぎふ」づくりを進めるため、「世界的な視野をもち、『清流の国
ぎふ』の未来を担う人材の育成」を基本理念に掲げ、「清流の 
国ぎふ」への誇りと愛着を育てるふるさと教育の推進、ICT の
積極的な活用による少子化やグローバル化の進展に適応した質
の高い教育環境の整備などとともに、学校・家庭・企業・地域
の関係者と広く連携した人材育成の体制構築等を進めてまいり
ました。 

この間、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が私たち
の生活や意識、行動に大きな影響を及ぼしたほか、ロシアによ
るウクライナ侵攻による国際情勢の混乱や物価高騰も本県の県
民生活に多大な影響をもたらすなど、社会は目まぐるしく複雑
に変化しています。 

また、急速な進展が続いているデジタル技術について、最適
な利用と多様なリスクへの適切な対応などの課題も生じている
ところです。 

県では、こうした新たに顕在化した課題について検討し、10
年先の社会を展望して、県政のあらゆる分野について、今後５
年間の政策の方向性をとりまとめた「『清流の国ぎふ』創生総 
合戦略」（計画期間 2023 年度〜2027 年度）を 2023 年３月 
に策定しました。 

同戦略は、本県の美しい清流と豊かな森林が育んだ歴史、伝
統、技、産業、暮らし、文化、食からなる「清流の国ぎふ」を
未来に受け継いでいくことを目指したものであり、2024 年度 
から 2028 年度までの次なる５年間の新たな人づくり大綱は、
この戦略と軌を一にすべきものです。 

また、人づくり大綱は、将来の岐阜県を担う子どもたちの教
育の方向性や、全ての県民が、様々な学びを通じ健やかで豊か
な生活を送るための方策を示す羅針盤として、長期的な視野に
基づく連続性を重視しつつ、新たな時代の要請については、柔
軟に取り入れていかなければなりません。 

こうしたことを踏まえ、これまで取り組んできた「清流の国
ぎふ」の未来づくりと、そのための基盤となる人づくりを引き
続き継承しつつ、新たな課題への対応も積極果断に行うことに
より、より良い未来を実現する人材の育成を「オール岐阜」で
進めてまいります。 
１ 基本理念 

○ 子どもたち一人ひとりに「清流の国ぎふ」への誇りと愛着に
根ざしたアイデンティティが育まれるよう、本県の自然や歴
史、伝統、文化や産業への理解を醸成するふるさと教育を推
進するとともに、国際的に活躍できるグローバル人材の育成、
急速に進展するデジタル社会に対応できる人材の育成を推進
します。 

○ 教育ニーズの多様化とともに、子どもたちが抱える困難も多
様になる中で、共生社会の実現に向けた教育を推進し、社会
で共に生きる力が育まれるよう、他者への共感力やコミュニ
ケーション能力を高める教育や、人権教育、多様なニーズに
対応した教育の充実を図ります。 

○ 予測困難な社会を柔軟かつたくましく生き抜くための基礎と 

 
 
 
 

なる、確かな学力の育成を図るとともに、社会の中で自立し、
他者と連携・協働しながら、社会の構成員として主体的に地
域の課題の解決に取り組む力を育むよう主権者教育等を推進
し、未来を切り開く力を養成していきます。 

○ 学校・家庭・企業・地域の連携を強化することで地域の教育
力の向上を図るとともに、困難を抱える子どもを支援し、地
域社会全体で子どもを育てる環境づくりを推進します。 

○ 子どもたちに真に必要な教育を持続的に行い、子どもはもと
より教員にとっても魅力ある学校づくりを推進するため、教
職員の働き方改革を進めるとともに、子どもたちがのびのび
と学校生活を送ることができる安全・安心な教育環境づくり
や、デジタルとリアル（対面）な学びの最適な組合せにより
教育効果の最大化を図るなど、質の高い教育環境づくりを進
めます。 

○ 誰もが、生涯を通じて学び、または、必要に応じて学ぶこと
ができる環境を整えるとともに、文化芸術を通じて豊かな人
間性を育み、地域内外での文化交流や文化活動を推進し、地
域社会の活性化を目指します。 

○ 子どもたちの健やかな体づくりに取り組むとともに、世界で
活躍できるアスリートの育成、競技力の向上を図ります。ま
た、年齢や障がいのあるなしに関わらず誰もが生涯を通して
スポーツに親しむことができる環境づくりに取り組みます。 

これらの取組みを通じて、世界的な視野をもち「清流の国ぎ
ふ」の未来を担う人材の育成を目指します。 
 

２ 基本方針と取組みの方向性 

基本方針１ ぎふへの愛着をもち、世界に視野を 

広げ活躍する人材の育成 

 取組みの方向性 

（1）  「清流の国ぎふ」への誇りと愛着を醸成するふるさと

教育の推進 

小中学校を中心とした岐阜県が世界に誇る自然・歴史・文
化・産業等の体験活動や高等学校における地域課題の解決な
ど、地域や地元企業等と連携し、段階に応じたふるさと教育
を行うことで、「清流の国ぎふ」への誇りと愛着が育まれ、
これにより、子どもたちのアイデンティティが醸成されるよ
う図ります。 

また、将来にわたり、ふるさと岐阜を支える人や、ふるさ
とへの想いを持ち続ける人の育成につながるよう、岐阜県で
生きること、働くこと、生活することの魅力を伝える取組み
を様々な分野において推進します。 

（2） 将来の地域産業を担う人材の育成 

子どもたちの地域産業や職業に対する興味や関心を高め、
理解を深めるとともに、将来の目標を主体的に考える機会を
充実させ、将来の地域産業を担う人材の育成を図ります。 

専門高校においては、産業界等との連携によりデジタル技
術を活用した最先端の知識・技術を身に付け、ものづくりを

岐阜県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する大綱 
（2024 年３月策定） 

世界的な視野をもち 

「清流の国ぎふ」の未来を担う人材の育成 

人口減少が依然として厳しい状況においても、未来を自
ら創り上げ、地域や社会で活躍する人を育む教育を充実さ
せることで、世界に誇れる「清流の国ぎふ」づくりを推進
することとし、引き続き「世界的な視野をもち『清流の国
ぎふ』の未来を担う人材の育成」を本県の教育、学術、文
化及びスポーツの基本理念とします。 

○ ふるさとを学ぶ教育の充実により、「清流の国ぎふ」へ
の誇りや愛着が育まれ、これにより子どもたちのアイデ
ンティティが醸成されるよう取り組みます。 

○ 本県の自然や歴史、伝統、文化、産業などに対する深い
理解のもと、世界的な視野をもって活躍できるグローバ
ル人材の育成や情報活用能力を備えた人材の育成に取り
組みます。 

○ デジタル技術の効果的な利活用により教育の充実を図る
とともに、生成 AI の登場をはじめとした、急速に進展
するデジタル社会に対応できるデジタル人材の育成を図
ります。 
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はじめとする本県の産業界の第一線で活躍する専門的職業人
の育成を図ります。 

（3） ぎふの豊かな自然環境を背景とした木育や環境教育、

食育等 

本県の清流や森林をはじめとする豊かな自然を背景として、
先進的な「ぎふ木育」や自然の体験などを通じて理解を深め
ることで、守り、活かし、伝えていくための環境保全意識を
育成するとともに、これらが育む食について学び、豊かな心
と身体や生きる力を育みます。 

（4） デジタル社会に対応した教育の展開 

学習の基盤となる ICT 環境の整備や、双方向性などの特長
を活かしたデジタル技術の効果的な利活用により誰一人取り
残されず教育を受けることができる機会の充実を図ります。 

情報を適切に活用し、問題の発見・解決や自分の考えを形
成する力の育成を図るとともに、インターネットリテラシー 
の向上や情報モラルの習得に取り組みます。 

また、デジタル技術の利活用に関する知識・技能の習得と
併せ、その有用性に限らず、例えば SNS などのコミュニケ
ーションツールの利用における危険性を含めた知識の習得に
も取り組みます。 

さらに、リカレント教育やリスキリング等により、デジタ
ルの有用性を活かした業務プロセスの抜本的な改善、多様な
サービス・事業の創出を担うことができるデジタル人材の育
成を推進します。 

デジタルに不慣れな方へのインターネットリテラシー向上
やスキルアップ支援等、情報格差（デジタル・デバイド）対
策に取り組みます。 

（5） グローバル社会で活躍できる人材の育成 

外国語による実践的なコミュニケーション能力の向上を図
るとともに、伝統・文化の理解を深め、郷土を愛する心を育
むことで、郷土に根ざしたアイデンティティを持ってグロー
バル社会で活躍できる人材の育成に取り組みます。 

 
基本方針２ 多様な学びを支援する教育体制の

充実 

 取組みの方向性 

（１） 特別支援教育の充実 

児童生徒に対する特別支援教育の充実を図るため、教職員
の専門性の向上や、一人ひとりの子どもの障がいの状態や発
達の段階、個性に応じた指導や支援、将来社会で活躍するた
めの地元企業等と連携した取組みを推進します。 

（２） 外国人児童生徒の教育の充実と多文化共生意識の醸成 

外国人児童生徒の学習機会を保障するため、適応指導員の 
配置などによる就学しやすい環境づくりを推進します。 

また、多文化共生社会の実現に向けて児童生徒の意識醸成
を図ります。 

市町村における日本語教育の充実を図るとともに、「やさ
しい日本語」による相互理解を促進するなど、地域と外国人
コミュニティとの連携を強化します。 

（3） 子どもたちが自分に合った教育を受けられる機会の

確保・再チャレンジ支援 
不登校や経済的な理由等で修学が困難な児童生徒の教育機

会の確保や学びの再チャレンジに向けて、学習支援体制や相
談体制の充実を図り、各学校内に不登校児童生徒が安心して
通うことができる居場所づくりや、ICT 機器を活用した学習
支援による教育機会の確保など、誰一人取り残されず安心し
て学ぶことができる多様な教育環境づくりを推進します。 

また、高等学校中途退学者に対しては、関係機関が連携し
て学び直しや就労支援を推進します。 

 

（4） いじめ等への対応の徹底 

予防的な生徒指導によるいじめや暴力行為などの問題行動
の未然防止を図るほか、教育相談体制の充実により、早期発
見・迅速な対応を図ります。 

（5） 人権教育の推進 

家庭や地域、関係機関とも連携しながら、部落差別（同和
問題）への正しい理解の促進、LGBTQ への差別や偏見の解
消、DV の根絶などを図るため、様々な人権に関する教育を
推進します。 

 
基本方針３ 未来を切り拓くための基礎となる

力をはぐくむ教育の推進 

取組みの方向性 

（１） 確かな学力の育成 

子どもたち一人ひとりの学ぶ意欲を高め、基礎的・基本的
な知識及び技能の習得とそれらを活用して課題を解決するた
めに必要な思考力、判断力、表現力などを育むとともに、主
体的に学習に取り組む態度を養います。 

また、地域社会の第一線で活躍できる人材を育成する STEAM
教育や探究的な学びを重点的に支援します。 

（２） ＳＤＧｓを推進する教育の展開 

気候変動、エネルギー問題、ジェンダー、貧困・格差など
現代社会における地球規模の課題を自らの問題として主体的
にとらえ、課題解決につなげる探究的な学びの充実を図りま
す。 

知識・理解にとどまらず、学びを活かし、持続可能な社会
づくりに向けて、自ら行動し実践できる力を育成する教育を
推進します。 

（３） 幼児教育の充実と小学校教育との円滑な接続 

人格形成の基礎を培う幼児教育の充実を図るとともに、幼
稚園、保育所、認定こども園等と小学校が連携し、幼児教育
から小学校教育への円滑な接続を図ります。 

（4） 主権者教育等の推進 

将来、自立した社会人として主体的に社会参画できるよ
う、主権者としての自覚を育む教育を推進するほか、消費者
教育の充実や男女共同参画意識の醸成を図ります。 

（5） 私立学校教育の振興 

私立学校の持続可能な運営を確保するとともに、児童生徒
のニーズに応える特色と魅力ある学校づくりを支援します。 

（６） 豊かな人間性を育む教育の充実 

豊かな森や清流など、岐阜県の恵まれた自然環境や地域の
歴史、伝統文化など多様な体験活動等を通じ郷土を愛する心
を育むとともに、命を大切にする心や他を思いやる心など、
地域ぐるみで豊かな心を育む道徳教育を推進します。 

併せて、自己を理解し受容することで自分自身を肯定的に
捉える気持ち（自己肯定感）を育てる取組みを推進し、自己
表現力や、子どもたちが将来の夢や志を持って挑戦する力を
伸ばします。 

また、人とつながり関わり合うために必要な、聴く力や他
者を思いやる力をはじめとしたコミュニケーション能力の向
上を図ります。 

（７） 高等教育の充実や大学との連携促進 

地域資源を活用しながらの高度な知識・技術の習得や研究
活動等をはじめとする県内高等教育機関の魅力向上に向けた
取組みを促進します。 

また、大学との連携により、大学生が卒業後に県内で就職
するための取組みを充実し、本県の産業や地域の担い手の育
成・確保を図るとともに、大学教員などと連携した社会的課
題の解決策を探る取組みなどを通じ中学生や高校生の主体的
な学びを推進します。 

○ 障がいのある子どもたちや外国人の子どもたちなど、多
様なニーズに対応した教育の充実を図ります。 

○ いじめ等の未然防止や早期発見、早期対応の徹底、人権
教育を進めます。 

○ 子どもたちが夢や志、将来の目標を持って、可能性に挑
戦するために必要となる力を育成します。 

○ 主権者教育や消費者教育、SDGs を推進する教育などの
現代的・社会的な課題に対応した教育を推進します。 
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基本方針４ 学校・家庭・企業・地域の連携強化や

多様な人材の参画推進 

取組みの方向性 

（１） 地域や企業等と学校の連携の強化 

子どもたちが将来に希望を持ち、地域の担い手にもなるこ
とができるよう、地元市町村や企業等と連携し、それぞれの
特性に応じた高等学校の活性化を図るとともに、ふるさと教
育、キャリア教育・産業教育などの充実に向けた環境づくり
を推進します。 

また、地域住民と学校が連携し、地域学校協働活動など地
域全体で子どもの成長を支える環境づくりを推進します。 

（２） 学校教育における多様な人材の参画推進 

子どもたちが、自ら考え、自立して生きていくことにも資
するよう、ふるさと教育やキャリア教育・産業教育などの充
実や多様な学びの提供に向けて、学校教育における地域や専
門分野の人材の参画を推進します。 

（３） 孤独・孤立対策、子どもの貧困対策等の推進 

子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることの
ないよう、関係機関や地域と連携し、児童虐待や、ヤングケ
アラー等の孤独・孤立につながる事案の相談体制強化や発生
予防から早期発見・早期対応、自立支援に至るまでのきめ細
かな支援体制の充実を図ります。 

また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、地域
と連携し、課題を抱える子どもの居場所をつくるとともに、
学習面や生活面等での支援を推進します。 

（４） 健全な青少年を育む社会環境づくり 

子どもを取り巻く犯罪・トラブルへの対応や啓発の強化を
図るとともに、社会でのマナーを守る意識や自律心を地域で
育む取組みを支援するなど、地域ぐるみで子どもを見守り、
育てる環境づくりを推進します。 

（５） 家庭の教育力の向上 

全ての教育の出発点である家庭の教育力の向上を図るため、
企業や地域など社会全体で家庭教育を支援する環境づくりを
推進します。 

 
基本方針５ 質の高い教育環境づくり 

取組みの方向性 
（１） 学校の働き方改革の推進 

正確な勤務時間の把握のもと不断の事務事業の見直しや、
外部人材・ICT の活用などにより、教職員の長時間勤務や多
忙化の解消を図るなど、学校の働き方改革を進め、子どもと
教職員の双方に魅力のある、質の高い教育環境を実現します。 

（２） 教職員のハラスメントやメンタル不調対策の強化 

ハラスメントへの相談体制の充実や対応の強化とともに、

メンタル不調の早期発見・早期対応により、事案の速やかな
察知と解決を図ります。 

（３） 優秀な教職員の確保・資質能力の向上 

県内外から優秀な人材を確保するとともに、教職員の資質
向上に向け、若手教職員を中心とした育成強化を図るほか、
学校が授業内容・方法の改善に組織的に取り組むなど、教職
員自らの主体的な学びやスキルアップを支援します。 

また、その時々の課題も踏まえ、教職員自身が岐阜の魅力
を知る機会の充実や ICT 活用指導力の向上などにも取り組み
ます。 

（４） 体罰・不祥事の根絶と学校マネジメントの推進 

教職員による体罰・不祥事の根絶を図るとともに、学校管
理職のマネジメント力の向上に向けた取組みを推進します。 

（5） 安全・安心な学校づくりと危機管理体制の充実 

家庭や地域とも連携し、児童生徒が安心して学べる安全な
学校づくりを推進するとともに、交通ルールの遵守や災害時
における身の安全の確保など、自らの命を守るための安全教
育の充実を図ります。 

特に、インシデントの収集及び共有により事故の発生を未
然に防ぐよう改善を図ります。 

また、食物アレルギーを有する児童生徒が安全・安心に生
活できる学校づくりを推進します。 

（６） 学校施設設備の充実 

学校施設の老朽化対策や空調整備など学校における安全・
安心対策を推進するとともに、必要な施設設備の充実を図り
ます。 

（７） デジタルとリアルな学びの両立 

デジタル教材の開発・活用や、ICT 環境のさらなる向上を
推進し、デジタルを活用した教育を推進します。 

また、リアル（対面）による授業や課外活動の役割も重要
であり、オンラインと対面など、デジタルとアナログ双方の
効果や課題を考慮した最適な組合せを検討し、教育効果の最
大化を図ります。 

（８） 部活動の環境の充実 

少子化が進む中でも、外部指導員等の発掘・活用などによ
り、大人と子どもが関わり合いながら運動部活動・文化部活
動を行うことのできる環境づくりを進めます。 

 
基本方針６ 生涯を通じた学び、文化芸術の振興  

取組みの方向性 
（１） 生涯学習の推進や学び直しができる環境づくり 

NPO、企業、大学等と連携し、世代を問わず学ぶことがで
きる機会の充実や学習の成果を地域社会で活かす場づくり、
各種社会教育の充実を推進します。 

また、大学等と連携して社会人のキャリア形成を推進しま
す。 

（２） リカレント教育の推進 

大学等と連携して、社会の課題やニーズに対応できるよう
自らの知識や技術を高めるリカレント教育を推進し、社会人
のキャリア形成を支援するとともに地域社会の持続的な発展
に貢献する高度な人材の育成を図ります。 

（３） 誰もが文化芸術に親しめる環境づくり 

文化芸術を通じて、年齢や性差、障がいのある人もない人
も、自らの想いを表現し、他者と想いを共有する中で、互い

○ 地域や企業、学校が連携して魅力ある学校づくりやふる
さと教育の充実に向けて取り組むとともに、学校教育に
おける多様な人材の参画を進めます。 

○ 関係機関が連携し、孤独・孤立対策、子どもの貧困対策
や児童虐待対策に取り組むとともに、地域社会全体で子
どもを見守り、育てる環境づくりを進めます。 

○ 児童生徒に真に必要な総合的な指導が持続的に行えるよ
う、教員の長時間 勤務の抑制をはじめとする学校にお
ける働き方改革を推進します。 
併せて、より良い教育を提供するため、教職員の質の向 
上を図ります。 

○ 学校マネジメントや危機管理体制の充実を図ることで、
子どもたちが安心してのびのびと学校生活を送ることが
できる教育環境を整備し、子どもと教職員の双方にとっ
て魅力のある学校づくりを目指します。 

○ デジタルを活用した教育を進める一方、リアルな体験活
動の機会も充実させ、リアル（対面）とデジタルの最適
な組合せの観点も踏まえた教育の質の向上を図ります。 

○ 人生 100 年時代を見据え、生涯を通じた学習や、社会
に出た後も必要に応じ学習する機会が確保されるととも
に、文化芸術に親しめるようにすることで、自己実現の
みならず、地域社会における活動を通じた地域の活性化
を目指します。 

○ 「『清流の国ぎふ』文化祭 2024」、「清流の国ぎふ総文
2024」の開催を契機に、県民が誇る「清流文化」を守
り伝えるとともに、文化芸術を活かした地域内外の交流
を推進し、文化に親しむ機会を通じて、豊かな心を培
い、創造力や表現力を高めます。 
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を尊重しあえる意識の醸成を図ります。 
特に、障がい者芸術については、岐阜県障がい者芸術文化

支援センターを中心に、活動発表の場の拡充などに取り組む
とともに、障がいのあるなしに関わらずともに学び創造する
ことができる環境づくりを推進します。 

（４） 文化芸術を活かした地域内外の交流の推進 

「『清流の国ぎふ』文化祭 2024」、「清流の国ぎふ総文 2024」
の開催を契機に、本県ならではの自然、歴史、伝統、技、産
業、暮らし、文化、食など、これまで発掘し「清流文化」と
して磨き上げてきた持続可能な地域資源の魅力や世界に認め
られた「『清流の国ぎふ』ブランド」について県民が理解を
深め、自らの誇りとして国内外に積極的に発信し、海外や他
地域との交流を深めるなど、文化芸術を活かした地域内外の
交流を推進します。 

（5） デジタル技術の活用等による文化活動の推進 

デジタル技術を積極的に活用して、文化芸術とデジタル化
の融合を図るなど、文化芸術に触れる機会の拡大や新たな文
化芸術の発表機会を充実し、子ども・若者や障がい者など、
誰もが多様な文化芸術活動に参加できる環境づくりを進め、
裾野の拡大を図ります。 

（６） 文化財の保存・伝承の推進 

文化財の適切な保存や後継者の育成、伝承活動への支援な
ど、「清流」に育まれた郷土の文化資源を未来へ守り伝えて
いくための取組みを推進します。 

 
基本方針７ スポーツの振興、健康・体力づくり

の推進 

取組みの方向性 
（１） 地域スポーツ、レクリエーションの推進 

地域スポーツの活性化や、スポーツ・レクリエーションイ
ベントの充実を図り、誰もがいつでも、どこでも、気軽にス
ポーツに親しみ、参加できる環境づくりを推進します。 

（２） 競技力の向上、世界にはばたくアスリートの育成 

優秀な指導者の養成・確保やジュニア世代からの一貫した
強化、競技環境の整備などにより、競技力の向上を図り、世
界で活躍できるアスリートを育成します。 

（３） パラスポーツの推進 

パラスポーツ教室の開催やパラスポーツ指導者の育成、特
別支援学校における児童生徒がスポーツに親しめる取組みの
促進など、障がいのあるなしに関わらずスポーツに親しめる
環境づくりを推進します。 

また、パラスポーツを通じてあらゆる世代や障がいのある
人もない人も交流を深め、互いを尊重しあえる意識の醸成を
図ります。 

（４） 県民総参加による生涯にわたる健康・体力づくり 

全ての県民が、生涯にわたる健康・体力づくりを行うこと
ができるよう、幼児期からの運動機会の確保によるスポーツ
に親しむ習慣の形成や、体育の授業や健康教育の充実による
児童生徒の体力の向上、心身の健康の保持増進を図ります。 

さらに、高齢者までの全世代の県民参加を広げるスポーツ
環境づくりを展開するとともに、「ミナレク運動」を推進し
ます。 

（5） スポーツを通じた地域振興の推進 

「する・観る・支える」スポーツの効用を通じて、海外や
他地域との交流、住民同士の絆づくりを深めるなど、スポー
ツによる地域振興を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ スポーツやレクリエーションを通じて、健康づくりを推
進するほか、豊かな人間性を育み、相互に理解し尊重し
あう意識の醸成を図り、「誰一人取り残されないスポー
ツ立県・ぎふ」を実現します。 

○ 「する・観る・支える」を通じて、地域内外の交流を深
めることなどによりスポーツによる地域振興を推進しま
す。 



 
 

- 92 -

 第４次岐阜県教育ビジョン策定委員会* 委員名簿   （五十音順） 
氏  名 主 な 職 名 備  考 

石田 達也 岐阜県高等学校長協会会長  

今井田 直 岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会会長 2022 年度委員 

川島 政樹 カワボウ株式会社代表取締役社長  

北浦  茂 学校法人西濃学園 理事長  

後藤栄一郎 岐阜県高等学校ＰＴＡ連合会会長 2023 年度委員 

下屋 浩実 岐阜県私立中学高等学校協会会長  

杉山 寛絵 岐阜県特別支援学校ＰＴＡ連合会会長 2022 年度委員 

高村 和代 岐阜聖徳学園大学教育学部教授  

中川 正之 一般社団法人岐阜県経済同友会筆頭代表幹事  

長屋 成博 岐阜県特別支援学校ＰＴＡ連合会副会長 2023 年度委員 

長屋メイ子 岐阜県小中学校長会会長  

西川 信廣 演出家・劇団文学座  

籏   修子 スキー競技クロスカントリースキー選手（冬季五輪出場）  

益子 典文 岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター教授 委員長 

松野 英子 たんぽぽ薬局株式会社代表取締役社長  

水川 和彦 岐阜県都市教育長会会長  

 
第４次岐阜県教育ビジョン策定委員会 委員会の経過 

会  議 期 日 主 な 議 題 

第１回 【2022年度】 
2023年２月７日 

〇委員長の選出について 
〇第４次岐阜県教育ビジョンの策定について 
〇教育を取り巻く社会経済情勢の変化について 
〇岐阜県教育の現状と課題について 

第２回 【2023年度】 
2023年６月１日 〇第４次岐阜県教育ビジョンの策定に向けた整理（案）について 

第３回 2023年８月29日 〇第４次岐阜県教育ビジョンの骨子案について 

第４回 2023年11月27日 〇第４次岐阜県教育振興基本計画の素案について 

第５回 2024年２月５日 〇第４次岐阜県教育振興基本計画の最終案について 
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総合教育会議 会議の経過 
会  議 期 日 主 な 議 題 等 
令和４年度 

第２回 
【2022年度】 

2023年２月16日 
〇部活動の地域移行について 
〇第４次岐阜県教育ビジョンの策定について 

令和５年度 
第１回 

【2023年度】 
2023年６月16日 

〇第３次岐阜県教育大綱（岐阜県の教育、学術、文化及びスポーツの
振興に関する大綱）の策定について 

〇第４次岐阜県教育振興基本計画（岐阜県教育ビジョン）の策定に 
ついて 

第２回 2023年９月12日 
〇岐阜県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する大綱 

（第３次岐阜県教育大綱）の策定について 
〇岐阜県教育振興基本計画（第４次岐阜県教育ビジョン）の策定に 

ついて 

第３回 2024年２月14日 
〇第３次岐阜県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する大綱

（人づくり大綱）の策定について 
〇第４次岐阜県教育振興基本計画の策定について 

 

スクールミーティング*等の実施について 
実施内容 期 日 実 施 先 

スクールミーティング 
【2023年度】 

2023年７月４日 
岐阜県立不破高等学校 垂井町 

スクールミーティング 2023年７月13日 北方町立北学園・子ども園 北方町 

策定委員と教育委員会 
事務局職員との意見交換会 

2023年９月21日 岐阜県庁 岐阜市 

スクールミーティング 2023年10月12日 岐阜県立中津川工業高等学校 中津川市 

スクールミーティング 2023年10月12日 中津川市立第一中学校 中津川市 

学校訪問 2023年10月16日 立命館守山中学校・高等学校 滋賀県守山市 

学校訪問 2023年10月16日 滋賀県立守山中学校・高等学校 滋賀県守山市 

スクールミーティング 2023年10月24日 岐阜市立三輪北小学校 岐阜市 
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用語解説 

英 字                  

CEFR（27、36、76、83） 

"Common European Framework of Reference for 
Languages:Learning, teaching, assessment"の略で、
「外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語参
照枠」のことです。語学シラバスやカリキュラムの手引
きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価
のために、透明性が高く、わかりやすい、包括的な基盤
を提供するものとして、20 年以上にわたる研究を経て
2001 年に欧州評議会（Council of Europe）が発表した、
外国語の学習者の習得状況を示す際に用いられる枠組み
のことです。 

DV（ドメスティック・バイオレンス）（10、11） 
"Domestic Violence"の略で、明確な定義はありませ

んが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、
又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用さ
れることが多いです。暴力の形態として、身体的暴力、
精神的暴力（暴言・無視）、経済的な制限（生活費をわ
たさない・仕事の制限）、性的な暴力などの行為があり
ます。 

DX（デジタル・トランスフォーメーション） 
（38、42、43、71、72） 

″Digital Transformation″の略で、組織や企業が、外
部環境（顧客、市場、社会）の大きな変化に対応し、デ
ジタル技術を活用して従来の働き方、文化、組織の変革
をけん引しながら、新たな業務モデルやサービスを生み
出し、ネット（デジタル）とリアル（アナログ）の両面
で、利用者体験の向上を図ることです。学校教育の分野
では、教育データやデジタル技術を活用することで、教
育の手法や手段、教職員の業務などを変革させることを
目的とした取組を指します。 

ESD（２） 
″Education for Sustainable Development″の略で、

「持続可能な開発のための教育」と訳されます。現代社
会の問題を自分事として主体的に捉え、将来の世代にわ
たり恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なところか
ら取り組むことで、問題解決につながる新たな価値観や
行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現してい
くことを目指して行う教育活動です。 
Ｇ－プレイス（12、13、61、62、63）  

高等学校段階での不登校、引きこもりなどの子どもに
居場所を提供し、将来的な社会的自立に向けた学びの再
チャレンジを支援する適応指導教室のことです。（岐阜
県独自の取組） 
GIGA スクール構想（29）  

"Global and Innovation Gateway for All"の略で、
１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体
的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを 

 

含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公
正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成でき
る教育ICT 環境を実現する構想のことです。 

ＩoＴ（28、33、43） 
"Internet of Things"の略で、（身の周りのあらゆる）

モノをインターネットでつなぐ技術のことです。 

SDGｓ（持続可能な開発目標）（２、６、38、39） 
"Sustainable Development Goals"の略で、2001 年

に策定された「ミレニアム開発目標（MDGs）」の後継 
として、2015 年9 月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載され
た、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国
際目標のことです。17 のゴール・169 のターゲットか
ら構成されています。 

SOS の出し方に関する教育（12、13） 
自殺対策基本法（2006 年）第 17 条の 3 に記載され

る、「困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等にお
ける対処の仕方を身に付ける等のための教育」の略称で、
学校において、命や暮らしの危機に直面したとき、誰に
どうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な
方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しいときに助けを求
めてもよいということを学ぶ教育のことです。 

STEAM 教育（15、32） 

「STEM」（Science、Technology、Engineering、
Mathematics）に加え、芸術、文化、生活、経済、
法律、政治、倫理等を含めた広い範囲で「A」（Arts）を
定義した、各教科等での学習を実社会での問題発見・解
決に生かしていくための教科等横断的な教育のこと 
です。 

あ 行                 

アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）（18） 

日本スポーツ協会（JSPO）が開発した、子どもが発
達段階に応じて身に付けておくことが望ましい動きを習
得する運動プログラムのことで、幼少期の子どもが様々
な運動遊びを通して、楽しく、積極的に体を動かす中で、
元気な子どもを育むことを目的としています。 
あったかい言葉かけ県民運動（12、14） 

学校におけるいじめを未然に防ぐため、子どもと大人、
そして子ども同士が互いに「あったかい言葉」を掛け合
い、思いやりあふれる温かい関係を創り出す県民運動の
ことです。（岐阜県独自の取組） 

アンガーマネジメント（73） 

怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング
のことです。 

 

※本文中に *印のある用語について、その解説を掲載してい
ます。用語右の（ ）内の数字は掲載ページを示しています。 
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インクルーシブ教育システム（56） 

障がいの有無に関係なく、全ての子どもを対象として、
学校や地域社会が個々の子どものニーズに対応して行う
教育のことです。 

ウェルビーイング（81） 

身体的・精神的・社会的によい状態にあることです。
短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将
来にわたる持続的な幸福を含んでいます。個人のみなら
ず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的によい状態
であることを含む包括的な概念です。 

英語４技能（26、35、36） 

英語による実際のコミュニケーションにおいて活用で 
きる「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」、「書くこと」
の４つの技能のことです。 

か 行                 

学校間交流（55、57） 

特別支援学校の児童生徒が、地域の小・中・高等学校
と教科や行事（音楽発表、ゲーム交流等）、職業教育
（作業体験、作業製品の開発等）等を通して交流及び共
同学習を実施することです。 

学校保健安全委員会（47） 

子どもの保健安全に関わる、多様化、深刻化する健康
安全問題への対応するため、専門的な知識や技能を持っ
た地域の方々や専門家の協力により、学校・家庭・地域
社会が連携した取組や教育活動への参加協力などについ
て理解を図るために組織されるものです。 

岐阜県学校保健会（48） 

幼児児童生徒及び教職員の健康の保持増進や安全な学
校環境の確保を目的として、学校、家庭・PTA、医師会、
歯科医師会、学校薬剤師会、教育委員会が連携し、地域
の健康課題の解消並びに学校保健活動の充実に取り組ん
でいる組織のことです。 

岐阜県人権教育基本方針（10） 

同和問題をはじめ、様々な人権問題について、全ての
県民の正しい認識と理解を一層深めるとともに、解決で
きる実践力を高め、人権という普遍的文化を築くことが
できるよう、学校・家庭・地域社会が一体となって計画
的、継続的に取り組む重要性を示したものです。 

キャリア教育（40、41、77、82） 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と
なる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を
促す教育のことです。「キャリア発達」は、社会の中で
自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現し
ていく過程のことです。 

 

キャリア・パスポート（40、41） 

児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育
に関わる諸活動について、特別活動の学級活動及びホー
ムルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの
学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしな
がら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫され
たポートフォリオ*のことです。 

教育資源（９、15、16、33） 

「自然」「人材」「施設や機関」等のうち、主に学校教
育において利用価値があると考えられるもののことで
す。 

居住地校交流（55、57） 

特別支援学校の小・中学部の児童生徒が、居住地域の
小・中学校において交流及び共同学習を実施することで
す。 

コア・ティーチャー（55、58） 

児童生徒の障がいの特性や状態に応じて適切な指導支
援を行うことができるよう、教員の専門性を高めるため
に指導的立場となる教員のことです。（岐阜県独自の取
組） 

高校生のための学びの基礎診断（26、27） 

義務教育段階の学習内容を含めた高校生に求められる
基礎学力の確実な習得とそれによる高校生の学習意欲の
喚起を図るため、高等学校段階における生徒の基礎学力
の定着度合いを測定する民間の試験等を文部科学省が一
定の要件に適合するものとして認定する仕組みのことで
す。 

こども大綱（６） 

 日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっ
とり制定された「こども基本法」（2023 年４月１日制
定）に基づき策定された、こども施策を総合的に推進す
るための今後５年程度の基本方針や重要事項を一元的に
定めたものです。 

コミュニティ・スクール（22、52、53、54） 

学校運営協議会を設置した学校のことであり、保護者
や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参
加することで、育てたい子供像、目指すべき教育の目
標・ビジョンを保護者や地域と共有し、それらの実現に
向けてともに協働していく仕組みのことです。 

さ 行               

自己肯定感（４、８、９、14、82） 

自分の存在や価値を肯定する感覚や感情のことです。 
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自己効力感（４） 

自分自身がやりたいと思っていることの可能性（課題
を達成できる可能性）の認知のことです。 

自己有用感（８、９） 

他者との関係の中で、自分の存在を価値あるものと受
け止められる感覚や感情のことです。 

主権者教育（38、39、77） 

主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働し
ながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構
成員の一人として主体的に担う力を育むことです。 

主体的・対話的で深い学び（25、26、29、30） 

児童生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働
かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解した
り、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだし
て解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう過程を重視した学習のことです。 

消費者教育（38、39、77） 

国民一人一人が消費者として主体的に判断し責任を持
って行動できるようにすることです。 

情報活用能力（25、29、30） 

必要な情報を収集・判断・表現・処理・創造し、受け
手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力のことで
す。 

情報モラル（14、29、30、31、50、51、77） 

情報社会において適正な活動を行うための基になる考
え方と態度のことです。インターネットや携帯電話を利
用する際のマナーやルールなどが含まれます。 

スーパーサイエンスハイスクール（16、36） 

文部科学省が指定した科学技術や理科・数学教育を重
点的に行う高校のことです。 

スクールカウンセラー（12、13、72） 

臨床心理に関し高度に専門的な知識、経験を有する者
であり、教員等とは異なる立場で児童生徒へのカウンセ
リングをしたり、教職員及び保護者に対する助言や援助
をしたりする専門員のことです。 

スクール・サポート・スタッフ（71、72） 

教師の負担軽減を図り、教師がより児童生徒への指導
や教材研究等に注力できるよう、学習プリント等の準備
や採点業務、来客・電話対応等をサポートする支援員の
ことです。 

 

スクールソーシャルワーカー（12、13、72） 

教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や
技術を有し、問題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生
徒が置かれた環境への働きかけや関係機関等とのネット
ワークの構築など、多様な支援方法を用いて問題解決へ
の対応を図る人材のことです。 

スクール・ポリシー（53） 

学校教育法施行規則に基づき、各高等学校が策定し、
公表する「育成を目指す資質・能力に関する方針（グラ
デュエーション・ポリシー）」「教育課程の編成及び実施
に関する方針（カリキュラム・ポリシー）」「入学者の受
入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」の３
つの方針のことです。 

スクールミーティング（２、79） 

教育長をはじめとする教育委員会幹部が、学校などを
訪問し、児童生徒や保護者、教職員、学校評議員などの
教育関係者や地域住民と行う意見交換会のことです。
（岐阜県独自の取組） 

スタートアップ（32） 

明確な定義はありませんが、経済産業省では「１ 新
しい技術の活用、斬新なサービスなど新規性がある」
「２ 加速度的に事業を拡大することを目指す」「３  創
業から間もない、比較的に創業年数の若い企業」を満た
す企業と定義しています。 

接続期カリキュラム（20、21） 

「接続期カリキュラム」は、「アプローチカリキュラ
ム（５歳児）」と「スタートカリキュラム（小学校入学
当初）」から構成されますが、「幼保小の架け橋プログラ
ム」では、特に、幼児期から児童期の発達を見通しつ
つ、５歳児のカリキュラムと１年生のカリキュラムを、
「共通の視点」から一体的に捉えて１枚にまとめたもの
を指します。 

総合型地域スポーツクラブ（18、66、68） 

子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを
愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルま
で、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多
志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主
体的に運営されるスポーツクラブのことです。 

た 行               

第４次岐阜県教育ビジョン策定委員会（２、92） 

県民の教育に対する意見や評価を踏まえつつ、新しい
時代に対応した今後の岐阜県教育のあり方を検討するた
めに、第三者機関として立ち上げた組織のことです（委
員構成は、学識経験者、企業関係者、保護者代表など
14 名。委員長は益子典文・岐阜大学教育学部附属学習
協創開発研究センター教授）。（岐阜県独自の取組） 
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第４次産業革命（32） 

第３次産業革命に続く、IｏT（Internet of Things）
やビッグデータ、AI（Artifical Intelligence）等をはじ
めとする技術革新のことです。 

体力合計点（45、87） 

反復横とび、50ｍ走、ボール投げなどの８種目の調
査結果を得点化し、それらを合計したもののことです。 

地域学校協働活動（22、23、52、53、76） 

 幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもた
ちの学びや成長を支えるとともに「学校を核とした地域
づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーと
して連携・協働して行う様々な活動のことです。 

地域交流（55、57） 

 特別支援学校が、ボランティア活動や研修会、障がい
児理解啓発活動（作品発表会等）を通して地域社会と交
流し、障がいがある児童生徒の理解や特別支援教育に対
する認識を深めるとともに、卒業後も地域において円滑
に社会参加できるようにすることです。 
地域創生キャリアプランナー（40、41） 

 地域社会や地元企業に精通し、学校と関係機関等をつ
なぐことで、地域や企業への理解を深めるキャリア教育
を支援する人材のことです。 

知・徳・体（５） 

教育の基本原理で、知育・徳育・体育のことです。 

チャレンジスポーツin ぎふ（45、46） 

 県内の各学校においてクラス全員や数人のグループ 
で、「８の字縄跳び」などの指定の運動種目を行い、記
録に挑戦したり、ネット環境において他校と競い合った
りする取組のことです。（岐阜県独自の取組） 

中高一貫教育校（52、54） 

 ６年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会
をも選択することができるようにすることで、中等教育
のより一層の多様化を推進するものとして制度化された
学校のことです。中等教育学校、併設型中高一貫教育 
校*、連携型中高一貫教育校*の３つの形態がありま
す。 

超スマート社会（Society5.0）（１、４、29、32） 

 狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人
類史上５番目の新しい社会のことです。必要なもの・サ
ービスを、必要な人に、必要なときに、必要なだけ提供
し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆ
る人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地
域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快
適に暮らすことのできる社会のことです。 

統合型校務支援システム（71、72） 

教務系（成績管理、出欠管理、時数等）、保健系
（健康診断票、保健室管理等）、学籍系（指導要録等）、
学校事務系など統合した機能を有しているシステムのこ
とです。 

な 行               

内水面漁業（17） 

河川、湖沼における水産動植物の採捕又は養殖の事業
のことです。 

は 行               

パフォーマンステスト（36） 

知識やスキルを使いこなす（活用・応用・統合する）
ことを求め、測るテストのことです。 

英語においては、「話すこと」や「書くこと」の能力
を評価するためのテスト（スピーキングテスト、ライ 
ティングテスト等）を指します。 

ビブリオバトル（８、９） 

各自が本を持ち寄って集まり、本の面白さについて５
分程度でプレゼンテーションし合い、一番読みたくなっ
た本を参加者の多数決で決定する書評会のことです。県
では、2016 年度より全国高等学校ビブリオバトルの予
選として、高等学校ビブリオバトル岐阜県大会を開催し
ています。 

フラッグシップハイスクール（16、36） 

地域や海外でのフィールドワーク等の体験的な活動を
積極的に実施し、国際的な視点や科学的な視点等で地域
課題の探究活動に取り組む、県から研究指定を受けた高
校のことです。 

フリースクール（61、62、63、78） 

 不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活
動などの活動を行っている民間の施設のことです。その
規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体
性の下に設置・運営されています。 

プログラミング教育（30） 

 子どもたちに、コンピュータに意図した処理を行うよ
うに指示することができるということを体験させなが
ら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて
普遍的に求められる力としての「プログラミング的 
思考*」などを育成するものです。 

プログラミング的思考（30、97） 

 自分が意図する一連の活動を実現するために、どのよ
うな動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応
した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号
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の組合せをどのように改善していけば、より意図した活
動に近付くのか、といったことを論理的に考えていく力
のことです。 

併設型中高一貫教育校（54、97） 

 中高一貫教育校の一つです。高等学校入学者選抜を行
わずに同一の設置者による中学校と高校を接続するもの
です。 

ヘルスプロモーション（49） 

 人が自らの健康をコントロールし、改善することがで
きるようにするプロセスのことです。 

放課後子ども教室（22、23） 

子どもたちが放課後等を安全・安心に過ごし、多様な
体験・活動ができるよう、地域住民等の参画を得て、放
課後等に全ての児童を対象として、学習や体験・交流活
動などを行う事業のことです。 

放課後児童クラブ（22、23） 

 保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校に就学し
ている子どもたちに対し、授業の終了後等に、小学校の
余裕教室や児童館などを利用して適切な遊びと生活の場
を与えて、その健全な育成を図る事業のことです。 

ポートフォリオ（40、95） 

 学習目標・学習計画表、課題達成のために収集した資
料や進捗状況、レポートなどの学習過程の状況並びに学
習成果を長期にわたって収集したものです。 

ま 行               

ミドルリーダー（70） 

 管理職を補佐し、他の教職員をリードする主任等の中
核的中堅教職員のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミナレク運動（46） 

 県民皆が一つはレクリエーションを実践することで健
康長寿につなげる運動のことです。「第 70 回全国レク
リエーション大会 in 岐阜」の成果を未来につなげ発展
させるため、「ミナレク運動」を更に推進し、「明るく健
康で、笑顔あふれる岐阜県づくり」につなげます。 

や 行               

夜間中学（63） 

 夜の時間帯等に授業が行われる公立中学校夜間学級の
ことです。 

ら 行               

ラインケア（73、74） 

 管理職が行う、部下の心のケアや職場環境の改善をす
る取組のことです。 

連携型中高一貫教育校（52、54、97） 

 中高一貫教育校の一つです。市町村立中学校と県立高
校等、異なる設置者間でも実施可能な形態であり、中学
校と高校が教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連携
を深める形で中高一貫教育を実施するものです。 

わ 行               

ワーク・ライフ・バランス（39、71） 

 仕事と生活の調和のことです。 
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